
 

第 3章 
 

選択・集中プログラムの取組 

 
 

 

 

 



（１）選択・集中プログラムの取組とは 

 
選択・集中プログラムは、厳しい財政状況のもとで「みえ県民力ビジョン」を

推進していくにあたり、特に注力すべき政策課題として取り上げ、「行動計画」の

計画期間中（４年間）に行政経営資源を効率的かつ効果的に投入し、課題の解決

や「協創」の取組を進めるものです。  
選択・集中プログラムには、「緊急課題解決プロジェクト」と「新しい豊かさ協

創プロジェクト」の２種類を設けているほか、「南部地域活性化プログラム」に取

り組んでいます。 

 

 選択・集中プログラムには、各プロジェクト等に、その成果や取り組んだこと

の効果を表す指標を設け、実現可能かつ挑戦的な目標値を掲げ、数値目標として

います。また、進行管理を的確に行い、県民の皆さんに各プロジェクト等の進捗

状況をお示しすることができるよう、実践取組ごとに年次目標を設定しています。 

 
平成 26 年版成果レポートでは、平成 25 年度に県が取り組んだ選択・集中プロ

グラムの取組の成果と課題を検証しています。 

また、成果と課題の検証結果を踏まえた、各プログラムごとの今後の取組方向

について、今年度の改善のポイントを中心に明らかにしています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選択・集中プログラムの指標の考え方】 

＜選択・集中プログラム＞の進行管理を的確に行うとともに、県民の皆さんに取組

の進捗状況をお示しするため、「プロジェクトの数値目標」、「実践取組の目標」に

ついて、それぞれの性質をふまえた実現可能かつ挑戦的な目標値を掲げています。 

 平成 26 年版成果レポートでは、行動計画で掲げた平成 27 年度目標値とあわせて、

今年度の目標値もお示ししています。 

 

○ プロジェクトの数値目標 

   「プロジェクトの数値目標」は、各＜選択・集中プログラム＞のこの計画に

おける目標（「平成 27 年度末での到達目標」）をふまえ、当該＜選択・集中プ

ログラム＞において、さまざまな主体の取組によって得られる最終的な成果

を、県民の皆さんの立場からあらわそうとしたものです。 

 ＜選択・集中プログラム＞の進行管理において、基本的な指標として活用し

ます。 

 

○ 実践取組の目標 

   「実践取組の目標」は、各＜選択・集中プログラム＞の目標を達成するため

に、県が＜選択・集中プログラム＞を構成する＜実践取組＞として取り組んだ

ことの直接的な事業効果をあらわす指標です。 

＜選択・集中プログラム＞は複数の＜実践取組＞から成り立っていますの

で、＜実践取組＞の効果が相まって＜選択・集中プログラム＞の成果につなが

ります。このため、＜選択・集中プログラム＞の進行管理において、「プロジ

ェクトの数値目標」を補足する指標として用います。 

 

 



（２）選択・集中プログラムの取組一覧 

選択・集中プログラムの取組  頁  

緊
急
課
題
解
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

１ 命を守る緊急減災プロジェクト 350 

２ 命と地域を支える道づくりプロジェクト 362 

３ 命と健康を守る医療体制の確保プロジェクト 366 

４ 働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクト 374 

５ 家族の絆再生と子育てのための安心プロジェクト 380 

６ 「共に生きる」社会をつくる障がい者自立支援プロジェクト 384 

７ 
三重の食を拓く「みえフードイノベーション」 

～もうかる農林水産業の展開プロジェクト 
390 

８ 
日本をリードする「メイド・イン・三重」 

～ものづくり推進プロジェクト 
398 

９ 暮らしと産業を守る獣害対策プロジェクト 406 

10 地域を守る産業廃棄物の不適正処理是正プロジェクト 410 

新
し
い
豊
か
さ 

 

協
創
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

１  未来を築く子どもの学力向上協創プロジェクト  414 

２  夢と感動のスポーツ推進協創プロジェクト  422 

３  スマートライフ推進協創プロジェクト  426 

４  世界の人びとを呼び込む観光協創プロジェクト  432 

５  県民力を高める絆づくり協創プロジェクト  438 

南 部 地 域 活 性 化 プ ロ グ ラ ム 446 

 

＊ 評価結果をふまえた進展度の判断基準及び目標達成状況の算出方法につ

いては、59 ページ～60 ページをご覧ください。 



２５年度
目標値

２５年度
実績値

目標達成
状況

進展度

プロジェクトの
数値目標

緊急減災に向けた行動項目（アクション）の進捗率 61.8% 65.6% 1.00

緊急に減災対策を実施する市町の数 29市町 29市町 1.00

防災講演会、研修会等への参加促進 10,000人 11,247人 1.00

耐震基準を満たした住宅の割合 86.4% 85.2% 0.99

県立学校の耐震化率 100% 100% 1.00

私立学校の耐震化率 91.6% 92.9% 1.00

災害拠点病院等の耐震化率 68.6% 68.6% 1.00

新たな防災対策の計画的な推進

学校防災のリーダーが中核となり防災に取り組んでいる学校の
割合

100% 100% 1.00

防災に関連した人材の育成（累計） 160人 179人 1.00

脆弱化した海岸堤防の補強対策箇所（累計） 111か所 150か所 1.00

農地・漁港海岸保全施設等の整備延長（累計） 2,964m 2,965m 1.00

プロジェクトの
数値目標

命と地域を支える道の供用延長 129.7km 128.0km 0.99

命を支える道の供用延長 86.8km 87.3km 1.00

地域を支える道の供用延長 42.9km 40.7km 0.95

二次救急病院における勤務医師数
1,344人
(24年度)

1,389人
(24年度)

1.00

がん検診受診率（乳がん、子宮頸がん、大腸がん）

乳がん
28.0％

子宮頸がん
30.9％

大腸がん
27.9％

(24年度)

乳がん
18.8％

子宮頸がん
30.9％

大腸がん
24.0％

(24年度)

乳がん
0.67

子宮頸がん
1.00

大腸がん
0.86

県内の病院で後期臨床研修を受ける医師数 192人 196人 1.00

県内看護師養成施設卒業者の県内就業者数 651人 641人 0.98

救急医療情報システムに参加する時間外診療可能医療機関
数

618機関 610機関 0.99

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了者数（累
計）

804人 783人 0.84

県内労働力人口に占める就業者の割合 97.0% 96.8% 0.99

本プロジェクトにより支援した人の数 30,100人 28,212人 0.94

事業参加者の県内中小企業への就労 30人 86人 1.00

新規就農希望者等への就業・就農支援 100人 135人 1.00

漁師育成機関の整備推進（累計） 3か所 3か所 1.00

福祉人材センターにおける相談・支援による就職者数 270人 404人 1.00

県が就労に向けて支援した述べ若年者数 16,000人 13,800人 0.86

県立高等学校卒業生徒の内定率 98.0% 97.9% 0.99

プロジェクトの
数値目標

「みえの子育ちサポーター」認証者数（累計） 5,200人 5,482人 1.00

「家族の絆」一行詩コンクールへの参加作品数 8,000点 8,123点 1.00

思春期ピアサポーター養成者数（累計） 60人 70人 1.00

子どもの医療費助成の実施

プロジェクトの
数値目標

県の就労支援事業により一般就労した障がい者数 332人 334人 1.00

障がい者の日中活動を支援する事業の利用者数 5,438人 6,057人 1.00

民間企業における障がい者の実雇用率 1.58% 1.60% 1.00

福祉的就労に従事している障がい者の平均工賃月額 13,300円 12,851円 0.97

総合相談支援センターへの登録者数 5,740人 4,986人 0.87

プロジェクトの
数値目標

「みえフードイノベーション」から生まれる新商品等の数（累計） 112件 111件 0.98

大都市圏等への販路拡大をめざす事業者の売上げ伸び率 105 106 1.00

「みえフードイノベーション」による連携プロジェクト創出数（累
計）

（達成済） 37件 1.00

地域活性化プラン等の策定・実践への支援 170プラン 190プラン 1.00

プロジェクトの
数値目標

操業しやすいと感じる企業の割合の伸び率 130 127 0.98

外資系企業の誘致 1件 3件 1.00

海外展開による取引先の拡大

世界に誇れるものづくり中小企業の創出 30社 29社 0.97

プロジェクトの
数値目標

野生鳥獣による農林水産被害金額
698百万円

以下(24年度)
701百万円
(24年度)

0.99

ニホンジカの捕獲頭数 17,800頭 17,529頭 0.98

有害鳥獣捕獲野生獣のうち利活用された頭数 1,200頭 1,066頭 0.89

野生鳥獣の生息しやすい森林づくりに取り組む地域数 ４地域 ８地域 1.00

プロジェクトの
数値目標

不適正処理事案における支障除去の着手件数 ４件 ４件 1.00

不適正処理事案における支障除去の着手件数 ４件 ４件 1.00

処理責任の徹底に取り組む多量排出事業者の割合
10%

(24年度)
25%

(24年度)
1.00

緊急課題
解決９

暮らしと産業を守る獣
害対策プロジェクト Ｂ

実践取組

緊急課題
解決１０

地域を守る産業廃棄
物の不適正処理是正
プロジェクト

A
実践取組

緊急課題
解決７

三重の食を拓く「みえ
フードイノベーション」
～もうかる農林水産
業の展開プロジェクト

Ｂ
実践取組

緊急課題
解決８

日本をリードする「メイ
ド・イン・三重」～もの
づくり推進プロジェク
ト

Ｂ
実践取組

Ｂ
実践取組

緊急課題
解決６

「共に生きる」社会を
つくる障がい者自立
支援プロジェクト

Ｂ
実践取組

緊急課題
解決５

家族の絆再生と子育
てのための安心プロ
ジェクト

A
実践取組

緊急課題
解決２

命と地域を支える道
づくりプロジェクト Ａ

実践取組

緊急課題
解決３

命と健康を守る医療
体制の確保プロジェ
クト

プロジェクトの
数値目標

Ｂ

実践取組

緊急課題
解決４

働く意欲が生かせる
雇用確保プロジェクト

プロジェクトの
数値目標

（３）選択・集中プログラムの取組数値目標等一覧

選択・集中プログラムの
取組名

数値目標

目標項目

緊急課題
解決１

命を守る緊急減災プ
ロジェクト Ｂ

実践取組



２５年度
目標値

２５年度
実績値

目標達成
状況

進展度

選択・集中プログラムの
取組名

数値目標

目標項目

プロジェクトの
数値目標

授業内容を理解している子どもたちの割合 83.0% 83.1% 1.00

子どもたちの学力や学習・生活の状況を客観的に把握し、教
育指導の改善に生かしている公立小中学校の割合

90.0% 92.7% 1.00

地域住民等による学校支援に取り組んでいる市町数 27市町 29市町 1.00

研修内容を「自らの実践に活用できる」とする教職員の割合 99.0% 98.2% 0.99

1,000人あたりの不登校児童生徒数 11.2人
12.1人

(速報値)
0.93

プロジェクトの
数値目標

県内スポーツ大会・イベントの参加者数 192,417人 222,169人 1.00

「スポーツボランティアバンク」の登録人数 400人 523人 1.00

スポーツによる地域経済の活性化に取り組む市町数（累計） ４市町 ４市町 1.00

強化指定する高校運動部活動数 10部 21部 1.00

県障がい者スポーツ大会参加者数 1,500人 1,501人 1.00

プロジェクトの
数値目標

県民の皆さんや企業をはじめとしたさまざまな主体が連携して
取り組むプロジェクト数（累計）

13件 16件 1.00

クリーンエネルギー関連に取り組む企業のネットワーク化 20社 43社 1.00

自動車の軽量化・省エネ化に取り組む企業の支援（累計） 27社 30社 1.00

大規模な新エネルギー施設の導入 1施設 2施設 1.00

協議会（電気自動車等を活用したまちづくりを検討する協議
会）での検討・取組数

5件 7件 1.00

企業の省エネルギーにつながる取組促進 5社 8社 1.00

プロジェクトの
数値目標

観光レクリエーション入込客数 4,000万人 4,080万人 1.00

延べ宿泊者数 800万人
982万人
(暫定値)

1.00

リピート意向率 88.0% 84.5% 0.96

県内の外国人延べ宿泊者数 120,000人
121,680人
(暫定値)

1.00

海外の自治体等との連携事業者数（累計） 5件 10件 1.00

受講生（「三重can-co-（観光）本気塾」を受講した方）が取り組
んだ地域活動数（累計）

20件 29件 1.00

地域活動に参画している学生の割合 21.0% 20.7% 0.99

パートナーグループネットワーク構築数（累計） 2,700 2,549 0.88

認定ＮＰＯ法人数 10法人 ４法人 0.40

学生と地域のさまざまな主体との交流フォーラムの開催回数 ５回 12回 1.00

県の取り組む多文化共生社会づくり事業に参画した主体数
（累計）

32団体 34団体 1.00

パーキングパーミット制度における利用証の保有者数（累計） 11,200人 19,061人 1.00

パートナーグループ登録数（累計） 900ｸﾞﾙｰﾌﾟ 681ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0.43

ＮＰＯの提案から取り組んだ「協創」の実践活動数（累計） 15事業 19事業 1.00

プログラムの
数値目標

若者の定住率 62.4% 57.8% 0.93

集落を維持するモデル的な取組を行っている地域数（累計） ６地域 ６地域 1.00

東紀州地域に係る１人あたりの観光消費額 26,629円 26,333円 0.99

南部地域活性化局による総合的・横断的な事業の推進

＊斜線の欄は、数値目標を設定していない取組を表しています。

新しい
豊かさ
協創４

世界の人々を呼び込
む観光協創プロジェ
クト

Ｂ
実践取組

新しい
豊かさ
協創５

県民力を高める絆づ
くり協創プロジェクト

プロジェクトの
数値目標

Ｂ
実践取組

新しい
豊かさ
協創３

スマートライフ推進協
創プロジェクト Ａ

実践取組

南部地域活性化プログラム Ｂ
実践取組

新しい
豊かさ
協創１

未来を築く子どもの
学力向上協創プロ
ジェクト

Ｂ
実践取組

新しい
豊かさ
協創２

夢と感動のスポーツ
推進協創プロジェクト A

実践取組



緊急課題解決○  

（４）選択・集中プログラムの取組評価表の見方 

 
 
 

【主担当部局：○○○○○】 

プロジェクトの目標 

   

 

 このプロジェクトに取り組むことによって課題解決が進んだ４年後の状態を記載しています。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

施策の進展度をＡ～Ｄ

の４段階で評価してい

ます。 
判断理由 左欄の判断理由を記載しています。 

  

  

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

行動計画におけ
る選択・集中プ
ログラムの目標
項目を記載して
います。 

 24 年度の 
目標値※１ 

25 年度の 
目標値※１ 25 年度の 

目標の達成
状況※２ 

26 年度の 

目標値※１ 

27 年度の 

目標値※１ 

23 年度の 
現状値※１ 

24 年度の 
実績値※１ 

25 年度の 
実績値※１   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

この数値目標の意味、内容、用語の説明などを記載しています。 

26 年度目標 
値の考え方 

この目標項目に設定した、平成 26 年度における目標値設定の考え方、理由などを記載して
います。 

 
※１ 当該年度の取組結果を評価する時点で、当該年度の現状値・実績値が把握困難な指標は、把握可能な最新年

(度)の数値を用い、「(○○年(度))」と併記しています。これに関連する目標値も同様に、評価に用いる対象

年(度)を「(○○年(度))」と併記しています。なお、行動計画策定以降、最新の実績が明らかになったものは

当該数値を掲載しています。 

※２ 25 年度における目標達成の状況を 1.00（達成）～0.00までの数値で表記しています。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

実践取組名を記
載しています。 

実践取組の目標
項目名を記載し
ています。 

 
24 年度の

目標値 
25 年度の

目標値 
25 年度の
目標達成
状況 

26 年度の
目標値 

27 年度の
目標値 

23 年度の
現状値 

24 年度の
実績値 

25 年度の
実績値 

  

 

 

 

   

       

     

 

   

       

     

○○○○○ 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等     

 

 

 

 

 

平成 25 年度の取組概要 

   

   平成 25 年度の取組内容（県の取組（活動）結果）を具体的に明らかにしています。 

   

   

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

   

   平成 25 年度の取組結果について、平成 27年度末までの到達目標を踏まえ、県民にとっての成果

を検証する観点から、取組の成果と残った課題や、環境変化に伴い発生している新たな課題を明

らかにしています。 

 

 
   新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議でいただいた主な意見を記載しています。 

＊新しい豊かさ協創プロジェクトのみ。 

 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

   

   検証結果を踏まえ、平成 26年度における改善のポイントと取組方向を明らかにしています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議における主な意見 

平成 26 年版成果レポートでは、事業費（「予算額等」欄）は、平成 24

年度、平成 25年度は決算額、平成 26年度は予算額を記載しています。 

文中「＊」のついている語句は、巻末（参考）の用語説

明のページに説明を掲載しています。 

 

   

       

     

「平成 25年度の取組概要」「平成 25年度の成果と残された課題（評価結果）」「新し

い豊かさ協創プロジェクト推進会議における主な意見」「平成 26 年度の改善のポイ

ントと取組方向」の箇条書き先頭記号は○番号としています。 

この番号は、上記の項目にある同じ〇番号の文書の内容を結びつけるものではあり

ません。 

 



緊急課題解決１  

 
 
 

【主担当部局：防災対策部】 

プロジェクトの目標 

  県民の皆さんの命を守ることを最優先として緊急かつ集中的に取り組むべき対策を定めた「三重県

緊急地震対策行動計画」や新たに策定する「三重県新地震対策行動計画（仮称）」、災害に強い地域づ

くりをめざす「三重県風水害等対策アクションプログラム」等の計画に基づく取組を確実に進めてい

きます。また、市町をはじめとした関係機関との連携を充実させ、「備えるとともに、まず逃げる」た

めの対策や防災教育の推進、地域防災の核となる人材の育成、自然災害に備える基盤施設の整備等に

重点的に取り組むなど、県全体の災害対応力を高めていきます。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標を達成し、実践取組についても

10 項目のうち 9 項目で目標を達成しましたが、残る 1 項

目が達成に至らなかったことから、県内各地域における防

災・減災対策の進展度については、「ある程度進んだ」と

判断しました。 

   

  

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

緊 急 減 災 に 向
け た 行 動 項 目
（アクション）
の進捗率 

 30.2％ 61.8％ 
1.00 

83.8％ 100％ 

― 37.5％ 65.6％   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県関係部局が減災に向けて緊急に取り組む行動項目（アクション）の進捗率の平均値 

26 年度目標 
値の考え方 

殆どの取組が平成 25 年度の目標を達成できたことから、平成 26 年度目標についても、当
初の計画に沿って 83.8％と設定します。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「『逃げる』」
ための課題」を
解決するために 

緊急に減災対策
を実施する市町
の数 

 29 市町 29 市町 

1.00 
29 市町 29 市町 

29 市町 29 市町 29 市町   

防災講演会、研
修会等への参加
促進 

 8,500 人 10,000 人 

1.00 
10,000 人 10,000 人 

8,000 人 10,376 人 11,247 人   

 

 

   

       

     

 

   

       

     

命を守る緊急減災プロジェクト 

 

 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

２ 「地震による
建物被害軽減に
向けた課題」を
解決するために 

耐震基準を満た
した住宅の割合 

 84.5％ 86.4％ 

0.99 
88.2％ 90.0％ 

82.2％ 83.7％  85.2％    

県立学校の耐震
化率 

 99.0％ 100％ 

1.00 
100％ 100％ 

98.2％ 99.4％ 100％   

私立学校の耐震
化率 

 88.4％ 91.6％ 

1.00 
92.4％ 92.4％ 

87.8％ 90.1％ 92.9％   

災害拠点病院等
の耐震化率 

 71.4％ 68.6％ 

1.00 
71.4％ 82.9％ 

62.9％ 68.6％ 68.6％   

３ 「災害対応力
強化に向けた課
題」を解決する
ために 

新たな防災対策
の計画的な推進 

 

４ 「自らの命を
自ら守るための
課題」を解決す
るために 

学校防災のリー
ダーが中核とな
り防災に取り組
んでいる学校の
割合 

 50.0％ 100％ 

1.00 

100％ 100％ 

－ 99.7％ 100％   

防災に関連した
人材の育成（累
計） 

 80 人 160 人 

1.00 
240 人 320 人 

0 人 62 人 179 人   

５ 「自然災害に
備える基盤施設
の整備に向けた
課題」を解決す
るために 

脆弱化した海岸
堤防の補強対策
箇所（累計） 

 40 か所 111 か所 

1.00 
200 か所 200 か所 

－ 55 か所 150 か所   

農地・漁港海岸
保全施設等の整
備延長（累計） 

 2,243m 2,964m 

1.00 
3,624m 4,134m 

1,680m 1,983m 2,965m   

 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 9,490 13,364 16,434  

 
平成 25 年度の取組概要 

【実践取組１ 「逃げる」ための課題解決】 

①平成 24年度に実施した、「Ｍｙまっぷラン」*を中核とする「津波避難に関する三重県モデル事業」

と、「三重県避難所運営マニュアル策定指針改定」を受け、地域における「Ｍｙまっぷラン」を活

用した津波避難計画作成と、避難所単位の運営マニュアル作成を推進 

 

 

   

       

     

策定・見直し 

新たな取組の計画的な実施 



②平成 25年４月～５月に、事業の意義、必要性についての理解を深めるため、地域防災総合事務所・

地域活性化局と連携し、市町の防災担当職員への説明会を地域単位で８回開催。また、取組におけ

る防災人材の活用を図るため、みえ防災コーディネーターや三重のさきもりへの研修を実施し、協

力体制を構築するとともに、取組が始まった地域への実地支援を展開 

③市町が主体的に取り組む防災・減災対策への支援については、地域減災対策推進事業（地域減災力

強化推進補助金）に、新たに災害時要援護者避難対策を設け、市町における災害時要援護者の個別

避難計画の作成促進を図るとともに、災害時要援護者の避難対策用資機材として、けん引式車いす

補助装置、ライフジャケットの整備を対象として追加。また、風水害対策として、新たに洪水・土

砂災害避難対策を設け、洪水・土砂災害ハザードマップの作成や防災倉庫の整備を対象とするなど、

市町の対策を促進（３月末実績：28市町、136事業、補助金交付額 250,157千円） 

④防災啓発については、地域や住民が主体となった取組の紹介を中心に啓発番組（レッツ！防災）を

放送（３月末実績：40 本制作・放送）。防災シンポジウムについては、地域に根ざした内容となる

よう市町等と連携し、志摩市、多気町において開催 

⑤個人備蓄の推進を図るため、災害用物資「白い小箱」を活用した防災啓発活動（白い小箱運動）を

展開（３月末実績：18か所） 

【実践取組２ 地震による建物被害軽減に向けた課題解決】 

①木造住宅の耐震診断や補強工事等に対する補助を実施。耐震化を促進するため、市町と連携して未

耐震の住宅所有者への住宅訪問、診断を終えた方を対象とした耐震補強相談会を実施 

②耐震改修促進法の改正に伴い、不特定多数が利用する大規模建築物等（ホテル、旅館等）の耐震化

を促進するため、耐震診断及び耐震改修の補助制度を創設 

③解体工事(５棟)の実施により、県立学校施設の耐震化が完了（99.4％から 100％に向上）  

④平成 24 年度に実施した専門家による非構造部材 *の点検結果を受けて、県立学校 74 校のうち改善

が必要な 71 校について、非構造部材の耐震対策が平成 27 年度までに完了するよう計画を策定し、

計画に基づいて取り組んだ結果、平成 25年度に７校が完了 

⑤私立学校では、５棟の耐震補強（改築）工事を実施 

⑥災害拠点病院等２病院において耐震化工事を促進 

⑦社会福祉施設については、特別養護老人ホーム１か所の耐震改修と保育所６か所の耐震診断に要す

る費用に対して助成するとともに、障害者入所施設の耐震化等を促進（耐震化１か所、高台移転１

か所） 

【実践取組３ 災害対応力強化に向けた課題解決】 

①新たな防災・減災対策に取り組んでいくため、三重県防災会議の開催や専門部会の運営を行うとと

もに、地震・津波対策については、「三重県地震被害想定調査」を実施し、「三重県地域防災計画（地

震・津波対策編）」を見直し、「三重県新地震・津波対策行動計画」を策定。風水害対策については、

「三重県地域防災計画（風水害等対策編）」等の見直しに向けた基礎調査を実施（三重県防災会議

及び石油コンビナート等防災本部員会議を２回開催。防災会議専門部会として、防災･減災対策検

討会議を２回開催、被害想定調査委員会を２回開催。７月 22 日～８月９日に防災対策部長等によ

る市町長訪問を実施） 

②南海トラフ地震対策特別措置法の早期成立と地方の実情をふまえた防災・減災対策への支援の充実

を働きかけるため、「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める９県知事会議（以

下、「９県知事会議」）」において提言活動(４回)を実施 

③コンビナートの防災対策については、「三重県石油コンビナート等防災計画」の見直しに向けて、

石油コンビナート防災アセスメント調査を実施 



④災害対応力の充実・強化を図るため、実動訓練（９月１日）において、救出・救助機関や医療機関

との連携強化を図るとともに、図上訓練（７月 18 日、２月７日）を通じて災害対策体制を検証。

伊賀広域防災拠点活動訓練（５月 26 日）により災害時の後方支援活動を検証。また、県と市町の

災害時の広域支援体制の構築を図るため、派遣チームの編成を行い、台風接近時(９月 15 日、10

月 25 日)に市町へ派遣。さらに物資支援体制と広域避難体制についての検討に着手（連携会議７月

４日、１月 29日、代表者会議８月７日、11 月 19日、12月 26日） 

⑤災害発生時に迅速で的確な応急復旧活動を実施するため、民間団体等との締結済の協定や覚書に基

づく連絡体制等を年度更新するとともに、新たな協定締結について協議 

⑥県全域の災害時医療活動を統括し調整する本部災害医療コーディネーター、地域における災害時医

療活動を調整する地域災害医療コーディネーターを設置し、研修会を開催（本部災害医療コーディ

ネーター５名、地域災害医療コーディネーター33 名、災害医療コーディネーター研修会３回） 

⑦ＤＭＡＴ*（災害派遣医療チーム）隊員を対象とした訓練や研修への参加（広域医療搬送訓練１回、

技能維持研修 13名、ロジスティック研修８名、統括ＤＭＡＴ研修４名） 

⑧訓練を通じて三重県災害医療対応マニュアルの実効性を確認（災害対策本部図上訓練２回、エマル

ゴ訓練１回、広域医療搬送訓練１回） 

⑨地域の実情に即した災害医療体制の整備について検討・協議、情報交換等を行う地域災害医療対策

会議を県内９地域で開催 

⑩災害拠点病院を新たに１病院指定、災害拠点病院を補完する災害医療支援病院を８病院指定 

⑪三重県地域医療再生計画を策定し、災害拠点病院の設備整備等を支援 

⑫災害時に人員や物資などの交通（輸送）が確保されるよう、緊急輸送道路 ＊に指定されている県管

理道路の整備を推進 

⑬大規模災害発生時に孤立が懸念される熊野灘沿岸地域において道路啓開を迅速に展開できる態勢

の整備を推進。道路啓開基地の整備及び道路構造の強化を推進するとともに、国・市町・建設企業

との連携による訓練を実施 

⑭地域住民の安全・安心のよりどころとして重要な交番・駐在所の防災機能の強化に取り組むため、

平成 24 年度に引き続き、50か所の交番・駐在所に避難誘導用資機材等を整備 

【実践取組４ 自らの命を自ら守るための課題解決】 

①防災に関する専門的な知識、スキルを持つ学校防災のリーダーとなる教職員を養成するため、災害

発生時及び発生後の対応に係る研修会を開催（10 回） 

②学校における体験型防災学習や地域と連携した防災の取組を広めるため、引き続き、防災マップづ

くりや地域住民等との合同避難訓練、防災学習等を行う学校に対する支援を実施 

③児童生徒や教職員が、自分の命を自分で守れるよう、全ての公立小中学校及び県立学校において、

「防災ノート」を活用した学習の実施を促進 

④生徒の防災意識を高めるため、「子ども防災サミットｉｎみえ」での交流を継続し、三重県の中学

生が宮城県を訪問し、被災地での防災学習を実施（８月） 

⑤小中学校の防災機能を強化するため、平成 24 年度からの２か年事業として、市町が実施する非常

用発電機、投光器、簡易トイレ、トイレ処理剤の整備等を支援（平成 25 年度はライフジャケット

の配備を補助対象に追加） 

⑥津波による浸水が予想され、想定される最大級の津波から避難するのに時間的な余裕が少ない高等

学校及び避難に配慮が必要な児童生徒が在籍する特別支援学校にライフジャケットを配備（５校）

するとともに、災害時の非常連絡手段としてすべての県立学校に衛星携帯電話を配備 

⑦地域防災力向上のための人材育成については、男女共同参画の視点に配慮した防災・減災対策の推



進や災害時要援護者を支援する体制整備を進めるため、特に女性を中心とした防災人材の育成を実

施。また、県が育成する「みえ防災コーディネーター」、三重大学が育成する「三重のさきもり」

など、地域や企業における防災の担い手となる人材の育成・活用を推進（３月末実績：みえ防災コ

ーディネーター（女性）は、53 名を認定。女性を中心とした専門職防災研修は、59 名が修了。） 

⑧企業の防災力を高めるため、地域別企業研修を開催するとともに、「みえ企業等防災ネットワーク」

において地域と企業の連携を検討する分科会を設置し取組を展開 

【実践取組５ 自然災害に備える基盤施設の整備に向けた課題解決】 

①地震・津波による被害が懸念されるため、河川堤防、海岸堤防について、空洞やひび割れのある脆

弱箇所の計画的な補強や耐震対策を推進。また、津波浸水予測区域内にある急傾斜地崩壊危険箇所

については、引き続き、避難地・避難路を保全するため急傾斜地崩壊防止施設の整備を推進 

②風水害対策として、河川堆積土砂を撤去することにより、河川の流下能力を回復し、洪水被害の防

止、軽減を図るとともに、撤去箇所の優先度や実施方法の考え方を検討し、当該年度の実施箇所や

今後２年間の実施候補箇所を市町と情報共有する仕組みを３建設事務所で試行。また、土砂災害危

険箇所内に立地する災害時要援護者関連施設については、引き続き、土砂災害防止施設による保全

を推進 

③津波被害が想定される沿岸地域において治山事業等で施工した避難路の安全な通行の確保などを

図るための改修等を実施。また、農村地域における災害時の避難路を確保するため、農道の整備を

進めるほか、津波や高潮による漁港及び背後集落の被害軽減を図るため、防波堤など漁港施設の整

備、農地海岸及び漁港海岸の堤防整備を実施 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

【実践取組１ 「逃げる」ための課題解決】 

①「津波避難に関する三重県モデル」の水平展開について、地域防災総合事務所・地域活性化局と連

携し、実践的なワークショップなど地域の取組への実地支援や財政支援を行った結果、熊野市有馬

町の３地区で平成 24 年度に引き続き取り組まれたほか、新たに津市や明和町、南伊勢町などでも

「Ｍｙまっぷラン」を活用した取組が始まるなど、合わせて６市町 17地区で取組が行われました。

また、市町独自の手法による津波避難計画作成の取組も、４市町 27地区で行われました。 

②「避難所運営マニュアル」についても、実地支援や財政支援を行った結果、津市内の２地区におい

て作成に取り組まれたほか、志摩市や伊賀市でも取り組まれるなど、合わせて７市町 15 地区で取

組が行われました。 

③この２つの取組が、市町や地域において広く展開されるために重要なことは、取組の主体は地域と

住民であるということであり、避難対策を推進するため、あらゆる機会を通じて「自ら考え、自ら

作成し、自ら行動する」ことの必要性など、取組の意義をより一層、市町や地域に対し説明してい

く必要があります。 

④地域減災力強化推進補助金については、津波避難施設や津波避難路整備、災害時要援護者避難対策

事業など、28市町の 136事業に対して 250,157千円（３月末実績）を補助し、県内各市町の防災・

減災対策の推進に活用されましたが、今後、補助制度の見直しに向け、市町の防災・減災対策の進

捗状況について、検証を行っていく必要があります。 

【実践取組２ 地震による建物被害軽減に向けた課題解決】 

①木造住宅に対する耐震補強工事への補助の申込戸数は過去２番目の実績となりましたが、さらなる

耐震化を進めるためには、耐震診断を終えた方が補強工事を実施するよう、直接促していく取組が

必要です。 

②不特定多数が利用する大規模建築物等（ホテル、旅館等）の耐震化を促進するために、補助制度を



確実に周知し、耐震診断及び耐震改修の支援を行う必要があります。 

③県立学校施設の非構造部材の耐震対策について、外壁改修等の工事は計画どおりに完了し、テレ

ビ・収納棚の固定等は全体計画に基づき対策を実施した結果、平成 24 年度の点検時に指摘された

2,540 件のうち、49.1％にあたる 1,248 件は対策済みとなり、一定の対策が進みました。平成 27

年度の完了を目指して、指摘箇所の耐震対策を進めるとともに、平成 25 年８月に文部科学省から

「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」が示されたことをふまえ、学校における屋

内運動場等の天井落下防止のための点検・耐震対策に計画的に取り組んでいく必要があります。 

④私立学校については、５棟の耐震補強（改築）工事により耐震化が促進されました。引き続き、未

耐震化の校舎等を有する学校法人に対しては、それらの耐震化を促すとともに、耐震化に取り組む学

校法人への支援を行う必要があります。 

⑤災害拠点病院等２病院で耐震化工事を実施しています。今後、この２病院について、計画どおり工

事が進むよう進捗状況を確認していく必要があります。また、未耐震の災害拠点病院等について、

耐震化を働きかけていく必要があります。 

⑥避難所指定を受けている特別養護老人ホーム１施設に対して耐震化の支援を行い、入所施設の耐震

化を進めました。耐震診断の結果、耐震工事が必要な養護老人ホーム１施設の耐震化の支援を行う

必要があります。また、障がい者関係施設については、平成 25年度に着手した耐震化整備により、

県内入所施設の耐震化は完了する予定です。児童福祉施設については、耐震診断の結果、４施設に

耐震補強の必要性があることが判明しました。 

【実践取組３ 災害対応力強化に向けた課題解決】 

①「三重県地震被害想定調査」については、平成 26年３月 18日に調査結果を公表しました。今後は、

この成果を活用して本県の地震･津波対策の検証と見直しを進めるとともに、市町や防災関係機関

において、この調査結果が有効に生かされるよう、調査結果のさらなる周知を図っていく必要があ

ります。 

②「三重県地域防災計画（地震・津波対策編）」については、関係機関や各部局との調整を終え、平

成 26 年３月 24日の三重県防災会議において承認を得て修正内容を公表しました。法改正や県計画

の修正等を受け、平成 26年度以降は、各市町の地域防災計画の大幅な修正が進められることから、

的確に修正が行われるよう、地域防災総合事務所・地域活性化局と連携し、支援を行っていく必要

があります。 

③「三重県新地震・津波対策行動計画」については、平成 26年３月 18日に計画を公表しました。こ

の計画が県庁内だけでなく、市町、防災関係機関、自主防災組織、県民へと広く周知され、「防災

の日常化」の定着が進むよう、啓発に注力するとともに、計画が着実に実践されるよう、的確な進

捗管理を行う必要があります。また、この計画の中で新たな課題として提起した、観光地における

防災対策、海抜ゼロメートル地帯における防災対策、復興対策などについて、関係部局や市町と連

携し、具体的な対策を講じる必要があります。 

④９県知事会議等での提言活動を重ねた結果、平成 25年 11月に南海トラフ地震対策特別措置法が成

立し、平成 26年３月には、川越町以南の沿岸 16市町が同法に基づく「津波避難対策特別強化地域」

に指定されました。一方で、海抜ゼロメートル地帯を抱え、県の地震被害想定調査でも甚大な浸水

被害が予測されている桑名市と木曽岬町が指定から外れたことから、これら市町が取り組む防災・

減災対策への支援を強化する必要があります。 

⑤今後の風水害対策の検討材料とするための基礎調査を終え、本県における風水害対策の課題と今後

の方向性をとりまとめました。この調査結果をふまえ、局地的大雨や竜巻・豪雪を始め、原子力災

害などへの対策も含め、「三重県地域防災計画（風水害等対策編）」の修正や「三重新風水害対策行

動計画（仮称）」の策定を行っていく必要があります。 

⑥コンビナートの防災対策については、対策の基礎資料とするため、石油コンビナート地区について



防災アセスメント調査を実施し、平常時や地震時の災害発生危険度や影響度等を調査しました。一

方、平成 26 年１月には、三菱マテリアル株式会社四日市工場で多数の死傷者が発生する爆発事故

が発生しており、アセスメント結果に加え、当該事故の検証結果等もふまえた「三重県石油コンビ

ナート等防災計画」の見直しを検討していく必要があります。   

⑦災害対応力の充実・強化に向けては、危機管理地域統括監及び地域防災総合事務所・地域活性化局

を設置し、地方災害対策部に地方統括部を創設するなど新体制での活動を平成 25 年度から実施す

るなど、地方部体制の強化を図りました。また、図上訓練により活動マニュアル及び災害対策本部

体制の検証を行い、実動訓練により救出・救助機関や医療機関との連携強化を図りました。引き続

き災害対応力の強化を進めていく必要があります。 

⑧県と市町の広域的な応援・受援体制の整備については、「県と市町における災害時広域支援体制構

築連携会議」を開催し、市町との協議のもと、災害発生時における物資支援及び広域避難の活動方

針案を作成するとともに、県と市町の災害時の人的広域支援体制として派遣チームを編成し、台風

接近時に実際に市町へ派遣を行いました。今後も引き続き検討を行い、具体的な活動要領の作成を

進めていく必要があります。また、広域避難については、県境を越える調整が必要となることも考

えられることから、三重県、愛知県、岐阜県、名古屋市で構成する「東海三県一市・木曽三川下流

域等における防災対策連絡会議」を設置して、県境を越える広域避難について協議を行っており、

引き続き検討を進める必要があります。 

⑨北勢広域防災拠点の候補地を四日市市と調整を行い決定しました。今後は、早期整備に向けて準備

を進める必要があります。また、災害時の孤立対策活動を保持するため、航空燃料の県南部地域へ

の備蓄を検討する必要があります。 

⑩災害時の効果的な拠点活用のため、既往の計画等に活動拠点や物資拠点等として位置づけられてい

る県内施設について、「県と市町における災害時広域支援体制構築連携会議」において、その配置

と適性の分析を行いました。 

⑪災害対策本部の機能強化に引き続き取り組むとともに、平成 24 年度に原子力災害対策や原子力事

故等発生時の対応について学識経験者からアドバイスをいただく体制を整備したことから、今後、

これらの対策について検討を進めていく必要があります。 

⑫災害医療コーディネーターを設置し災害時対応力の向上を目的とする研修会を開催しました。また、

国が行う技能維持研修等にＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）隊員が参加するとともに、大規模災害

時に重症患者を県域外へ搬送する広域医療搬送訓練を実施しました。今後、災害時において必要と

される医療を迅速かつ的確に提供できる体制を強化するため、他の防災関係者の協力を得ながら災

害医療コーディネーターや医療従事者への研修、訓練等を引き続き実施していく必要があります。 

⑬三重県災害医療対応マニュアルを改訂し、図上訓練、広域医療搬送訓練を通じて実効性を確認しま

した。今後も引き続き、各種訓練を通じて実効性を確認し更新していく必要があります。 

⑭地域災害医療対策会議を開催し、保健所、市町、災害医療コーディネーター、医師会、歯科医師会、

薬剤師会、災害拠点病院等の医療関係者、警察、消防等の関係者が地域の災害医療体制の整備につ

いて検討・協議、情報交換を行いました。今後、地域災害医療対策会議を引き続き開催することに

より、関係機関の連携強化を図る必要があります。 

⑮災害拠点病院を新たに１病院指定しました。また、大規模災害等により災害拠点病院が機能不全に

陥った場合などに対応できる体制を整えるため、災害拠点病院を補完する病院として新たに災害医

療支援病院を８病院指定しました。今後、災害拠点病院と災害医療支援病院が連携した訓練を実施

するなどにより、災害時の医療提供体制を強化する必要があります。 

⑯災害医療体制の整備、災害拠点病院の体制整備等に取り組むことを内容とする地域医療再生計画を



策定し、地域医療再生基金により支援しました。 

⑰緊急輸送道路に指定されている県管理道路について、重点的かつ効率的に整備を進めました。引き

続き、大規模災害から県民の皆さんの命と暮らしを守るため、整備を進めていく必要があります。 

⑱大規模災害発生時に孤立が懸念されている熊野灘沿岸地域において、必要な資材を備蓄する道路啓

開基地の整備及びリダンダンシーの確保が困難な箇所の道路構造の強化に取り組みました。引き続

き、道路啓開基地の整備及び道路構造の強化を進めていくほか、道路啓開マップを活用した国・市

町・建設企業との連携による訓練を実施していく必要があります。 

⑲交番・駐在所 50 箇所に避難誘導資機材等を整備して防災機能の強化を図りました。今後とも、引

き続き避難誘導資機材等の整備を進めていくほか、大規模な地震に備えるための施設そのものの整

備も進める必要があります。 

【実践取組４ 自らの命を自ら守るための課題解決】 

①すべての公立小中学校及び県立学校において防災ノートを活用した学習が実施されるよう取り組

んだ結果、平成 25 年度は全校で防災ノートを活用した学習が実施されました。また、学校現場の

意見をふまえ、発達段階に応じてより学習効果を高められる防災ノートとなるようこれまでの３種

類から見直しを行い、小学校低学年版・小学校高学年版・中学生版・高校生版の４種類に改訂し、

小・中・県立学校の新入生及び新小学４年生に配布することとしました。加えて外国語版について

も、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、ビザイヤ語を作成することとしました。今

後は、防災ノートを活用した防災教育のより一層の充実が図られるよう取り組む必要があります。 

②教職員を対象とした研修については、初任者・５年・10 年・新任管理職の階層別研修に防災教育

の内容を盛り込んで実施したほか、平成 24 年度に受講できなかった者も含め、学校防災リーダー

養成研修を実施しました。これまでに各学校に少なくとも１名の学校防災リーダー養成に取り組ん

できましたが、今後は、リーダーのスキルを引き続き向上させていく必要があります。 

③地域と連携した防災学習が 232校、防災に関する訓練が 338 校で実施されました。防災学習の支援

の要望が増えていることから、引き続き学校における取組を支援していく必要があります。また、

小中学校に比べて県立学校での取組が進んでいないことから、市町や消防機関等の、地域と連携し

た取組について、県立学校の取組をさらに進める必要があります。 

④県内５市町９校の中学生 23名、教職員などあわせて 38名が宮城県を訪問し、宮城県内の３中学校

と一緒に実施したフィールドワークや仮設住宅の訪問等を通して、宮城県の中学生や被災者と交流

を深め、現地を目で見て肌で感じる防災学習に取り組みました。（８月５日～９日）今後は、交流

を通じて培った取組を、防災教育・防災対策につなげていく必要があります。 

⑤学校防災機能強化事業については、平成 24・25 年の２カ年で事業を終了しましたが、多くの小中

学校が地域住民の避難所に指定されていることを鑑み、今後は、国の補助制度の活用を促すほか、

防災教育や防災訓練などソフト面での支援を行うことなどにより、学校の災害への備えを支援して

いきます。 

⑥児童生徒や教職員の防災意識のさらなる向上を図るとともに、避難行動等の取組を継続的に見直し

ていく必要があります。 

⑦防災人材の育成について内容を充実しました。具体的には、みえ防災コーディネーターの養成につ

いて、女性視点での活動が活発となるよう女性に限定して養成を行い、新たに 53名を認定しまし

た。女性を中心とした専門職防災研修については、59 名の修了者による職種間での交流の動きが

始まりました。このほか、女性を中心とした自主防災組織リーダー研修を３地区で延べ６回開催す

るとともに、みえ防災コーディネータースキルアップ研修を３地区で３回開催しました。 

⑧地域における防災活動を効果的に進めていくためには、防災に関する専門的な知識を持った人材や、



災害時に地域で率先して行動することができる人材を養成する必要があります。また、これまで育

成してきた防災人材を核として、地域の人々の防災意識を高め、防災行動へと結びつけていくこと

が必要です。このため、県と三重大学が共同で防災人材の育成と活用、新たな人材資源の発掘、防

災人材の連携と交流など、防災に関するさまざまなリソースを活用して新たな取組を展開していく

ための枠組みとして、平成 26年４月１日に「みえ防災・減災センター」を設立し、４月 18日に開

所式を行ったところです。 

⑨防災啓発については、地域や住民が主体となった取組の紹介を中心に啓発番組（レッツ！防災）を

40 本制作し放送しました。また、11月５日の「津波防災の日」に合わせ、11月４日に志摩市で「女

性の視点に立った防災・減災対策」をテーマにシンポジウムを開催するとともに、12月７日の「み

え地震対策の日」に合わせ、12 月８日に多気町で「円滑な避難所運営」をテーマにフォーラムを

開催しました。 

⑩企業防災力の向上については、「みえ企業等防災ネットワーク」において、事業者等の防災リーダ

ー育成講座を、県内５地区で５回開催するとともに、ＢＣＰ（業務継続計画）*の策定促進や、地

域と企業の連携について、先進的な取組事例の共有を図るなど、具体的な取組開始に向けた検討を

行いました。 

【実践取組５ 自然災害に備える基盤施設の整備に向けた課題解決】 

①地震・津波に対して壊れにくい構造とするため、河川堤防については、津波浸水予測区域内の脆弱

箇所 183箇所で対策を進める計画のもと、25箇所で補強対策を進めました。海岸堤防については、

脆弱箇所 200箇所で対策を進める計画のもと、150箇所で補強対策を進めました。引き続き、計画

的に補強対策を進めるとともに、河川改修や海岸高潮対策等に合わせた耐震対策を推進することが

必要です。また、津波浸水予測区域内にある急傾斜地崩壊危険箇所については、避難地、避難路を

保全するため、急傾斜地崩壊防止施設の整備を進めました。引き続き、市町及び住民との調整を図

り、対策を進めることが必要です。 

②河川堆積土砂撤去については、撤去箇所の優先度や実施方法の考え方をもとに市町の意見をふまえ

選定した、当該年度の実施箇所や今後２年間の実施箇所等を市町と共有する仕組みを３建設事務所

で試行しました。なお、土砂撤去が必要な河川が多く残っていることから、継続した事業実施が必

要です。また、土砂災害危険箇所内に立地する災害時要援護者関連施設を保全するため、砂防施設

の整備を進めました。引き続き、市町及び住民との調整を図り、対策を進めることが必要です。 

③農山漁村地域における避難路の整備については、５箇所の整備を進めたほか、４地区で農道の整

備を進め、４地区全てについて全線供用を開始しました。また、漁港施設については５地区で防

波堤の改修等を、漁港海岸については７地区で堤防の改修等をそれぞれ進め、漁港海岸２地区で

整備を完了しました。農地海岸については、熊野灘沿岸の２地区で堤防整備に向けた調査設計を

実施しました。 

④引き続き、緊急性が高く早期に効果が発現できる基盤施設の整備について、計画的に事業を進め

ていく必要があります。 

 
平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

【実践取組１ 「逃げる」ための課題解決】 

①「津波避難に関する三重県モデル」や「三重県避難所運営マニュアル策定指針」の取組が、市町や

地域において広く展開されるよう、引き続き、地域防災総合事務所・地域活性化局と連携して取り

組むとともに、「みえ防災・減災センター」と連携し、みえ防災コーディネーターや三重のさきも

り等の防災人材の積極的な活用を行いながら、県内各地域への水平展開を図ります。                



②市町が主体的に取り組む防災・減災対策への支援については、地域減災対策推進事業（地域減災力

強化推進補助金）において、「三重県新地震・津波対策行動計画」の着実な推進を図るため、新た

に観光客避難対策推進事業を設けるなどにより、市町の積極的な取組を支援していきます。また、

平成 27 年度に行う、「三重県新地震・津波対策行動計画」の中間評価をふまえた総合的な見直しに

向け、これまでの実績や市町の防災･減災対策事業の進捗状況の検証を行います。 

③防災啓発については、「防災の日常化」をめざし、県民の「防災意識」を高め、「防災行動」へと結

びつけるため、メディアを活用した啓発を行います。また、本年が昭和東南海地震の発生から 70

年の節目の年であることから、「みえ防災・減災センター」や市町と連携し、過去の災害から得た

知見を未来に生かすことをテーマとしたシンポジウムを開催します。 

【実践取組２ 地震による建物被害軽減に向けた課題解決】 

①木造住宅の耐震化については、引き続き耐震化補助を実施します。さらに、耐震診断を終えた方が、

住まいとまちの安全に向けて、それぞれの状況に応じた対策を講じることができるよう、市町と連

携してきめ細かな支援を展開していきます。 

②不特定多数が利用する大規模建築物等（ホテル、旅館等）については、市町と連携して補助制度を

周知し、耐震診断及び耐震対策を支援することにより、耐震化を促進していきます。 

③県立学校の非構造部材の耐震対策については、全体計画に基づき、指摘箇所の耐震対策を進めると

ともに、学校における屋内運動場等の天井落下防止のための点検・耐震対策に計画的に取り組みま

す。 

④未耐震化の校舎等を有する学校法人に対しては、引き続き、それらの耐震化を促すとともに、耐震

化に取り組む学校法人への支援を行います。 

⑤災害拠点病院等の耐震化については、耐震化工事を実施している病院のうち平成 26 年度に工事が

完了する予定の病院について、進捗状況を確認のうえ、計画どおりに工事が完了するよう働きかけ

ていきます。また、未耐震の災害拠点病院等について、耐震化に関する補助制度の周知など情報提

供に努めます。 

⑥高齢者関係施設については、避難所指定を受けた養護老人ホーム１施設の耐震改修の取組を支援し

ます。また、耐震診断の必要な児童福祉施設等の取組を引き続き促進します。 

【実践取組３ 災害対応力強化に向けた課題解決】 

①地震・津波対策については、「三重県地震被害想定調査」の結果が、県民、事業者、地域、関係機

関が自ら取り組む防災・減災対策に生かしていくための基礎的な情報として正しく理解され、効果

的に活用されるよう、ホームページで公開するほか、調査結果を関係機関との会議、関係団体や自

主防災組織等への研修、出前トークなどの機会を通じて伝達するとともに、「三重県地域防災計画

（地震・津波対策編）」、「三重県新地震・津波対策行動計画」についても広く周知を図り、「公助」

を担う行政や防災関係機関だけでなく、「共助」や「自助」の取組を実践する地域や県民の力も結

集して、これら計画の着実な実践に取り組んでいきます。また、市町が取り組む地域防災計画の修

正について、的確な修正がなされるよう、地域防災総合事務所・地域活性化局と連携して支援しま

す。 

②被害想定調査の結果、深刻な課題が浮き彫りとなった、県北部の海抜ゼロメートル地帯への防災・

減災対策について、「県北部海抜ゼロメートル地帯対策協議会」を立ち上げ、県と関係市町等が対

策を検討するとともに、ここで検討された対策について、地域減災力強化推進補助金に新たな支援

メニューを設けるなどの支援を行うほか、国への財政支援等を要望していきます。また、新たな課

題である復興対策について、「三重県復興指針（仮称）」の策定に向けた検討に着手します。 

③風水害対策については、平成 25年度にとりまとめた基礎調査結果などをふまえ、局地的大雨や竜



巻・豪雪を始め、原子力災害などへの対策も含めた、「三重県地域防災計画（風水害等対策編）」の

修正及び「三重県新風水害対策行動計画（仮称）」の策定を進めます。また、原子力災害対策につ

いては、「三重県原子力災害対策アドバイザー」からの助言も得ながら、取り組んでいきます。 

④コンビナートの防災対策については、実施した防災アセスメント調査の結果や三菱マテリアル株式

会社四日市工場で発生した爆発事故の検証結果もふまえ、「三重県石油コンビナート等防災計画」

の見直しを行います。また、同調査結果を、コンビナート事業者の防災対策の見直しに反映するよ

う働きかけを行っていきます。 

⑤災害対応力の充実・強化に向け、図上訓練において、引き続き、平成 25 年度に作成した災害対策

本部総括部隊の活動マニュアルの検証・見直しを進め、災害対応力の着実な向上を図ります。また、

実動訓練においては、住民参加、連携強化に加え、地域の課題や特性をふまえた、より実践的な防

災訓練を実施していきます。  

⑥県と市町の広域的な応援・受援体制の整備については、平成 25 年度に作成した物資支援体制及び

広域避難体制についての活動方針案並びに平成 25 年度末にまとめた地震被害想定調査結果に基づ

いて、「県と市町における災害時広域支援体制構築連携会議」において、物資支援体制及び広域避

難体制についての活動要領作成に向け、市町と協議を進めます。特に広域避難体制については、「県

北部海抜ゼロメートル地帯対策協議会」での議論をふまえて検討を進めるとともに、「東海三県一

市・木曽三川下流域等における防災対策連絡会議」において、県境を越える広域避難についても、

引き続き検討を進めます。あわせて、人的支援体制については、派遣チームの研修を行い、台風襲

来時など必要な時に派遣できる態勢を整備していきます。 

⑦北勢広域防災拠点の早期整備に向け、必要な測量・調査・設計を実施するとともに、関係機関との

調整を行います。また、既存の広域防災拠点の機能強化に向けて、災害時に利用する県内施設の配

置と適性を分析した結果をもとに、広域防災拠点と周辺施設の連携の可能性について検討します。

さらに、災害時の孤立対策活動を確保するため、航空燃料の県南部地域への備蓄について検討しま

す。 

⑧関係機関との連携を図りながら、災害医療コーディネーターや医療従事者に対して災害医療に関す

る訓練や研修等を実施します。また、訓練の実施を通じて三重県災害医療対応マニュアルの実効性

の確認を行い、必要に応じて内容の更新を行います。 

⑨各地域において地域災害医療対策会議を開催し、地域の災害医療体制の整備に取り組むとともに、

関係機関の連携強化を図ります。 

⑩各種訓練を通じて、災害拠点病院と災害医療支援病院の連携体制の強化を図ります。 

⑪引き続き、緊急輸送道路の重点的かつ効率的な整備を進めるとともに、道路啓開を迅速に展開でき

る態勢整備として、道路啓開基地の整備、道路構造の強化を進めます。 

⑫交番・駐在所に避難誘導資機材等を整備するとともに、大規模な地震の発生をふまえた施設面の整

備を計画的に進めることによる機能強化をめざします。 

【実践取組４ 自らの命を自ら守るための課題解決】 

①防災ノートについては、改訂版の配布を行うとともに、ノートを活用した学習がより効果的に実施

されるよう、指導者用の教材について充実を図っていきます。 

②「みえ防災・減災センター」と連携して、これまで養成してきた学校防災リーダーのスキルアップ

を図ります。 

③学校における防災学習の支援について要望件数が増えていることや、津波浸水予測地域に立地して

いる学校への支援が引き続き必要なことから、防災の専門家を配置し、市町教育委員会等と連携し

て学校における防災教育の推進を支援していきます。また、県立学校における市町や消防機関等の、



地域と連携した取組がさらに進むよう支援を行います。 

④東日本大震災の記憶の風化防止を図り、その教訓を活かしていくため、宮城県の中学生との交流を

通じて培った取組を、普及・啓発することにより、県内の防災教育・防災対策につなげていきます。 

⑤児童生徒や教職員の防災意識の向上、避難行動等の取組の見直しを図るための調査を実施し、改善

につなげていきます。 

⑥「Ｍｙまっぷラン」と「防災ノート」の連携については、その仕組みとして、「みえ防災・減災セ

ンター」において協議の場を設けるなどの検討を行っていきます。 

⑦「みえ防災・減災センター」では、県内外の活用できる「リソース」を集結し、有効活用すること

で、「シンクタンク機能」を持ちながら地域の防災・減災対策を実践していきます。具体的には、

地域・企業支援の分野では、相談窓口を設置し、地域や企業における防災関係の取組を支援すると

ともに、「みえ企業等防災ネットワーク」と連携して引き続きＢＣＰ（業務継続計画）の策定促進

や地域防災における企業の役割等について検討を進めます。また、地震・津波観測システム（ＤＯ

ＮＥＴ）研究会を設置し、その利活用に向けた検討を行います。調査・研究の分野では、災害時要

援護者の避難支援用具の開発や、県内に存在する津波痕跡の調査を行うなど、県内全体の減災効果

が見込める内容の調査研究に取り組みます。情報収集・発信の分野では、県内の被災情報のアーカ

イブ化への取組を始めるとともに、各種防災情報や資料の収集、活用、発信を行います。啓発の分

野では、昭和東南海地震や伊勢湾台風をテーマとしたシンポジウムなどを開催し、県民に防災につ

いて考える機会を提供するとともに、収集した資料等を、博物館や図書館の企画展等での啓発に活

用します。 

【実践取組５ 自然災害に備える基盤施設の整備に向けた課題解決】 

①地震・津波による被害が懸念されるため、河川堤防や海岸堤防については、空洞やひび割れのある

脆弱箇所の計画的な補強や耐震対策を進めます。特に海岸堤防において緊急に補強が必要な脆弱箇

所(200 箇所)については、対策を重点的に実施し、「みえ県民力ビジョン・行動計画」の目標より

１年早い平成 26年度に完了できるよう取り組むとともに、津波対策についても検討を進めます。 

河口部の大型水門等については、耐震対策に着手します。さらに、津波浸水予測区域内にある急傾

斜地崩壊危険箇所については、引き続き、関係市町との連携を図り、避難地・避難路を保全する急

傾斜地崩壊防止施設の整備を進めます。 

②河川堆積土砂については、風水害の発生時に被害を拡大させる恐れがあることから、当該年度の実

施箇所や今後２年間の実施候補箇所を市町と共有しながら、土砂の撤去を進めます。また、土砂災

害危険箇所内に立地する災害時要援護者関連施設の保全については、引き続き、関係市町との連携

を図り、砂防施設の整備を進めます。 

③異常気象や地震・津波に備えるため、引き続き、漁港施設の防波堤や漁港海岸の堤防の改修等を実

施するとともに、農地海岸の堤防整備に着手します。 

 



緊急課題解決２  

 
 
 

【主担当部局：県土整備部】 

プロジェクトの目標 

  社会基盤である幹線道路等の整備を進めることにより、大規模地震や異常気象による集中豪雨等の

自然災害の脅威に対して地域の安全・安心を支えるとともに、北・中部地域の産業、南部地域の観光

など地域の今ある力を生かした新しい三重づくりが進んでいます。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ａ 

(進んだ) 
判断理由 

幹線道路等の整備を進めたことにより、地域の安

全・安心が高まるとともに、地域間の交流・連携が

進みました。なお、平成 25 年度供用開始目標として

いた道路について、平成 26 年５月までに全て供用開

始したことなどから「進んだ」と判断しました。 

   

  

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

命 と 地 域 を 支
え る 道 の 供 用
延長 

 86.8km 129.7km 
0.99 

141.7km 147.8km 

74.6km 86.8km 128.0km   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県内の高規格幹線道路 *や主要な直轄国道、地域高規格道路 *、アクセス道路の供用延長 

26 年度目標 
値の考え方 

北勢バイパス、中勢バイパス、国道 260 号錦峠、県道神戸長沢線等を新規供用することをめ
ざし、目標値を設定しました。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「命を支え
る道づくりに向
けた課題」を解
決するために 

命を支える道の
供用延長 

 55.5km 86.8km 

1.00 
88.6km 88.6km 

43.3km 55.5km 87.3km   

２ 「地域を支
える道づくりに
向けた課題」を
解決するために 

地域を支える道
の供用延長 

 31.3km 42.9km 

0.95 
53.1km 59.2km 

31.3km 31.3km 40.7km   

 

 

 

 

   

       

     

 

   

       

     

命と地域を支える道づくりプロジェクト 

 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 19,618 17,288 17,559  

 
平成 25 年度の取組概要 

①災害時の復旧・復興を担うとともに、式年遷宮を契機とした県内外との交流・連携の促進に向け、

平成 25 年度の供用開始予定となっていた紀勢自動車道、熊野尾鷲道路、紀宝バイパス、第二伊勢道

路や四日市湯の山道路の整備を進めるとともに、これらに合わせて供用するアクセス道路等の整備

を推進。また、交通需要への対応と交通渋滞の解消および、災害時の緊急輸送や代替ルートの確保

に向け、新名神高速道路、東海環状自動車道、北勢バイパスや中勢バイパス等の整備促進を図ると

ともに、これらと合わせ幹線道路を形成する県管理道路の整備、桑名東部拡幅の伊勢大橋架け替え

関連の工事着手に向けた取組などを推進 

②地域の理解・協力のもと、関係機関と連携・協力を図り、北勢バイパスの未事業化区間の早期事業

化に向けた取組や、地域高規格道路の都市計画決定や事業化に向けた調査・検討など、新たな道路

網の構築に向けた取組や検討を推進 

③紀伊半島のミッシングリンク ＊の解消を目指し、市町や地域住民をはじめ関係者と一体となって熊

野市大泊町以南の未事業化区間の早期事業化に向けた取組を推進 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①紀宝バイパスについては、全長 4.5km のうち未供用区間であった約 1.6km が平成 25 年６月 16 日に

供用開始したことにより、全線供用しました。第二伊勢道路約 7.6km については、式年遷宮までの

供用開始を目標に整備を進め、平成 25 年９月 14 日に供用開始しました。熊野尾鷲道路の三木里Ｉ

Ｃから熊野大泊ＩＣ間の約 13.6kmおよびそのアクセス道路の県道賀田港中山線、県道新鹿佐渡線が

平成 25 年９月 29日に供用開始し、尾鷲南ＩＣから熊野大泊ＩＣ間約 18.6km全線供用しました。中

勢バイパスについては、平成 26年度供用開始目標としていた鈴鹿（稲生）工区（鈴鹿市野町～稲生

町）の約 1.8km が平成 26 年３月 23 日に供用開始しました。紀勢自動車道については、国および中

日本高速道路(株)にて整備を進め、最終区間となった紀伊長島ＩＣから海山ＩＣ間の約 15.1kmが平

成 26 年３月 30 日に供用開始し、勢和多気ＪＣＴから尾鷲北ＩＣ間の約 55.3km 全線供用しました。

これらの供用開始により地域相互間の交流・連携が促進されるとともに、救急医療活動の支援や、

大規模災害時などの代替ルートが確保されるなど、地域の安全・安心が高まりました。 

新名神高速道路については、四日市ＪＣＴから四日市北ＪＣＴ間は平成 27年度供用開始目標に向け

順調に工事が進捗しており、また、四日市北ＪＣＴから亀山西ＪＣＴ間は平成 30年度の全線供用開

始に向けトンネル工事に本格的に着手しました。東海環状自動車道については、四日市北ＪＣＴか

ら東員ＩＣ間は平成 27年度供用開始目標に向け順調に工事が進捗しており、また、東員ＩＣから北

勢ＩＣ間は平成 32年度の全線供用開始に向け工事に本格的に着手するとともに、北勢ＩＣから岐阜

県境までの用地取得を開始し、平成 26年度からは国等と連携して県も用地取得を行うこととしまし

た。桑名東部拡幅については、伊勢大橋架け替え関連の工事に着手し、四日市湯の山道路の高角Ｉ

Ｃから県道四日市菰野大安線（通称：ミルクロード）間約 4.4km が平成 26 年５月 24 日に供用開始

し、平成 25年度目標値を達成するなど、県内の道路整備は着実に進捗が図られています。なお、東

海環状自動車道（大安ＩＣ～東員ＩＣ）約 6.1km および中勢バイパス（鈴鹿市御薗町～津市河芸町

三行）約 2.9km を平成 30 年度開通予定とすることが、平成 26 年４月に国から新たに公表されまし

た。 

県内の幹線道路網の整備は道半ばにあり、自然災害の脅威は今後一層深刻化することが予測される

 

   

       

     



中、地域の安全・安心を支える幹線道路等の整備が急がれています。また、交通渋滞が頻発してい

る現状に対し、集積する産業や魅力ある観光など地域の今ある力を活かした三重づくりを支える幹

線道路等の整備が求められています。 

②国や関係県・市町等と連携して、災害時などにおける道路の必要性などを訴えるためのシンポジウ

ムの開催などにより、整備機運を盛り上げるとともに、鈴鹿亀山道路の都市計画決定に向けた検討

や、名神名阪連絡道路の事業化に向けた検討を進めました。特に、鈴鹿亀山道路については、「有識

者委員会」や、国・中日本高速道路(株)・県・鈴鹿市・亀山市で構成する「検討会」、県民の皆さん

から直接ご意見を伺うための「100 人協議会」を新たに設置するなど、本格的に調査・検討を進め

ました。引き続き、新たな道路網の構築に向けた取組や検討が必要です。 

③地域と一体となった国などへの粘り強い働きかけにより、熊野市大泊町から新宮市間については、

地域の皆さんの声や学識経験者等の意見を踏まえ、平成 25年４月に概ねのルートが決定されました。

このうち、紀宝町から新宮市間約 2.4kmについては、新宮紀宝道路（熊野川河口大橋（仮称）含む）

として、平成 25年５月に新規事業化され、詳細なルートや構造を決定するための地質調査や測量等

の現地調査に着手しました。さらに、平成 26年度には熊野市大泊町から熊野市久生屋町間の約 6.7km

が熊野道路として新規事業化されるなど、紀伊半島のミッシングリンクの解消に向け前進しました。

今後とも、未事業化区間の早期事業化に向けた取組が必要です。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①大規模災害などから県民の命と暮らしを守り、集積する産業や魅力ある観光など地域を支えるため、

新名神高速道路、東海環状自動車道、北勢バイパス、中勢バイパスや桑名東部拡幅（伊勢大橋）等

の整備促進を図るとともに、これらと一体となった道路ネットワークの形成に向けた県管理道路の

整備を推進します。特に、平成 26 年度の供用開始予定となっている、北勢バイパス(四日市市垂坂

町の市道垂坂１号線～四日市市山之一色町の市道日永八郷線)、中勢バイパス（津市野田の県道家所

阿漕停車場線～津市高茶屋小森町の国道 165 号）、国道 260号錦峠の整備促進を図るとともに、関連

する県管理道路や県道神戸長沢線等の整備を推進します。 

②新たな道路網の構築に向け、北勢バイパスの未事業化区間の早期事業化に向けた取組や鈴鹿亀山道

路をはじめとする地域高規格道路の調査・検討などを進めます。また、平成 33年の国民体育大会開

催に向け、会場へのアクセスを向上させる道路整備や会場周辺における道路環境づくり（歩道整備、

道路標識の設置、舗装修繕等）について、国や市町等と連携し検討を進めます。 

③地域の悲願でもある紀伊半島のミッシングリンク解消に向け、「新たな命の道」として熊野尾鷲道路

（Ⅱ期）および新宮紀宝道路、熊野道路の整備促進を図るとともに、未事業化区間（熊野ＩＣ（仮

称）～紀宝ＩＣ（仮称））の早期事業化に向けた取組を推進します。 

 

 



緊急課題解決３  

 
 

 
 

【主担当部局：健康福祉部医療対策局】 

プロジェクトの目標 

医師の県内医療機関への定着と医師・看護師等の不足・偏在の解消に向けた取組が進んでいます。 

県民一人ひとりの受診行動の見直しや、医療機関の機能分担・機能連携が進むとともに、救急医療

体制の整備が進んでいます。 

がん検診受診率が向上し、早期発見が進むとともに、新たにウイルス性肝炎の治療を受ける人が増

加し、がんによる死亡率が減少しています。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

二次救急病院における勤務医師数にかかる目標を達

成したほか、三重県地域医療支援センターの取組を

中心に医師確保・偏在解消に向けた仕組みづくりが

進捗したことなどから、「ある程度進んだ」と判断し

ました。 

 

 

 

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

二 次 救 急 病 院
に お け る 勤 務
医師数 

 1,322 人 
（23 年度） 

1,344 人 
（24 年度） 

1.00 

1,373 人 
（25 年度） 

1,373 人 
（26 年度） 

1,305 人 
（22 年度） 

1,330 人 
（23 年度） 

1,389 人 
（24 年度）   

が ん 検 診 受 診
率（乳がん、子
宮頸がん、大腸
がん） 

 

乳がん 
24.4％ 

子宮頸がん 
28.8％ 

大腸がん 
24.2％ 

（23 年度） 

乳がん 
28.0％ 

子宮頸がん 
30.9％ 

大腸がん 
27.9％ 

（24 年度） 

乳がん 
0.67 

子宮頸がん 
1.00 

大腸がん 
0.86 

乳がん 
26.9％ 

子宮頸がん 
33.0％ 

大腸がん 
29.5％ 

（25 年度） 

乳がん 
35.0％ 

子宮頸がん 
35.0％ 

大腸がん 
35.0％ 

（26 年度） 

乳がん 
20.8％ 

子宮頸がん 
26.7％ 

大腸がん 
20.5％ 

（22 年度） 

乳がん 
19.8％ 

子宮頸がん 
28.3％ 

大腸がん 
23.4％ 

（23 年度） 

乳がん 
18.8％ 

子宮頸がん 
30.9％ 

大腸がん 
24.0％ 

（24 年度） 

  

 

 

 

 

   

       

     

命と健康を守る医療体制の確保プロジェクト 

 

   

       

     

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

・県内の二次救急病院（33 病院）における勤務医師数 
・乳がん、子宮頸がんおよび大腸がんに係るがん検診受診率 

26 年度目標 
値の考え方 

・平成 25 年度は、医師確保対策等に総合的に取り組んだ結果、平成 27 年度の目標値まで達
成することができました。このため、今後の目標値については、1,373 人を下限として維持
するとともに、さらなる上積みを図っていきます。 
・平成 26 年度の目標値は、平成 25 年度実績値と平成 27 年度目標値の中間値を設定しまし
た。 

 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「医師や看護
師等の不足・偏
在」を解消する
ために 
 
 
 

県内の病院で後
期臨床研修を受
ける医師数 

 180 人 192 人 

1.00 
206 人 217 人 

167 人 181 人 196 人   

県内看護師養成
施設卒業者の県
内就業者数 

 644 人 651 人 
0.98 

658 人 665 人 

574 人 566 人 641 人   

２ 「地域の救急
医 療 体 制 の 課
題」を解決する
ために 

救急医療情報シ
ステムに参加す
る時間外診療可
能医療機関数 

 593 機関 618 機関 

0.99 
643 機関 668 機関 

568 機関 576 機関 610 機関   

３ 「がんに対す
る不安・悩み」
を解消するため
に 

がん診療に携わ
る医師に対する
緩和ケア研修修
了者数（累計） 

 681 人 804 人 

0.84 
916 人 1,050 人 

557 人 673 人 783 人   

 
（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 2,762 2,350 4,702  

 

平成 25 年度の取組概要 

①平成 24年度策定の「三重県保健医療計画（第５次改訂）」に基づき、医療従事者の確保や救急医療

対策、在宅医療対策、がん対策等の取組を推進 

②新たに医師修学資金を 61 名に貸与するなど、今後県内で勤務する若手医師の確保に向けた取組を

推進 

③臨床研修病院の魅力向上に向けて 14 医療機関等に支援を行ったほか、子育て医師等復帰支援とし

て２医療機関を支援するなど、医療機関が行う医師確保に向けた環境づくりの取組を促進 

④地域医療支援センターにおいて、修学資金貸与者等の若手医師の県内定着に向け、県内複数医療機

関をローテーションしながら専門医資格を取得できる後期臨床研修プログラムを 17 診療領域で作

成するとともに、今後の施策に反映するため医師需給状況調査を実施 

⑤地域医療支援センターの後期臨床研修プログラム作成の取組について、厚生労働省主催の情報交換

会において、全国第１位の取組との評価を獲得 

 

   

       

     



⑥医学部卒業生が医師免許取得後に実施が義務づけられている医師臨床研修について、ＭＭＣ卒後臨

床研修センターとの協力のもと、平成 16 年度の制度導入以降過去最大の 101 名が県内医療機関と

マッチング 

⑦看護職員確保対策として、修学資金の貸与（46名）、実習指導者養成講習会(73名)、助産実習施設

への受入支援（７施設）、養成所への運営支援（11施設）を実施 

⑧定着促進対策として、24施設に病院内保育所への運営補助を行うとともに、新人看護職員の研修体

制構築のため、体制整備支援（43施設）、アドバイザー派遣（３施設）、多施設合同研修事業（参加

者延べ 1,225名）、研修責任者研修（参加者 22名）、教育担当者研修（71名）、実地指導者研修（101

名）等を実施したほか、就労環境改善に係る看護管理者への研修を実施（第１回 113名、第２回 60

名） 

⑨「みんなで守ろう！三重の医療」啓発キャンペーン（平成 25 年８月～平成 26 年３月）を実施し、

県、市町が開催するイベント等でのポスター掲示、啓発グッズの配布を実施するとともに、地域医

療を考えるシンポジウムを２回開催（亀山市、伊賀地域） 

⑩救急医療情報システム「医療ネットみえ」を運営し、インターネットや電話等で受診可能な医療機

関の案内を実施（電話案内件数 85,976 件）するとともに、医療機関に対し救急医療情報システム

への参加の働きかけを実施（新規参加医療機関 34件増加） 

⑪子どもの病気、薬、事故に関する電話相談「みえ子ども医療ダイヤル」を準夜帯（19:30～23:30）

において実施 

⑫中勢伊賀地域、伊勢志摩地域をモデル地区として情報通信技術を活用した救急搬送システムである

「ＭＩＥ－ＮＥＴ」＊構築事業を実施 

⑬三重県ドクターヘリの運航支援（出動件数 352 件（うち現場出動 237 件、病院間搬送 115 件）、訓

練（離島１回、高速道１回、広域医療搬送１回、消防連携２回）を実施するとともに、検証会を毎

月開催 

⑭周産期母子医療センター、地域療育支援施設の運営支援、市立四日市病院の総合周産期母子医療セ

ンター指定、伊勢赤十字病院における産科オープンシステムの導入、新生児ドクターカー「すくす

く号」の更新を実施 

⑮二次保健医療圏単位で、地域の在宅医療を核となって進める地域リーダーを養成する研修を実施し、

新たな地域リーダー238 名を養成したほか、在宅医療・介護関係者等の多職種を対象として、県内

各地の取組を共有するための在宅医療事例報告会を開催 

⑯多職種の顔の見える関係づくりや、在宅医療の体制整備に向けた総合的な取組等を行う 11 市町へ

支援を実施 

⑰医師の在宅医療参入を促進するための研修会や、住民の在宅医療に対する理解を深めるための講演

会等を郡市医師会単位で実施 

⑱桑名地域、鈴鹿地域をモデル地域として小児等在宅医療連携拠点事業を実施するとともに、三重大

学医学部附属病院小児トータルケアセンターが実施する小児在宅医療ネットワークの構築、小児在

宅医療に関わる人材育成の取組を支援 

⑲８市町において、創意工夫した個別受診勧奨などがん検診受診率向上の取組を促進するとともに 

がん検診の受診行動の課題を明らかにするため、県民 1,100名を対象にアンケート調査を実施 

⑳がん対策について民間企業５社（信用金庫４社、保険会社１社）と新たに協定を締結し、民間企業

と連携を図り、がん検診受診率向上のための取組を実施 

○21E

A地域がん登録によるがん情報のデータ収集の取組を推進（登録届出件数 16,516 件、延べ登録届出



件数 59,413 件）するとともに、がん登録の精度向上をめざし、がん登録実務研修会を実施（３回

開催、述べ 37名参加） 

A○22E

Aがん患者の治療効果と療養生活の質の向上をめざし、医科歯科連携による口腔ケアの取組を進める

ため、がん診療連携拠点病院等で構成するがん診療連携協議会と三重県歯科医師会、三重県の３者

が協定を締結（６月）するとともに、県民公開講座（530 名参加）や人材育成のための研修（909

名参加）を実施 

A○23E

A緩和ケアの体制を充実させるため、がん診療に携わる医師を対象に、７病院で緩和ケア研修を実              

 施（受講者数 109名 延べ 782名修了） 

A○24E

Aがん患者等に対する支援のため、県がん相談支援センターにおいて、相談、情報提供を実施（相談

件数 638件）するとともに、がん診療連携拠点病院等に設置されているがん相談窓口において、が

ん患者等に対して相談、情報提供を実施（相談件数 12,324件） 

A○25E

Aがん対策の一層の充実を図るため、がん患者とその家族、医療関係者などから多様な意見を聞きな

がら「三重県がん対策推進条例」を制定 

 ○26ウイルス性肝炎の普及啓発と情報提供を行うとともに、ウイルス検査の受診勧奨を行う肝炎コーデ

ィネーター養成講座を開催（193名受講） 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①今後、県内で勤務を開始する医師修学資金貸与者（３月末現在貸与者累計：408名、返還者を除く）

等の段階的な増加が見込まれ、県全体での医師不足の解消に向けた具体的な取組が進む一方で、依

然として地域間、診療科目間の偏在があることから、これらの解消を進める仕組みづくりが急務と

なっています。また、こうした取組と連携し、子育て医師の復帰支援等、医療機関等への支援を充

実する必要があります。 

②就労環境改善に係る看護管理者研修会への参加状況を見ると、各医療機関において看護職員の確保

定着に向けた就労環境改善の取組に対する高い意識がうかがわれます。また、病院内保育所運営補

助の 24 時間対応加算について、８施設（平成 24年度５施設）から交付申請があり、多様な保育ニ

ーズにも対応できる病院内保育所が増加しましたが、さらに施設規模に応じた病院内保育所整備を

進めていく必要があります。就業環境実態調査の分析結果を踏まえ、看護職員の働き続ける意欲を

高めるために、勤務条件の改善に加え、魅力的な職場環境を整える必要があります。なお、昨年度

実施した需給状況調査によると、2035年時点でも需給の差や地域偏在が解消されない見込みである

ことから、対応策を検討していく必要があります。 

③救急搬送に占める軽症者の割合が５割を超えていることから、かかりつけ医を持つことや医療機関

の適正受診などに関して、県民の皆さんの理解と協力が得られるよう、引き続き、普及・啓発に取

り組む必要があります。 

④「医療ネットみえ」に参加する時間外診療可能医療機関は年々増加していますが、県民の皆さんが

休日・夜間等でも安心して受診できるよう、さらに増加させるとともに、インターネットや電話等

により、受診可能医療機関の適切な情報提供を行う必要があります。また、平成 25 年度に参加医

療機関を対象に実施したアンケートを分析し、対応できるところからシステムの改善に取り組んで

いく必要があります。 

⑤「みえ子ども医療ダイヤル」では、小児科医会による電話相談を実施してきましたが、小児科医の

高齢化に伴い実施が困難な状況となっており、今後、新たな事業者により対応する必要があります。

また、従前から要望のある深夜帯への延長について検討する必要があります。 



⑥「ＭＩＥ－ＮＥＴ」のシステムの構築が完了しました。今後、モデル地域において早期に運用を開

始し、導入効果や課題を検証していく必要があります。また、「傷病者の搬送及び受入れの実施に

関する基準」に基づく適正な救急搬送体制を構築するため、各消防本部からの搬送データを調査・

分析、検証していく必要があります。 

⑦ドクターヘリの出動件数が増加しており、救命率の向上や後遺障害の軽減等、救命救急における役

割は増しています。今後、出動件数の増加に伴う重複要請への対応や災害時の応援体制の構築など、

他県との相互応援について連携体制を構築していく必要があります。 

⑧周産期母子医療センターの医療機器の整備により、周産期医療体制を整備しました。今後、安心し

て産み育てる環境づくりを進めるため、周産期母子医療センターの運営を支援するとともに、通常

分娩などのローリスク出産を担う医療機関（診療所等）と中等度以上のリスクの出産を担う医療機

関（周産期母子医療センター等）の機能分担を推進する必要があります。 

⑨在宅医療・介護関係者等の多職種の連携強化等に努める市町がある一方で、連携の取組が進まない

地域もあることから、引き続き、市町の在宅医療体制の基盤づくりを支援していく必要があります。

また、人口 10万人あたりの訪問診療件数が全国平均より少ないことや、小規模で 24時間対応が困

難な訪問看護ステーションが多いことなども課題となっており、医師の在宅医療への参入促進や訪

問看護機能の充実が必要です。 

⑩小児在宅医療については、小児等在宅医療連携拠点事業の実施により、小児在宅医療の課題の整理

を行うとともに、保健、医療、福祉、教育等の庁内の関係部署の連携体制を構築することができま

した。今後、引き続き関係部署が連携して課題解決に取り組んでいく必要があります。また、地域

における関係機関のネットワーク構築や人材育成による体制整備を引き続き支援していく必要が

あります。 

⑪実施したアンケート調査の結果、がん検診未受診の理由（複数回答）として「健康であり必要性を

感じない（51％）」「健康診断を受けているので心配ない（35％）」などの理由が上位を占めました。

アンケート調査結果をふまえ、受診率向上につながる普及啓発が必要です。（なお、がん検診受診

率については、ブラッシュアップ懇話会において、県民指標（75 歳未満の人口 10 万人あたりのが

んによる死亡者数）との整合性等について指摘を受けており、国が示した考え方に基づく年齢区分

（40‐69 歳、子宮頸がんに関しては 20-69 歳）における平成 23 年度のがん検診受診率は、乳がん

38.1％、子宮頚がん 47.4％、大腸がん 29.8％となります。） 

⑫がん検診普及啓発の協定締結を受け、信金４社はがん検診受診者を対象にして、利息優遇の定期預

金を販売（口座開設 1,557件）するなど、がん検診受診率向上の取組が進みました。引き続き、民

間企業・団体等と連携し、がん検診の実効性ある普及啓発を推進していく必要があります。 

⑬地域がん登録による罹患・治療情報が蓄積され、平成 23 年のデータの値が確定しました。今後、 

当該データをふまえ、実効性のあるがん対策につなげる必要があります。また、平成 28 年１月の

がん登録等の推進に関する法律の施行を見据えて、県内全病院において精度の高いがん登録の実施 

が出来るよう、がん登録担当者の資質向上に取り組む必要があります。 

⑭県とがん診療連携協議会、歯科医師会の３者でがん患者医科歯科連携に関する協定を締結し、連携

推進会議の開催、医科・歯科医療関係者への研修会の実施、協力歯科医療機関の情報提供、住民や

患者に対してがん治療における歯科治療や口腔ケアの重要性について啓発を行いました。今後、医

科歯科連携を推進するため地域における具体的な働きかけが必要です。 

⑮新たに緩和ケア等のがん医療に携わる医療機関の医師等に対し、研修の周知及び受講を促す必要が

あります。 

⑯県民の皆さんが、県がん相談支援センターやがん診療連携拠点病院等でがん相談ができる体制の充



実に努めています。今後、がん患者等の不安や疑問、治療に関する相談に加え、がん患者とその家

族が社会的な活動を続けるための支援が必要です。 

⑰「三重県がん対策推進条例」に基づき、さまざまな主体が連携・協力して効果的ながん検診受診率

向上の取組など、がんの予防と検診の重要性について啓発を図るとともに、がん教育、就労支援な

ど新たな課題に取り組む必要があります。 

⑱肝炎コーディネーター養成講座の修了者に対するフォローアップが必要です。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①医師の不足・偏在解消に向けて、地域医療支援センターにおいて、医師不足地域を含む県内複数医

療機関をローテーションしながら専門医資格を取得できる後期臨床研修プログラムの運用を開始

するとともに、各貸与者等への個別の働きかけ等を通じて同プログラムの活用を促進します。また、

医師需給状況調査の結果をふまえ、医師修学資金貸与制度のあり方等医師確保対策において必要な

見直しを検討します｡さらに、病院の魅力づくりや勤務環境整備に向けて、臨床研修の指導・育成

体制の強化や子育て医師等復帰支援事業などの取組の促進を図ります。 

②看護職員等の就労環境改善に向け、多様な勤務形態の導入や看護補助者の活用などの研修会を開催

するとともに、医療勤務環境改善支援センターを設置し、各医療機関の職場環境改善の取組を促進

します。また、看護職員等の離職防止のため、引き続き、多様な保育ニーズにも対応できる病院内

保育所設置に向けた、施設規模に応じた働きかけを実施します。 

③県民の皆さんが地域医療に対する理解を深め、適切な医療機関の受診など一人ひとりができること

に取り組めるよう、他府県の事例も参考にしながら効果的な啓発を行います。 

④救急医療情報システムの時間外診療可能医療機関の参加促進について、引き続き新規の開業医を中

心に参加を働きかけるとともに、平成 25 年度に実施したアンケートをもとにより参加しやすいシ

ステムへ改善するなど、三重県医師会等の関係団体と連携して取り組んでいきます。 

⑤「みえ子ども医療ダイヤル」の新たな事業者を確保し、相談時間を深夜帯(23:30～翌 8:00)まで延

長して対応します。 

⑥救急医療体制の整備について、中勢伊賀地域、伊勢志摩地域における「ＭＩＥ－ＮＥＴ」の運用を

開始し、システムの導入効果や課題について検証を行います。また、各消防本部の搬送データの分

析、検証結果について、三重県救急搬送・医療連携協議会等において協議し、必要に応じて「傷病

者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の見直し等を行うとともに、医療機関と消防機関の連携

を促進します。 

⑦ドクターヘリの広域連携について、和歌山県との相互利用について具体的な連携体制の構築に取り

組みます。また、東海・長野地域における連携体制の構築について引き続き検討を進めます。 

⑧安心して産み育てる環境づくりを進めるため、周産期母子医療センターの運営、設備整備を支援す

るとともに、産科オープンシステムを運用できる体制の整備を支援します。また、重症な新生児に

対し高度で専門的な医療を提供するため、新生児ドクターカー「すくすく号」を引き続き運用しま

す。 

⑨在宅医療の充実については、引き続き、地域の在宅医療・介護関係者等の顔の見える関係づくりへ

の支援など、各市町の特性・実情に応じた支援を実施するとともに、医師の在宅医療への参入促進

や訪問看護ステーションの運営基盤の強化を図るための研修会等を開催します。 

⑩小児在宅医療については、引き続き地域の関係機関の連携体制構築に取り組むとともに、ＮＩＣＵ

等長期入院児の在宅移行支援体制の構築、在宅での療育を支援する関係機関との連携強化に取り組

みます。 



⑪がん検診の受診率向上の取組が一層拡大するよう、受診率向上の効果がみられる好事例を各市町に

紹介するとともに、アンケート調査結果をふまえた効果的な受診勧奨の手法を検討します。また、

がんの正しい知識の普及啓発やがん検診受診率向上などの取組をＮＰＯ、民間企業・団体等と連携

して推進します。 

⑫がん登録の推進を図り、がん医療の状況を詳細に把握するため、がんの罹患、診療等に関する精度

の高い情報をデータベースに記録、保存する取組を促進します。また、三重大学を中心にがん登録 

データの分析を行い、今後のがん対策を進めるための企画立案や、市町や医療機関等での利用が出 

来るよう、情報提供等の取組を進めます。 

⑬各地域における医科歯科連携を推進するため、連携歯科医療機関について、同じ地域に所在するが

ん診療連携拠点病院等に情報提供し、連携を働きかけます。あわせて、がん治療における口腔ケア

の重要性について、住民・患者などへ普及啓発の取組を進めます。 

⑭緩和ケアの普及を図るため、新たにがん医療連携推進病院に指定された医療機関や緩和ケア病棟を

設置する医療機関に対して、緩和ケア研修の受講を働きかけます。その際、医師のみならず緩和ケ

アを担う看護師・薬剤師等の医療従事者にも受講を促します。 

⑮がん患者の就労支援のため、がん相談支援センターに社会保険労務士を派遣し、がん患者の就労関

連ニーズや課題を把握して、仕事と治療の両立支援の情報提供、相談支援の仕組みづくりに取り組

みます。 

⑯がん教育の取組を進めるため、教育関係機関等と連携・協力して、がんに対する理解と予防に関す

る知識を深める教育プログラムを開発していきます。 

⑰県民のがんに対する理解を深め、併せて予防等に対する意識向上を図るため、市町をはじめ県内関

係者と一体となって県民運動を展開します。 

⑱肝炎コーディネーター養成講座の修了者に対して、医療費助成制度の改正などの情報提供を行って

いきます。 

 



緊急課題解決４  

 
 
 

【主担当部局：雇用経済部】 

プロジェクトの目標 

・中小企業の成長支援や新産業の創出、農林水産業の振興等により、雇用の場を創出し、大学・大企

業・中小企業・経済団体等との連携により、雇用に結びつく新たな仕組みが構築されています。 

・求職者に対して、求人ニーズをふまえた能力開発の機会を提供するとともに、求人側と求職側のミ

スマッチを解消することで、厳しい雇用情勢の緩和が進んでいます。 

・厳しい若年者の就職状況をふまえ、安定した就労に向けた重点的な支援を行うことにより、若者の

不安定な就労状況の解消が進んでいます。 

 

評価結果を踏まえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

プロジェクト及び一部の実践取組の数値目標は目

標を達成できなかったものの、景気回復の影響から、

県や労働局といった就職支援機関が実施する事業へ

の参加者自体が減少している中、就職につながった

事業が多かったことから、「ある程度進んだ」と判断

しました。 

   

  

プロジェクトの数値目標     

目標項目 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 現状値 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

県内労働力人
口に占める就
業者の割合 

 96.7％ 97.0％ 

0.99 

97.2％ 97.5％ 

96.4％ 96.6％ 96.8％   

本プロジェク
トにより支援
した人の数 

 29,200 人 30,100 人 

0.94 

30,800 人 31,500 人 

28,529 人 26,961 人 28,212 人   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

○県内労働力人口に占める就業者の割合 
○本プロジェクトの構成事業のうち、人材育成、就労支援等の事業により支援した人の数 

26 年度目標 
値の考え方 

○平成 27 年度においてリーマンショック前（平成 19 年度）の状況にするという全体目標の中、
段階的に目標を達成するよう設定しました。 

○当プロジェクトを構成する様々な事業の目標値を合計しました。 

 

 

   

       

     

 

   

       

     

働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクト 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



 

実践取組の目標      

実践取組 
年次計画のうち 

主なもの 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度  

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１「雇用の場の不
足」を産業振興の視
点から解決するた
めに 

事業参加者の県
内中小企業への
就労 

 30 人 30 人 
1.00 

30 人 30 人 

― 35 人 86 人   

新規就農希望者
等への就業・就
農支援 

 100 人 100 人 
1.00 

100 人 100 人 

― 117 人 135 人   

漁師育成機関の
整備推進（累計）  2 か所 3 か所 

1.00 
(達成済) 3 か所 

― 2 か所 3 か所   

２「求人と求職のミ
スマッチ」を解消す
るために 

福祉人材センタ
ー に お け る 相
談・支援による
就職者数 

 210 人 270 人 

1.00 

270 人 270 人 

254 人 315 人 404 人   

３「若者の未就職や
不安定な就労状況」
を解決するために 

県が就労に向け
て支援した延べ
若年者数 

 
15,750

人 
16,000

人 
0.86 

16,250
人 

16,500
人 

12,470
人 

14,214
人 

13,800
人 

  

県立高等学校卒
業生徒の内定率  97.0％ 98.0％ 

0.99 

99.0％ 
100.0

％ 

96.8％ 96.6％ 97.9％   

 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 581 445 1,120  

 
平成 25 年度の取組概要 

①国の「緊急雇用創出事業臨時特例交付金」により創設した基金を活用し、緊急雇用創出基金事業及

び起業支援型雇用創造事業を市町とともに実施（1,577 名の雇用創出） 

②中小企業が自らの強みを生かし、時代のニーズを捉えた新分野への進出を促すとともにニュービジ

ネス創出のため、大学等の関係機関と連携し、人的ネットワークの構築を含めた力強い企業家人材

育成への取組を実施、併せて関係機関と連携し専門的な知見からアドバイスを行う体制を構築 

③県ホームページ、就業・就職フェア等を通じた「みえの就農サポートリーダー制度」の情報発信と、

市町における就農サポートリーダー育成への支援や市町や産地における就農希望者の受入体制整備

に向けた啓発、就農サポートを円滑に進めるための研修会の開催 

④就職体験や就業相談、就業に必要な資金の融資、地域外からの新たな参入希望者を受け入れる仕組

みづくり（漁師塾 ＊）など水産業の担い手確保に向けた漁協の取組に対する支援 

⑤職業訓練のうち、県内の製造業等が求める人材の育成への支援として、在職者訓練を拡充、関係機

関と連携した求人・求職ニーズの把握やキャリア・コンサルティング等による職業訓練を充実 

 

 

   

       

     



⑥女性の就労を支援するため、就労意欲を持つ女性を中心に就労に関する相談を実施（延べ件数 355

件） 

就労支援セミナーを県内４カ所延べ９回開催（参加者延べ 253 名）、子育てしながら働く先輩女性（ロ

ールモデル）との意見交換会（サロン）を県内３カ所で延べ９回（参加者延べ 192名）開催 

⑦子育て期の女性を対象とした就労に関するアンケート調査を実施 

⑧既に社会で活躍している女性の交流と、更なる女性の社会進出と活躍を促進するため「みえ・花し

ょうぶサミット」の発足会並びにフォーラムを開催（210名参加） 

⑨県福祉人材センターにおいて実施する無料職業紹介、マッチング支援、就職フェア（３回）、福祉職

場インターンシップ等の福祉・介護人材確保事業を支援 

⑩若年者の安定した就労に向け、国等関係機関と一体的に運営する「おしごと広場みえ」を拠点に、

雇用関係情報の提供、職業相談、職業紹介、キャリアカウンセリングや各種セミナー等の就職支援

サービスをワンストップで提供（延べ 13,800名の利用：平成 26年３月末時点） 

⑪若者が若年無業者 ＊になることを防ぐため、学校から社会への移行を円滑に行えるよう学校、教育

委員会、地域若者サポートステーションと連携した取組を実施（新規登録者 1,009 名、延べ 8,105

名利用） 

⑫就職支援相談員を配置(12名)するほか、三重県キャリア教育支援協議会、キャリア教育推進地域連

携会議、就職情報交換会等を開催し、高校生のキャリア教育や就職活動を支援 

⑬就職指導のプロセスについての課題を整理し、高等学校における三重県版キャリア教育モデルプロ

グラムを作成（３月） 

 
 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①緊急雇用創出事業（起業支援型）に取り組むことで 1,577 人の雇用を創出するとともに、雇用の維

持やマッチングを中心とした従来の雇用政策に加え、地域における新たなビジネスの創出、雇用の

維持・拡大につなげていくことができました。今後は、国の成長戦略にも呼応し、貴重な人材を成

長産業や中小企業に橋渡ししていく雇用政策を産業政策と一体となって展開していくことが必要で

す。 

②三重大学と連携して実施した経営者育成道場において、受講生同士が連携して新事業を立ち上げた

事例や道場にてブラッシュアップを行ったビジネスプランを事業展開し地域に新たな雇用を生んだ

事例など、具体的な動きが出てきました。また、ニュービジネス支援事業では、アドバイザーの設

置や関係機関・団体等の担当者の人材育成等により、支援体制の強化を図りました。しかしながら、

県内中小企業の競争力の底上げや強化のためには、広がりのある人的ネットワークの構築が重要で

あるとともに、地域内での事業展開のみでなくグローバルな視点をもった経営戦略を経営者が持つ

ことが必要です。 

③農業の担い手の確保については、131 名が「みえの就農サポートリーダー」に登録され、22 名の就

農希望者等が就農サポートを受けるなど、地域において新規就農・定着に向けた支援が実施されて

います。取組地域を拡大するため、引き続き、サポートリーダーを核として地域全体で新規就農者

を受け入れようとする意識の向上や、サポートリーダーと就農希望者のマッチングの強化、就農サ

ポートを円滑かつ効果的に進めるためのサポートリーダーの資質向上に取り組む必要があります。 
④水産業の担い手の確保については、就業就職フェア等を通じて、三重県漁業の紹介や漁業就業に係

る情報提供を行いました。県内の漁師塾は今年度１つ増えて３つとなり、その活動に対しては、水

産業普及指導員が座学研修の講師をするなどの支援を行いました。漁師塾のさらなる充実に加え、



若者等の就業時の経済的不安の解消や円滑に就労できる体制づくりが必要です。 

⑤職業訓練のうち、委託訓練では、２年間課程の介護福祉士養成科（１年生）には 25名（定員 35名）

が入校しました。ビジネスパソコンをはじめとした３ヶ月の委託訓練の 51コースでは、636名（定

員 785 名）が入校し、修了生の就職率は 75.1％（11月まで修了分 16コース）となりました。公共

職業訓練については、年度後半から委託訓練各コースの定員充足率が下がってきていることから、

求職・求人のニーズを的確に把握し、訓練コースを設定する必要があります。また、女性の就労支

援やより就業に直結という観点からの訓練コース設定の必要があります。 

⑥女性の再就職支援について、託児付きで就労支援相談を県内２カ所で定期的に実施するともに、就

労支援セミナーを県内４カ所で、子育てしながら働く先輩女性（ロールモデル）との意見交換会（サ

ロン）を県内３カ所で開催しました。相談利用者のうち 43 名が再就職につながり、セミナーやサ

ロンを通じて、女性の就労意欲を高めることができました。 

⑦「子育て中の女性の就労意識に関するアンケート調査」において、就労意識や現在の状況、ニーズ

等の実態把握を行った結果、現在働いていない女性の約８割は潜在的な就労ニーズは高いものの、

再就職にあたっての不安（必要なときに休めるか、希望する条件（短時間勤務等）、ブランク等）

を数多く抱えていることが伺えました。また、保育環境整備（延長保育や病児保育等）や職場環境

整備・企業の取組（社内託児所や退職人材活用等）に対する要望も多くなっており、このため、女

性の不安を解消し、確実に就業に結び付けながら、その後の活躍へとつながる女性の再就職支援策

を充実させる必要があります。 

⑧既に社会で活躍している女性の交流を深めるとともに、更なる女性の社会進出と活躍を促進するた

めの仕組みとして「みえ・花しょうぶサミット」が発足し、フォーラムを開催（210 名参加）し、

分野を超えた交流が始まりました。今後は、企業の意思決定の場に女性の参画が進むよう、働き方

の改革や企業内で女性活躍推進の意識の浸透を図っていく必要があります。 

⑨県福祉人材センターによる福祉・介護人材確保事業と離職者等を対象にした就労支援事業により、

平成 25 年度に 481 人の就職（内定）が決定しましたが、介護保険施設等の施設整備が進められる

なかで、依然として介護人材の確保が困難な状況が続いています。 

⑩「おしごと広場みえ」において、雇用労働に関する総合的な情報提供を行うとともに、企業面接会

（一般向け、大学生等向け、障がい者向け）及びＵ・Ｉターン就職希望者を対象とした就職フェア

を名古屋等で実施しました。また、国や関係機関と連携し、職業相談、職業紹介、キャリアカウン

セリングや各種セミナー等の就職支援サービスをワンストップで提供し、延べ 13,800 人の利用が

ありました。今後は、さらに若者に訴求するような支援情報等の提供と、関係機関が連携した就労

支援サービスの提供が必要です。 

⑪国、三重県中小企業団体中央会等と共催で、合同企業説明会を開催（計９回）し、491 社の参加企

業と 1,529名の参加者となりました。今後は、合同企業説明会の参加者が減少していることや、学

生の就職活動開始時期が後ろ倒しになるため、開催時期、募集方法、面接方法などの見直しを検討

するとともに、求人（企業）側と求職側のニーズを的確に把握し、離職防止を含め就職先での定着

を見据えた就労支援に取り組んでいくことが必要です。 

⑫未就職卒業者等の早期の就職促進について、特定非営利活動法人人材育成センターに委託して、社

会人としての基礎的な知識習得（社会人基礎力）と企業での実地研修を組み合わせた研修を県内３

カ所で開催し、60 名の研修受講者のうち 53 名が就職につながりました。こうした企業での実地研

修を組み合わせた研修は効果的であることから、今後も引き続き実施していくことが必要です。 

 

 



⑬若年無業者防止対策について、学校から社会への移行を円滑に行えるよう学校、教育委員会、地域

若者サポートステーションと連携した取組を実施してきました。平成 25 年度は、県内４ヶ所のサ

ポートステーションにおいて 1,009 名が新規登録され、延べ 8,105 名が利用し、443 名の就職等の

進路決定につながりました（平成 26 年３月末時点）。今後も、引き続き関係機関と連携しながら、

一人ひとりの状況に応じた丁寧な相談、支援を行っていくことが必要です。 

⑭多様な主体との連携や就職支援相談員の配置等により、高校生の就職支援に取り組んだ結果、就職

内定率が向上しました。今後は、個別の支援が必要な生徒に対して、早期からの就職支援を充実す

る必要があります。 

⑮教員や地域の事業所の採用担当者等の意見を参考に、三重県版キャリア教育モデルプログラムを作

成しました。今後は、各学校においてプログラムの策定や改善が進むよう、研修会等の充実を図る

とともに、小・中・高等学校の各学校段階を通じたキャリア教育を一層推進する必要があります。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①県内の自動車産業やエレクトロニクス産業の産業構造の変化を見据え、大学と連携した研究人材等

の育成（寄附講座等）、中小企業等の試作品づくりや次世代技術開発の支援、技術系退職人材の活

用による新分野展開・技術開発の支援、中小企業の魅力体験事業（雇用マッチング）など、「雇用

拡大に向けた地域の環境整備」、「中小企業の新分野展開や事業拡大」、「求職者等の人材育成」、「雇

用マッチング」を総合的に実施していくことにより、産業政策と一体となった雇用政策を展開して

いきます（厚生労働省補助事業：「戦略産業雇用創造プロジェクト」の実施）。また、若者や女性、

高齢者等の潜在力を引き出し、雇用の場の拡大と労働者の処遇改善を図るため、民間企業等の活力

を用いた多様な「人づくり」事業を実施します（厚生労働省補助事業：「地域人づくり事業」の実

施）。 

②県内中小企業の競争力の底上げや強化を図るために、国の事業引継ぎ支援センターを開設し、中小

企業・小規模企業の円滑な事業承継を支援していきます。また、県内企業の広がりのある人的ネッ

トワークづくりを支援するとともに、グローバルマーケットにおいて新たな市場の獲得をめざす世

界を見据えた経営者育成の支援に取り組みます。 

③農業の担い手確保については、サポートリーダーを対象とした研修会や情報交換会の開催等を通じ

て、サポートリーダーの資質向上に取り組むとともに、新規就農者の受け入れに対する地域の意識

向上を図ります。また、サポートリーダーと新規就農者のマッチングの強化に向けて、市町や農業

委員会、農業団体等との情報共有を徹底します。 

④水産業の担い手の確保については、漁師塾への支援を継続するとともに、漁師塾の取組の中で明ら

かになった課題を解決するために、一定水準の知識・能力を備えた担い手の育成に必要な共通教材

の作成、漁業協同組合がリースする漁船や漁具の整備への支援など就業時の経済的不安解消への対

策や、市町、水産関係団体による新たな協議会の設置・運営を支援し、地域ごとの実情に応じた多

様な担い手の確保・育成に取り組みます。 

⑤職業訓練について、三重労働局等関係機関と連携し、求職・求人双方のニーズを踏まえた訓練コー

スを設定するなど、就業に直接結び付く訓練、女性の再就職を支援するための託児サービスを付加

した委託訓練、雇用を前提とした企業現場での実践的な訓練を実施します。 

⑥女性の再就職支援について、子育て等により一定期間仕事から離れていた女性が、再就職への不安

を解消するとともに、企業においても子育て期の女性を新戦力として位置づけられるよう、企業ニ

ーズに対応するスキルアップ研修と離職ブランク回復等のための職場実習をあわせて行います。 

⑦企業向けセミナー及び女性向けセミナーを開催し、マザーズ雇用（子育てをしながら就職を希望し



ている方の雇用）に対する理解を図りながら、出産等を機に離職した女性の再就職支援を実施し、

潜在的な女性労働力の活用と、女性の能力がこれまで以上に発揮できるよう取り組んでいきます。 

⑧女性の社会進出と活躍の促進について、女性経営者等の交流の場として「みえ・花しょうぶサミッ

ト」や、地域の女性活躍を推進する会議等のネットワークと連携し、女性経営者を含め、若手女性

が結婚・出産等を機に離職せず、継続して就労し活躍できるよう、さらなる女性の能力活用に取り

組みます。 

⑨福祉・介護の人材確保を図るために、労働局等の関係機関と連携し、県福祉人材センターによる職

業紹介などの人材確保事業を効果的に実施します。 

⑩「おしごと広場」において、国や関係機関と役割分担を明確にして、就労支援を図ります。また、

「おしごと広場」のホームページについて、若者など求職者に対して、さらに分かり易い情報の提

供を行います。 

⑪若者などの就労支援について、就職活動期の変更に伴う合同企業説明会の開催時期、募集方法、面

接方法等について労働局や商工関係団体と検討します。また、「三重テラス」＊を活用したＵターン

就職者向けのセミナーの実施など県外に進学した学生と県内企業とのマッチングを促進するとと

もに、求職者に対し、企業情報の提供や座学と企業での実地研修を組み合わせた研修を行います。

こうした取組により、求人側と求職側のミスマッチを防ぎ、離職防止や定着にもつなげていきます。 

⑫社会人としての基礎的な知識習得と企業での実地研修を組み合わせた就職に直結する研修を開催

し、未就職卒業者等の人材育成及び早期の就職を支援します。 

⑬県内４ヶ所のサポートステーションや市町と連携しながら、若年無業者の自立訓練・就労体験を支

援し、若年無業者の早期の就職をめざします。 

⑭関係機関との連携をより一層強化するとともに、就職支援相談員による就職支援を充実することで、

求人や雇用機会の維持・拡大と、個別の支援が必要な生徒に対する就職支援の充実を図ります。 

⑮生徒が、社会人・職業人として自立するために必要な能力や態度、知識を身に付けられるよう、高

等学校においてキャリア教育プログラムの策定を促進するなど、地域や学校の実態に応じた支援を

行います。 

 

 



緊急課題解決５  

 
 
 
 

【主担当部局：健康福祉部子ども・家庭局】 

プロジェクトの目標 

子どもの育ちにおける家族の絆の大切さが認識され、社会全体で子育て家庭を応援する取組が進んで

います。 

若年層に対する早期からの相談・支援体制の強化などにより、家族観の醸成や児童虐待未然防止の取

組が進んでいます。また、放課後児童対策に対する支援が進んでいます。 

子育てに関する経済的支援の実施など、安心して子どもを生み育てられる取組が進んでいます。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ａ 

（進んだ） 
判断理由 

全ての目標を達成し、子育て家庭や子どもの育ちを

見守り、応援する環境が整いつつあることから、「進

んだ」と評価しました。 

  
 
 

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

「みえの子育ち
サポーター」認証
者数 
（累計） 

 3,250 人 5,200 人 
1.00 

7,740 人 10,000 人 

1,290 人 2,822 人 5,482 人   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「子どもの育ちを支える」ための基本的な考え方について研修を受け、地域で子どもを見守
り、子どもの活動を支える「みえの子育ちサポーター」として県が認証した人の数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 26 年度については、27 年度の目標値を達成するため、中間値である 7,740 人（2,260
人増）をめざすこととしました。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「希薄化して
いる家族の絆の
再生」を図るた
めに 

「家族の絆」一
行詩コンクール
への参加作品数 

 7,500 点 8,000 点 

1.00 
8,500 点 9,000 点 

6,967 点 7,017 点 8,123 点   

２ 「子どもの育
ち に 関 す る 課
題」を解決する
ために 

思春期ピアサポ
ーター養成者数
（累計） 

 30 人 60 人 

1.00 

 90 人  120 人 

－ 29 人 70 人   

 

   

       

     

家族の絆再生と子育てのための安心プロジェクト 

 

   

       

     

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

３ 「子育てに関
する経済的な不
安」を解消する
ために 

子どもの医療費
助成の実施 

補助対象
は就学前

まで 

 
小学校 6 年生まで対象拡大 

 
（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 2,985 3,649 4,078  

 

平成 25 年度の取組概要 

①子どもや家族等に「ありがとう」の気持ちを伝える「家族の絆一行詩コンクール」（応募数：8,123

点）を実施 

②教育委員会や市町に活用を働きかけて出前講座を実施し、みえの子育ちサポーターを 2,660人養成 

③親なびワークを小学校等県内 17か所で開催（参加者 446名）するとともに、親なびワークを「子育

てはっぴぃパパ・ママワーク」としてリニューアル 

④10 月５日、６日に県立みえこどもの城を中心として「第８回子育て応援！わくわくフェスタ」を開

催（参加者：１万６千人） 

⑤県内４か所で、みえ次世代育成応援ネットワークの会員を中心とした地域別座談会を開催（参加者：

101 人） 

⑥平成 24 年度の「三重県社会的養護のあり方検討」結果を踏まえ、県内すべての乳児院（２施設）、

児童養護施設（12施設）を訪問して、各施設の「家庭的養護推進計画」＊の策定に向けた協議を実

施 

⑦乳児院（津市）の創設、母子生活支援施設（四日市市）の整備補助を決定（完成は平成 26 年度に

繰越） 

⑧新規里親の登録（20件（養育５件、専門２件、養子縁組 11件、親族２件）、里親委託の推進（新規

委託 24 件）及び家庭訪問等による里親支援（家庭訪問 126 回、電話相談 117 回）、里親研修（16

回 延べ 199人受講）の実施 

⑨児童養護施設（全 12施設）に入所する小学生（延べ 139人）に対する学習支援を実施 

⑩親や教師には話しにくい悩みを同世代の先輩（大学生）に相談をすることで、自己肯定感を高める

ことができるよう、大学生による思春期ピアサポーターを養成。本年度は、ピア活動（同世代によ

る仲間教育）の実施校を中学校から高校へも拡大し実施。（活動回数６回） 

⑪若年層の望まない妊娠への電話相談「予期せぬ妊娠『妊娠レスキューダイヤル』」を実施（相談件

数 50 件）すべての高校やコンビニへ案内カードを配布する等周知を実施（カード配布枚数 約

67,000 枚） 

⑫児童虐待の未然防止に向け、特定妊婦の早期把握、早期支援体制の構築や出産前後からの親子支援

事業の推進等、保健、医療分野との連携体制を強化（周産期連携会議開催地域 ４地域） 

⑬県と市町の連携・協働協議会の検討会議において、子ども・子育て支援新制度の情報提供や市町子

ども・子育て支援事業計画の策定にかかる協議を２回実施 

⑭放課後児童クラブの運営費と施設整備に関し、市町に対し補助を実施（県内の放課後児童クラブ

数：平成 25 年５月１日時点で 297か所） 

⑮市町が行う子ども医療費助成事業に対し、小学校６年生までを補助対象として助成を実施 

⑯不妊に悩む夫婦に対し、経済的負担の大きい特定不妊治療にかかる医療費の一部助成を実施（助成

件数 2,453件） 

 

   

       

     



平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①「家族の絆一行詩コンクール」については、応募者及びその関係者等に取組がとどまっていること

から、広報媒体等を活用して受賞作品等を周知・啓発することが必要です。 

②養成したみえの子育ちサポーターが、地域において子どもの育ちや子育てを支える活動ができるよ

う取り組む必要があります。 

③子育ての喜び等について直接保護者に理解を深めていただくための「子育てはっぴぃパパ・ママワ

ーク」の普及促進のため、市町や関係機関と連携して取り組んでいく必要があります。 

④子どもの育ちを地域で支援し家族の絆を深めるためのイベントを開催し、みえ次世代育成応援ネッ

トワークの会員をはじめ企業・団体による取組がさらに進むように促す必要があります。 

⑤乳児院、児童養護施設が策定した「家庭的養護推進計画」を踏まえ、県としての「家庭的養護推進

計画」を策定するとともに、施設における小規模グループケア化などの環境整備等、家庭的養護の

推進を図っていく必要があります。 

⑥乳児院、児童養護施設に配置された里親支援専門相談員との連携を密にし、新規里親の開拓、里親

等委託の推進及び家庭訪問等による里親支援の実効性を高めていく必要があります。 

⑦児童養護施設の小学生を対象とする学習支援により、学習に対する積極性や自己肯定感の醸成が図

られました。児童の自立を支援していくため、継続して実施する必要があります。 

⑧中高生へのピア活動を実施した結果、大人に話しにくい思春期の悩みが相談でき、自己肯定感を高

める機会につながりました。引き続き、ピアサポーターを務めた大学生や相談をした中高生等の意

見を反映した取組にする必要があります。 

⑨「予期せぬ妊娠『妊娠レスキューダイヤル』」への相談事例の中には、若年妊娠で中絶の時期を過

ぎていたため、関係者会議を行い家族や周囲の協力を得て出産し、その後も地域での見守りにつな

げているケースもあります。電話の利用について、広報を工夫しながら、関係機関と連携して取組

を進める必要があります。 

⑩児童虐待の未然防止に向け、多くの市町において妊娠届出時の機会にアンケートや面接を行うなど、

妊娠期から支援の必要な家庭を把握する取組が進められましたが、アンケートの内容や支援内容の

ばらつきが見られるため、一定の基準を定めて取組を行う必要があります。 

また、支援の必要な家庭に対しては、出産前からの保健、医療分野の連携強化を図り、取り組むこ

とが必要です。 

⑪平成 27 年度からの子ども・子育て支援新制度の本格的な施行に向けて、国の動向を注視し市町と

協議して、県及び市町が策定する計画について着実に準備を進めることが必要です。 

⑫小規模な放課後児童クラブでも必要な地域で運営できるよう、国庫補助における人数要件の撤廃等

を国に求めていく必要があります。 

⑬市町が行う子ども医療費助成事業に対し助成を行うことにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、

子どもが安心して医療を受けられるようにしました。引き続き市町と連携しながら取組を進める必

要があります。 

⑭不妊専門相談センターにおいて男性不妊や不育症を含め、多様な相談に対応していくとともに、特

定不妊治療費助成について国の制度改正に合わせ、希望する治療が受けられるよう経済的支援が必

要です。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①「ありがとう」の気持ちを通して、家族の絆や地域の絆を深め広げるため、教育委員会や広報関係

者と連携して「家族の絆一行詩コンクール」の一層の周知・啓発を行います。 

②引き続き、みえの子育ちサポーターを養成するとともに、養成したサポーターにより、地域におけ

る子どもの育ちや子育てを支える活動が促進されるよう市町等と連携して取り組みます。 



③「子育てはっぴぃパパ・ママワーク」について、子育て支援拠点や子育てサークル等で実施される

よう進行役養成講座を開催するとともに、市町や地域の関係機関での実施を働きかけます。 

④子どもの育ちを地域で支援し家族の絆を深めるためのイベントを開催し、少子化対策や子育て支援

に積極的に取り組もうとするみえ次世代育成応援ネットワーク会員や企業、団体に対して、市町や

地域の活動団体等との情報交換・交流の機会を提供します。また、地域別懇談会を開催するなどし

て、みえ次世代育成応援ネットワークの会員が、主体的に子ども・子育て家庭をささえあう地域社

会づくりを進めるための活動を促進するとともに、会員の拡大を図ります。 

⑤三重県における家庭的養護の充実に向け、関係施設の代表者や有識者等による検討会を開催し、施

設の小規模化・地域分散化や家庭的養護の支援を進める具体的方策を盛り込んだ「家庭的養護推進

計画」を策定します。 

⑥児童養護施設の小規模グループケア化等の環境整備を促進し、要保護児童の処遇向上及び家庭的養

護の推進を図ります。また、県内２カ所目となる児童家庭支援センターの開設、運営を支援し、地

域における子育て支援の充実を図ります。 

⑦新たに９施設（乳児院２、児童養護施設７）に配置され、県内で 12人となる里親支援専門相談員と

の連携を密にし、新規里親の開拓、里親等委託とともに里親支援等の推進を図ります。 

⑧引き続き、児童養護施設（全 12施設）に入所する小学生に対する学習支援に取り組みます。 

⑨引き続き、思春期ピアサポーターの養成と、ピアサポーターによるピア活動を展開し、中高生が抱

える思春期の性をめぐる課題解決や自己肯定感の醸成を図ります。 

⑩「予期せぬ妊娠『妊娠レスキューダイヤル』」については、引き続き相談窓口としての周知に努める

とともに、福祉、教育、医療等関係者会議を開催し､情報を共有して的確に連携を図ります。 

⑪妊娠届出時の市町アンケートの調査項目、要支援基準等を県内で統一することにより、若年妊婦や

支援の必要な妊婦を早期に把握し、出産前からの早期支援に取り組みます。さらに周産期に携わる

医師、助産師等支援者や支援機関との連携体制の充実に向けたネットワーク会議を開催するなど地

域支援を行います。 
⑫三重県子ども・子育て会議の開催、市町との協議等を踏まえ、子ども・子育て支援事業支援計画と、

少子化対策を含む三重県次世代育成支援行動計画等を一体化した三重県子ども・少子化対策計画

（仮称）を策定します。 
⑬引き続き、市町の放課後児童対策の支援を行うとともに、国庫補助制度の拡充等について国への提

言を行います。 

⑭子どもに必要な医療を安心して受けさせられるよう、引き続き市町が実施する子ども医療費助成事

業を支援します。 

⑮特定不妊治療費助成について、国に保険適用の拡大を求めるとともに、県の上乗せ助成事業を拡充

します。また、新たに不育症や男性不妊治療、第２子以降の不妊治療などに対する助成事業を開始

するなど、不妊や不育症に悩む夫婦への支援を拡充します。 
 



緊急課題解決６  

 
 
 

【主担当部局：健康福祉部】 
 

プロジェクトの目標 

障がいの種別や程度に関わらず、誰もが地域社会の中で暮らせる居住の場や日中活動の場の整備が進

んでいます。 

障がいのある人が地域社会の中で、働くことを通じて自己実現を図るとともに生活の糧を得ることが

できるような、就労の場の確保や多様な働き方の展開が進んでいます。 

障がいのある人が地域で自立して生活していくことができるよう、それぞれ個人の課題やライフステ

ージに応じた途切れのない相談支援体制が整っています。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標を達成するとともに、一部を

除き実践取組の目標も達成し、暮らしや日中活動の場

の整備や就労支援が一定程度充実したことなどから、

「ある程度進んだ」と判断しました。 

  

 

 

プロジェクトの数値目標   と  

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

県 の 就 労 支 援
事 業 に よ り 一
般 就 労 し た 障
がい者数 

 318 人 332 人 
1.00 

349 人 366 人 

311 人 324 人 334 人   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県の就労支援事業（障がい者就労支援事業、農福連携 ＊・障がい者雇用推進事業、障がい者の
「就労の場」開拓事業、特別支援学校就労推進事業等）によって就労した障がい者数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 25 年度は、前年度に引き続き就労支援事業に集中的に取り組んでおり、目標値について
も達成の見込みです。平成 26 年度は、27 年度の目標値を段階的に達成できるように目標値
を設定しました。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「地域での生
活基盤の不足」
を解決するため
に 

障がい者の日中
活動を支援する
事業 注１）の利用
者数 

 4,838 人 5,438 人 

1.00 
5,438 人 5,438 人 

4,622 人 5,622 人 6,057 人   

 

   

       

     

「共に生きる」社会をつくる障がい者自立支援プロジェクト

 

  

 

   

       

     

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

 



実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

２ 「働くことへ
の課題」を解決
するために 

民間企業におけ
る障がい者の実
雇用率 

 1.54% 1.58% 
1.00 

 1.70% 
1.80%注２） 
（1.65%） 

1.51%  1.57% 1.60%   

福祉的就労に従
事している障が
い者の平均工賃
月額 

 
13,000

円 
13,300

円 
0.97 

13,600
円 

13,900
円 

11,527
円 

12.412
円 

12,851 
円 

  

３ 「日常生活上
の支障や不安」
を解決するため
に 

総合相談支援セ
ンター ＊ への登
録者数 

 5,520 人 5,740 人 
0.87 

5,960 人 6,180 人 

5,299 人 5,315 人 4,986 人   

注１）日中活動を支援する事業：日中活動系の障害福祉サービス（生活介護、就労移行支援、就労継続支援等） 

注２）民間企業における障がい者の実雇用率については、法定雇用率の引き上げ（平成 25 年４月より、「1.8％」

から「2.0％」）など法制度上の改正という社会情勢の変化等を踏まえ、平成 27 年度の目標値を 1.65→1.80

に上方修正します。 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 545 767 749  

 

平成 25 年度の取組概要 

①障がい者の暮らしと日中活動の場の整備を支援（グループホーム整備数５か所） 

②県内４か所の福祉型障害児入所施設に入所している加齢児の地域移行を促進（13人） 

③官公需を中心に「共同受注窓口 ＊」を通じた受注拡大を推進（37,896千円） 

④障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定し、県から障害者就労施設等への調達拡大に向けて

環境を整備（30,586千円） 

⑤雇用契約に基づく就労への移行を進めるため、一般就労した障がい者のフォローアップなどを行う

ほか、県庁舎における職場実習やホームペルパー研修等を実施（76人） 

⑥一般就労でも福祉的就労でもなく、一定の社会的支援のもとに、障がいのある人もない人も対等な

立場で共に働く場となる「社会的事業所」の創設に向けて、関係機関の調整と支援制度を検討 

⑦障がい者雇用促進会議等において障がい者雇用支援の新たなしくみの一つとして、ステップアップ

カフェ（仮称）の整備について検討 

⑧民間企業における法定雇用率（2.0％）の早期達成をめざすため、「障害者雇用率改善プラン」を発

表（平成 25 年 11月 19日）、三重労働局と合同で企業を訪問（19 企業１自治体：３月末実績） 

⑨障がい者雇用に実際に取り組んでいる企業等の事例を紹介する「障がい者雇用促進セミナー」を開

催（４回、409名参加） 

⑩障がい者雇用アドバイザーによる事業主への啓発、ジョブサポーターを活用した職場定着支援等を

実施、特例子会社に対する補助金を交付、障がい者の就職面接会を開催 

⑪障がい者が担える農業・農作業の検証及び、農業者・福祉事業関係者への障がい者雇用に関する情

報提供や支援体制の整備 

⑫キャリア教育マネージャー等外部人材を活用した、生徒の可能性や強みを企業に提示する提案型の

職場開拓を実施（延べ訪問数 8,531件） 

⑬特別支援学校において、職業に係るコース制を導入する学校を拡大（５校） 

 

   

       

     



⑭ビルメンテナンス協会と連携した清掃技能検定（年２回）や、サービス業に係る企業と連携した接

客サービスに関するカリキュラムの開発及び接客サービス技能講習会（年２回）を実施 

⑮障がい者が安心して地域で生活をしていくための相談支援の窓口の整備と自閉症・発達障がい、高

次脳機能障がい、重症心身障がいに関する専門性の高い相談事業を実施 

⑯サービス等利用計画の作成が促進されるよう、圏域の自立支援協議会における助言、計画作成促進

のための研修会を開催 

⑰三重県こども心身発達医療センター（仮称）及び併設する特別支援学校の一体整備について、用地

の取得及び建築の基本設計を完了するとともに、建築の実施設計並びに建築関連の工事に着手。 

⑱三重県立小児心療センターあすなろ学園に市町職員を４名受け入れ、市町での取組の核となるみえ

発達障がい支援システムアドバイザーを育成、発達障がい児等に対する早期支援のツールである

「ＣＬＭ（Check List in Mie：発達チェックリスト）と個別の指導計画」の保育所等への導入を

促進（巡回保育所・幼稚園数：56か所（園）） 

⑲情報引継ぎツールであるパーソナルカルテ ＊を活用し、発達障がいを含むすべての障がいのある幼

児児童生徒への就学前から卒業までの一貫した教育支援体制を推進（パーソナルカルテ推進強化市

町として 15 市町を指定） 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①新たにグループホーム５か所を整備するとともに入所施設の耐震化を進め、障がい者の暮らしと日

中活動の場の確保、充実を図りました。グループホームとともに、障がい福祉サービス事業所の整

備に対するニーズも高いため、こうした施設整備の促進が必要です。また、県内４か所の福祉型障

害児入所施設に入所している加齢児の地域移行は一定程度進みましたが、残された加齢児への対応

を検討する必要があります。 

②「共同受注窓口」の受注は、昨年度の実績を上回る 37,896 千円となりました。民間企業などへの営

業活動を強化し、受発注のマッチングを一層進める必要があります。 

③調達方針に基づいた県からの障害者就労施設等への発注額は 30,586 千円となりました。調達方針

を見直したうえで、来年度も引き続き、県庁内各所属において調達に努めるとともに、障害者就労

施設等の受注体制を強化する必要があります。 

④障がい者就労支援事業に取り組んだ結果、76人の障がい者の一般就労につながりましたが、より多

くの障がい者の就労促進と就労定着を図る必要があります。 

⑤「社会的事業所」について市町や関係法人に説明を行い、理解を得ることができました。今後は、

「社会的事業所」の創業を支援していく必要があります。 

⑥障がい者雇用の促進について、産業界や労働界、就労支援現場の意見等を取り入れながら、障がい

者雇用の課題を解決するための一つの事業として、ステップアップカフェ（仮称）を津市のフレン

テみえ内に整備することとしました。今後は、関係者の意見を聞きながら整備を進めるとともに、

障がい者雇用に対する県民の理解の場としての仕組みを検討する必要があります。 
⑦本県の障がい者の実雇用率（1.60％：平成 25 年６月１日現在）は全国最下位となり、これを早急に改

善し、民間企業における法定雇用率（2.0％）の早期達成をめざすため、平成 26年６月１日現在の障が

い者の実雇用率を 1.70％とすることを目標とした「障害者雇用率改善プラン」を平成 25 年 11 月 19日

に三重労働局長と三重県知事の連名で発表しました。このプランに基づき、三重労働局と県等が合同で

企業等に働きかけを行い、訪問した企業が真剣に受け止められたことから、今後も三重労働局との緊密

な連携、関係機関等との情報共有を図りながら、障がい者雇用の推進に取り組んでいく必要があります。 

⑧障がい者雇用アドバイザーにおける取組について、企業訪問により求人開拓し、28人分の求人票の



提出と 14件（平成 26年３月末現在）の就職に結びつきました。また、特例子会社が２社（平成 24

年度交付決定１社、平成 25 年度交付決定１社）設立され、障がい者の働く場の拡大につながった

ため、引き続き取り組んでいく必要があります。 

⑨農業分野への障がい者就労の促進に向け、福祉事業所の農業参入の掘り起しなどに取り組み、農業

参入した福祉事業所は 29 件（平成 25 年度新規 12 件）、農業分野における障がい者就労人数は 429

名（対前年 166 名増）と大幅に増加したほか、障がい者を雇用した農業経営体も 12 件（平成 25 年

度新規２件）となりました。また、農業ジョブトレーナーの育成に向けて、農業大学校における公

開講座の実施や、カリキュラムの見直しを行いました。引き続き、福祉事業所に対する技術支援や、

年間を通じた農作業の確保、農業経営体への意識啓発に取り組む必要があります。 

⑩生徒の進路希望を実現するため、外部人材であるキャリア教育マネージャー（１名）及びキャリア

教育サポーター（４名）、職域開発支援員（13 名）を活用した職場開拓を行いました。また、生徒

本人の適性と職種のマッチングを図るため、職業適性アセスメントの活用を促進しました。その結

果、特別支援学校高等部卒業生の進学及び就労率について、目標である 30％台を達成し、生徒の進

路希望を実現することができました。引き続き、生徒の可能性や強みを企業に提示する提案型の職

場開拓を進め、生徒の進路希望を実現する必要があります。 

⑪相談事業により、障がい者が安心して地域で暮らしていくことを支援しました。今後も引き続き専

門性の高い相談事業を実施していく必要があります。 

⑫サービス等利用計画については、圏域の自立支援協議会や研修会を実施したところ、一部の市町で

体制整備が進みました。こうした取組が市町に広がるよう取り組んでいく必要があります。 

⑬三重県こども心身発達医療センター（仮称）及び併設する特別支援学校の一体整備については、引

き続き、建築の実施設計及び建築関連工事を円滑に進めるとともに、運営面の検討を進める必要が

あります。 

⑭発達障がい児等に対する早期支援を図るため、引き続き、市町の人材育成の支援を行うとともに、

「ＣＬＭと個別の指導計画」の保育所等への導入を促進する必要があります。また、小学校におい

て発達障がい児等への支援ニーズが高まる中、就学前後の適切な支援の引き継ぎが重要となってい

ます。 

 ⑮発達障がいを含むすべての障がいのある幼児児童生徒への就学前から卒業までの一貫した支援を行

うため、情報引継ぎツールであるパーソナルカルテの作成及び活用を推進するパーソナルカルテ推

進強化市町として 15市町を指定し、支援体制の整備を進めました。一方で、パーソナルカルテの作

成及び活用が進まない市町もあり、円滑な情報の引継ぎができる支援体制の整備をさらに進める必

要があります。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①障がい者の地域移行を進めるため、グループホームや障がい福祉サービス事業所の整備を進めます。

また、加齢児の地域移行の支援状況を確認しながら、今後の障害児入所施設のあり方について検討

します。 

②福祉事業所における工賃等のさらなる向上に向けて、「共同受注窓口」と事業所との連携・協力体制

を一層推進するとともに、品質の向上やパッケージの工夫による、より魅力的な商品の開発や新た

な販路の開拓など事業所の自主的な取組を促進し、受注拡大を進めます。 

③障害者就労施設等への発注事例を共有するなど、調達方針に基づいた障害者就労施設等への発注の

さらなる推進に取り組みます。 

④障がい者の経済的自立を支援するため、今後も、就労支援のための職場実習やスキルアップ講座を



開催するほか、生活介護事業所等から一般就労した障がい者のフォローアップを充実するなど障が

い者の職場定着のためのサポートの取組を進めます。 

⑤市町とともに、「社会的事業所」の創業に向けた取組と安定的な運営を支援します。 

⑥障がい者雇用の推進については、ステップアップカフェ（仮称）を設置し、県民総参加で推進して

いきます。また、地域人づくり事業を活用し、ステップアップカフェ（仮称）において、一緒に「も

のづくり体験」を協働することや福祉事業所等でつくられた商品をブラッシュアップし展示販売す

ることなど、取組を進めるうえで必要なプログラムづくりや、障がい者就業・生活支援センター、

障がい者就労支援事業所と連携し、ステップアップカフェ（仮称）を活用した実習・訓練ができる

カリキュラムづくりなどに取り組みます。 

⑦民間企業における法定雇用率（2.0％）の早期達成のため、「障害者雇用率改善プラン」に基づき、

関係機関の緊密な連携、情報共有を図りながら、目標の達成をめざすとともに、委託訓練等を経て

就職した障がい者について、ハローワークと県による事業所訪問等を行い、就職後の定着支援を強

化していきます。 

⑧雇用アドバイザー等による事業主への啓発等については、ターゲットを絞り、より効率的・効果的

な求人開拓ができるよう改善を図るとともに、障害者雇用優良事業所の表彰制度において、対象事

業所の拡大をするなど優良雇用事例の普及を図ります。 

⑨農業分野における障がい者就労の促進に向け、「三重県農福連携・障がい者雇用推進チーム」を核に、

福祉事業所の農業参入や規模拡大・６次産業化 ＊に向けた支援のほか、農業の知識や技術を有する

福祉指導者の確保・育成、「共同受注窓口」と連携した農作業の斡旋、研修会等を通じた農業経営体

への意識啓発などに取り組みます。 

 ⑩特別支援学校高等部生徒の進路希望を実現するため、キャリア教育マネージャー等の外部人材を活

用し、生徒の可能性や強みを企業に提示する提案型の職場開拓を行うとともに、生徒本人の適性と

職種のマッチングを図る職業適性アセスメントの活用を促進します。また、企業等と連携した技能

検定を実施するなど、関係機関、企業、ＮＰＯ等と連携した就労支援を行います。 

 ⑪特別支援学校高等部生徒の進路希望を実現するため、職業に係るコース制を導入する学校を拡大し

ます。 

⑫自閉症・発達障がい、高次脳機能障がい、重症心身障がいに関する専門性の高い相談事業を継続す

るとともに、今後の相談支援体制について検討します。 

⑬サービス等利用計画の作成が進むよう、市町における体制の整備を促進し、効率的な作成方法につ

いて助言するとともに、相談支援専門員の養成を進めます。 

⑭三重県こども心身発達医療センター（仮称）及び併設する特別支援学校の一体整備について、関係

機関と連携を図りながら組織体制及び業務運営についての検討を進めます。 

⑮発達障がい児等に対する早期支援を図るため、専門人材の育成及び保育所等への「ＣＬＭと個別の

指導計画」の導入について、市町等との連携を進めます。また、「ＣＬＭと個別の指導計画」が小

学校に引き継がれ、就学後においても幼児期からの途切れのない支援が継続できるように取り組み

ます。 

⑯発達障がいを含むすべての障がいのある幼児児童生徒への就学前から卒業までの一貫した支援を行

うため、情報引継ぎツールであるパーソナルカルテの作成・活用を推進するパーソナルカルテ推進

強化市町として 11市町を指定し、全 29市町における活用の拡大を図ります。 

 

 



緊急課題解決７  

 
 
 

【主担当部局：農林水産部】 

プロジェクトの目標 

  三重の食を拓く「みえフードイノベーション ＊」の創出をとおして、本県の「食」の魅力等を生か

した新商品が活発に生まれる環境整備や発信力強化、それを支える農・林・水のものづくり風土の醸

成などに取り組むことによって、消費者が求める県産品が増加しています。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標は目標値を下回りました

が、全ての実践取組における目標値が達成している

ことから「ある程度進んだ」と判断しました。 

   

  

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

「 み え フ ー ド
イ ノ ベ ー シ ョ
ン」から生まれ
る 新 商 品 等 の
数（累計） 

 50 件 112 件 

0.98 

162 件 200 件 

- 62 件 111 件   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえフードイノベーション」に係る活動等から創出される新たな商品等の数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 25 年度目標値に単年度目標の 50 件を加え、162 件としました。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「発信力・
営業力の強化に
向けた課題」を
解決するために 

大都市圏等への
販路拡大をめざ
す事業者の売上
げ伸び率 

 101 105 
1.00 

108 110 

100 104 106   

２ 「商品開発
力の強化に向け
た課題」を解決
するために 

「みえフードイ
ノベーション」
による連携プロ
ジェクト創出数
（累計） 

 10 件 （達成済） 

1.00 

（達成済） 25 件 

－ 29 件 37 件   

３ 「創造力の
強化に向けた課
題」を解決する
ために 

地域活性化プラ
ン等の策定・実
践への支援 

 
110 

プラン 
170 

プラン 
1.00 

230 
プラン 

290 
プラン 

50 
プラン 

126 
プラン 

190 
プラン 

  

 

 

 

   

       

     

 

   

       

     

三重の食を拓く「みえフードイノベーション」 

～もうかる農林水産業の展開プロジェクト 

 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 370 679 693  

 
平成 25 年度の取組概要 

①首都圏営業拠点「三重テラス」＊（平成 25年９月 28日オープン）において、多目的ホールを活用し

たイベント（126 件）、ゲストを招いて三重の旬な魅力を語り合う「知事トークライブ」、三重の食

材を引き立てるペアリング講座、県内でのフィールドワークを組み入れた多様な講座の開催 

②「三重テラス」で取り扱う商品を公募および選定、オリジナル商品を開発、県内事業者の開発商品

等のブラッシュアップを実施、テストマーケティングによるトライアル支援を実施 

③「三重テラス」のオープンに向け、「三重テラス」近隣の商業施設等と連携した三重県フェアを開催

（平成 25年９月 28日～10月 19日：オープン記念、平成 26年３月 16日～３月 30日：三重うらら）、

日本橋イベント等を活用したＰＲ、情報発信（18回）の実施、日本橋地域の三重ゆかりの企業等と

の連携、三重の応援企業や応援店舗等との連携などによるフェア、イベント、商談会等を開催 

④首都圏におけるコアな三重ファン ＊となる「三重の応援団」の拡大に向けての取組を実施、三重の

情報発信や営業活動に協力いただける「三重の応援企業」や「三重の応援店舗」のネットワークの

拡大に向けた営業活動を展開（応援団員 802 名、応援企業 23社、応援店舗 45店舗） 

⑤「三重テラス」の活用に向けた県内市町や商工団体等との意見交換および協議を実施（地域別意見

交換会６地域×各４回実施、訪問による協議を随時実施（延べ 302 回））、三重県営業本部に関わる

庁内の連絡会議である営業本部推進チームの会合および協議を実施（10回） 

⑥関西圏の店舗や企業などのニーズを踏まえた県産食材等のスーパー等への紹介、観光展・物産展へ

の出展、関西圏の商業施設や集客施設等での三重県フェアの開催（３回） 

⑦神宮式年遷宮や日台観光サミットの機会等を最大限生かして、全国の百貨店と協力した「平成おか

げ参りプロジェクト」の実施（15 店舗）、台湾、タイにおける三重県物産展の開催など国内外での

県産品の情報発信やブラッシュアップ、販路開拓等の取組強化、輸出に関する事業者のニーズ把握

調査の実施 

⑧「あかね材」を実際に利用し、その利用意義等をＰＲする「パートナー企業」の選定と支援の実施

および公共建築物への利用促進 

⑨産学官連携による「みえフードイノベーション・プロジェクト ＊」のさらなる創出の促進および県

外からの来訪者を意識した売れる商品づくりや県内農林水産業を牽引していく新商品の開発強化 

⑩県研究所における「みえフードイノベーション・ネットワーク ＊」等との連携による研究ニーズの

的確な把握や、研究成果に関する評価・活用を行う仕組みの強化、産学官の研究コンソーシアムに

よる企業・大学等との共同研究などの実施 

⑪産学官のさまざまな主体の知識や技術等の結集による、消費者のニーズに対応した農畜産商品の開

発および農業者等への技術等の移転・普及 

⑫工業研究所による食品関連企業を対象とした技術支援・技術相談と食品加工トライラボの機器を活

用した企業の課題解決型共同研究を実施 

⑬マダイ、マグロ、ノリ、アサリにおける「みえフードイノベーション・ネットワーク」を活用した

新たな商品開発、生産体制の確立・強化、流通販売体制の構築と充実 

⑭地域の特徴を生かした戦略的なブランド化に向けた支援やマーケティングが実践できる人材の育成

の推進 

⑮付加価値の高い農産物生産等を実践できる、マーケティングスキルの高い農業者の育成に向けた、

 

   

       

     



農業大学校における研修の実施（４講座開講（延べ 41経営体が受講）） 
⑯市町、農協等と連携した「地域活性化プラン ＊」の策定地域の拡大と継続的な実践支援、ビジネス

指向の取組へ専門家を派遣し、取組のスタートアップを促す試作・試行等を支援（H25:33 プラン、

累計 93 プラン） 

⑰「地域水産業・漁村振興計画」の策定支援ならびに計画の実践を通じた「もうかる水産業」をめざ

す商品化等の取組の加速化や地域の特性に応じた水産業・漁村の活性化の促進 

⑱農山漁村の豊かな地域資源を生かし、都市との交流等を通じて地域の活性化や就業機会の拡大、所

得の向上を図る「いなかビジネス ＊」の創出と質的向上に向けた、交流アドバイザー派遣などによ

る活動支援や農村起業を促進するコーディネーターの育成および、さまざまな情報媒体を活用した

情報発信の実施 

 

平成 25 年度の成果と残された課題 

①「三重テラス」において、オープンに向けた多様なＰＲ活動やメディアへの情報提供などを行いま

した。オープン後は多様なイベントの開催やショップ、レストランの運営、神宮式年遷宮の効果も

あり、来館者数は約 27.5万人に達しました。今後は、来館者増に向けてメディアの特性に応じた情

報提供や旬の情報の効果的な発信、２階の多目的ホールと１階のショップ・レストランが連動した

イベント展開など、「三重テラス」全体を活用した運営改善等に取り組む必要があります。 

②「三重テラス」で取り扱う商品として、2,511 商品を選定し、これまでに約 1,500 商品を取り扱い

ました。また、季節や年中行事などにきめ細かく対応し、常に三重の旬の情報を発信できる店舗づ

くりに努めました。今後は、生鮮品の取扱いや試食等販売方法の工夫等による販売促進、旬の魅力

を訴求する新たな商品の発掘、首都圏の消費者ニーズ等をフィードバックしていく仕組みの構築を

進める必要があるとともに、県内事業者の首都圏での販路開拓に向け、流通ルートを増やすなど、

商品を首都圏へ供給するための環境づくりを進める必要があります。 

③日本橋地域の企業、団体、商業施設、日本橋で活躍する個人などとのネットワークづくりを進めて

きたことにより、具体的な連携事業を企画できる環境が整いつつあり、「ＥＣＯＥＤＯ日本橋・ダイ

ナーズクラブ・ナイトアクアリウム」での三重の地酒を味わう「三重ナイト」の開催や、「江戸桜ル

ネッサンス＆夜桜うたげ」でのＰＲ機会の創出などにつながりました。なお、日本橋再生計画の一

環として「三重テラス」周辺に大規模商業施設がオープンするため、今後は、幅広い顧客の獲得に

向け、周辺施設や団体等とのさらなる連携に取り組んでいく必要があります。 

④「三重テラス」の活用や三重の情報発信に協力いただける事業者のネットワークづくりに向け、営

業活動や加入促進の取組を行い、三重の応援団や応援企業、応援店舗の登録拡大につなげました。

今後は、ネットワークをさらに拡大するため、取組内容を充実していくことが必要です。 

⑤県内市町や商工団体等との連携強化に向けて、職員をエリア別に担当として配置し、意見交換や訪

問活動を進めてきた結果、共同で企画を考えることができる関係の土台づくりができつつあります。

今後は、さらに十分な意思疎通ができるよう、「三重テラス」活用イベントの事前・事後のフォロー

を丁寧に行うなどの取組を続けていく必要があります。また、県庁内の横の連携を図っていく必要

があります。 

⑥関西圏での営業活動の展開として、ネットワークの拡大、市町や観光事業者との連携強化を図るこ

となどにより、ネットワーク形成が進みました。今後は、兵庫県や京都府などの人的ネットワーク

の形成など、関西圏全域でのさらなるネットワークづくりや、関西圏のメディアで取り上げてもら

えるよう効果的な情報発信に努める必要があります。また、平成 26年３月に策定した関西圏におけ

る三重の魅力の効果的な情報発信、観光誘客、「食」の販路拡大につなげる営業展開の基本的な方向

性等を示す「関西圏営業戦略 ＊」に基づき、取組を具現化していく必要があります。 



⑦県産品の販路拡大と県内への誘客を図るため、神宮式年遷宮を生かした「平成おかげ参りプロジェ

クト」を平成 25 年 10 月から実施し、全国の老舗百貨店で開催した物産展では、目標を上回る売上

げや新規の百貨店の掘り起こしができました。平成 26年度も引き続き実施し、効果的な情報発信を

進めていくことが必要です。 

⑧日台観光サミットを契機とした台湾での「三重県物産展」を平成 25 年８～９月および平成 26 年３

月に計２回実施しました。また、延べ県内 19事業者、55商品が出品され、平成 24年度からの累計

で延べ 51 事業者 197 品目、合計約 429 万円の売上があり、平成 24 年度と比較して売上が約３割向

上しました。また、平成 22年度から三重南紀みかんの輸出を始めたタイでは、高級スーパーにおい

てみかんの他にいちご、柿といった青果物と加工品を販売する物産展を平成 25 年の 11～12 月に初

めて開催し、県産品の販路拡大に取り組みました（６事業者 19 品目、販売実績約 1,065 万円）。こ

れら取組の結果、日本酒や醤油などが定番商品となったほか、現地で売り込みを行った事業者が現

地ニーズ等を把握できたことで、現地での営業展開と定番化に向けた足掛かりを築きました。さら

に、輸出促進の取組を進めるため、平成 26年３月に三重県農林水産物・食品輸出促進協議会を設置

しました。今後は、物産展の開催にとどまらず、さらなる販路開拓に向け、現地バイヤーとの商談

会や意見交換の場作りを進めていくことが必要です。加えて、タイにおける青果物の販路拡大のた

めには、輸送保管方法や販売時期の検討並びに輸出向けの産地の生産体制の整備が必要です。 

⑨「あかね材」を住宅や商業施設に利用してＰＲする「パートナー企業」20社を選定し各社の取組を

情報発信するなどの支援をしました。また、市町における「公共建築物等木材利用方針」の策定を

働きかけた結果、新たに 11 市町（合計 27 市町）で方針が策定されるなど、公共建築物への利用促

進に取り組みました。今後も、「あかね材」のさらなる認知度の向上と新たな販路開拓が必要です。 

⑩みえフードイノベーションでは、ネットワーク会員数は 302 者となり、平成 24年度に立ち上げたプ

ロジェクトを引き続き支援するとともに、新たに８つのプロジェクトを立ち上げ、みえのソフトク

リーム、みえックスキャンディ、鹿肉の調味生肉、みえの調味料等の販売が開始されました。また、

新たな連携を促進するため、シンポジウムや素材提案会を開催しました。販売力のある事業者や研

究機関等と開発した商品の商品力強化、売れる商品を生み出す研究開発、県内資源の活用検討など

を通じて、さらなる連携を促進する必要があります。加えて、６次産業化ファンドなどと連動した

サポート体制や経営アドバイスの取組などにより、企業と連携できる意欲ある生産者の６次産業化

を支援する必要があります。 

⑪農業研究所、畜産研究所では、研究コンソーシアム ＊による活動などを通じ、これまでに、実需者

のニーズに対応したトマトを生産するための「専用給液装置」の試作機や伊勢茶活用の「濃厚カテ

キン茶」の農業者への技術移転、育成した赤米品種を活用した甘酒や腎臓病患者向け低リン米の商

品化、肉用牛への飼料米給与技術の畜産事業者への移転につなげることができました。今後も、食

品産業事業者や農業者等との連携を強化し、生産現場の課題に応じて計画的に研究を行うとともに、

開発した商品や技術については円滑に農業者等へ技術移転していくことが必要です。 

⑫水産研究所では、アカモク ＊など低利用資源の学校給食での利用を進め、一部の学校で給食での提

供が始まりました。また、塩蔵食品加工業者に対して製造過程における温度管理に関する指導を行

い、商品性の向上の取組を支援しました。引き続き、アカモクなど低利用資源の学校給食などでの

利用促進、塩蔵食品加工業者の品質管理方法の改善が必要です。 

⑬工業研究所では、県内の食品関連企業の試作品製造や評価等を支援（41 件）するとともに、３社と

共同研究を進めました。また、津、伊賀地域などにおいて、各地域の企業や関係団体と共同で研究

会を開催し、県内企業における新たな商品化の取組を支援しました。この研究会活動の中で、工業

研究所がドライフルーツ化に関する特許を取得するとともに、工業研究所と農業研究所による研究



プロジェクト（「ニホンナシの新しいドライフルーツ作製と省力栽培技術の確立」）によって工業研

究所の技術を活用した商品開発が促進されました。今後も引き続き、県内の食品関連企業に対して

技術的支援を行う必要があります。 

⑭「みえフードイノベーション・ネットワーク」を活用して、産学官連携によるマダイ、マグロ、ノ

リ、アサリを対象とした新たな商品開発や商品化に向けた技術開発を進めました。特に水産研究所

で作出し、養殖に成功したアサクサノリ ＊は、平成 25年度の入札会で通常のノリの５倍の高値で取

引されました。今後、マダイ、マグロにおいては知名度の向上や流通販売体制の充実が、ノリ、ア

サリにおいては生産の安定化や流通販売体制の構築が課題です。 

⑮戦略的ブランド化推進事業に関しては、三重ブランド ＊認定指向を持つ事業者に対し、実施計画に

沿った支援を進めています。みえセレクション ＊については、平成 25 年８月、平成 26 年３月に選

定を行い、合計 35品目を選定しました。フードコミニュケーションプロジェクト ＊集中研修につい

ては、受講者 12者を対象に、事業者の商品力・営業力向上に向けた研修を実施しました。引き続き、

みえセレクションなどの品目の増加を図るとともに、事業者の商品力・営業力向上に向けた取組が

必要です。 

⑯農業大学校における農業者のマーケティングスキル向上に向けた研修プログラムについては、商談

会シートの作成実績が 23件、商談会への出展実績が 25件となり、実践力向上の成果が見られまし

た。引き続き講座の周知と的確な実施に努めるとともに、研修終了後も、研修効果を高めるための

継続的な支援に取り組む必要があります。 

⑰「地域活性化プラン」については、前年度までの 113 プランに加え、新たに 54 プランが策定され

ました。これまでに策定された 167プランで地域営農の維持・発展に向けた取組やビジネス展開に

向けた取組が始まっています。引き続き、策定地域のさらなる拡大と、プランの実践により新たに

創出された産物や商品の改良、販路開拓など、実践取組のステップアップを支援するとともに、今

後は、少子化など地域の社会的課題の解決に向けた新たな取組を促進する必要があります。 

⑱水産業・漁村振興計画の策定については、鳥羽市答志地区など 10地区での計画策定を支援しました。

また、平成 24年度までに計画を策定した伊勢市今一色地区における黒ノリ加工製品の開発や紀北町

三野瀬地区におけるヒロメの試験養殖など７地区の活動経費を補助しました。今後は、各地区でリ

ーダーとなる人材の確保・育成や地域間における活動の情報共有が必要です。 

⑲「いなかビジネス」に取り組む団体は 140 団体（H24 年度末 125 団体）に三重の里ファン倶楽部会

員数も 6,500名（H24年度末 5,800名）に増加しました。「いなかビジネス」取組団体の交流人口は

前年比 3.8%、売上額は前年比 5.1％増加しており、地域の活性化につながる成果が見られました。そ

のほか、これまでに育成した農村起業を促進するコーディネーターが起点となり、日替わりシェフ

による農村レストランの開店や、都市部の若者をターゲットとして農業を体験させるビジネスなど

新たな発想による農村起業の取組が生まれつつあります。「いなかビジネス」のさらなる取組の拡大

に向け、引き続き取組に対する助言や情報提供などの支援を行うとともに、企業等との連携による

情報発信やＰＲイベントの開催などにより、集客力の向上に向けた取組を進める必要があります。

また、交流人口の増減に関する要因分析のために実施した交流施設調査や利用者アンケート調査の

結果を踏まえ、課題の対応を進めるとともに、集客数が減少している団体・施設に対する重点的な

支援に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 



平成 26 年度の改善のポイントと取組方向  

①「三重テラス」において、集客力を強化し、リピーター獲得につなげるため、来館者が新しい発見

や三重の本物を実感できるよう、ショップ、レストラン、多目的ホールが連動した運営を進め、常

に旬な三重の魅力を感じられる拠点づくりに取り組みます。また、「熊野古道世界遺産登録 10周年」、

「遷宮おかげ年」の機会を捉え、旬発力（旬な情報の発信力）の高い活動を効果的に展開し、三重

の魅力発信・三重テラスへの集客活動につなげていきます。 

②「三重テラス」における県内企業・事業者のチャレンジに対する支援を強化するため、県、市町、

関係団体、運営事業者が連携して、魅力ある三重ならではの商品や生鮮品、小規模事業者のまだ知

られていない逸品など、商品等の発掘と出品に向けた支援に取り組むとともに、出品前段階から店

頭販売までの一連の取組の中でのフォローアップを通して、商品のブラッシュアップにつなげます。

また、首都圏への県商品の供給体制が弱いなどの課題等について、具体的な解決方法を検討・整理

し、「三重テラス」における県内事業者を支援するトライアル機能の強化につなげていきます。 

③「三重テラス」周辺施設や団体等との連携については、連携によるメリットを活かせるよう、島根

県や奈良県との連携したイベントの開催等、「三重テラス」での企画づくりに取り組んでいくとと

もに、平成 26 年４月に日本橋にオープンした福島県の情報発信拠点とも連携した多様な取組を進

めていきます。 

④首都圏におけるネットワークの拡大と連携を進めるため、三重県出身者、三重県関係企業、日本橋

地域の勤務者・居住者・来訪者をメインターゲットとして、三重の応援団・応援企業・応援店舗等

への加入促進など、ネットワークづくりに取り組み、コアなファン層の拡大をめざします。また、

三重テラス２階の効果的なイベントの企画や日本橋周辺地域のイベント等とのタイアップ企画な

ど、ネットワークの強みを活かした企画を展開します。 

⑤県内の市町や商工団体等関係団体等が、「三重テラス」を有効に活用できるよう、「三重テラス」で

の企画立案、告知等連携を密にして、効果的な催しの開催を支援します。また、三重県営業本部 ＊

の推進体制を十分活用しつつ、営業本部員会議と営業本部推進チーム会議の開催を通じて、情報共

有を図り、横の連携を強化していきます。 

⑥「関西圏営業戦略」に基づき、効果的な営業活動を展開するため、関西圏での効果的な情報発信に

より、一般消費者、マスコミ等に三重の魅力を訴求し、三重への観光誘客の増加や「食」の販路拡

大につなげていきます。また、営業活動の展開基盤となる多様なネットワークの充実・強化に向け、

経済界（関西経済連合会など）、マスコミ、旅行会社、小売・流通関係者、三重ゆかりの店舗、三

重の応援団、県人会、高校同窓会の会員等との「顔の見える」関係を構築するとともに、市町、商

工団体、事業者、広域的な組織等との連携を強化していきます。 

⑦「平成おかげ参りプロジェクト」では、県産品の販路拡大と県内への誘客につながるよう全国５店

舗の百貨店で物産展を開催するとともに、平成 26年秋には、おかげ参りの終着地の伊勢市内で、こ

れまでプロジェクトを実施してきた都道府県の物産を販売する最終イベントを開催します。 

⑧台湾、タイでの三重県物産展の成果や課題並びに輸出状況調査結果から明らかとなった県内事業者

が抱える課題を踏まえ、三重県農林水産物・食品輸出促進協議会において、東アジア、アセアンを

中心に物産展を開催し商品の定番化をめざすとともに、国際見本市への出展やバイヤー招へいを通

じた商談機会の提供、青果物の輸送保管方法等の検討などにより輸出拡大を図っていきます。 

⑨「あかね材」のさらなる認知度向上と利用拡大を図るため、住宅や商業施設に「あかね材」を利用

する「パートナー企業」のＰＲ活動についてショッピングセンター等の商業施設に重点を置いて支

援するとともに、県内外の工務店等に対して「あかね材」の利用を働きかけます。また、｢あかね材｣

の公共建築物への利用促進のため、残り２市町について｢公共建築物等木材利用方針｣の策定を働き



かけます。 

⑩「みえ“食発・地域イノベーション”創造拠点 ＊」の機器を活用して、県内企業の商品開発や企業

が持つ課題の解決につながるよう引き続き支援するとともに、研究プロジェクトのコーディネート

等に取り組みます。 

⑪引き続き、みえフードイノベーション・ネットワーク会員の拡大を図るとともに、事業者連携によ

るプロジェクトのさらなる創設と的確な進行管理に加え、生産者や事業者だけでは取組が困難な新

品種の育成・改良、生産性向上技術の開発など農林水産各研究所が主体となるプロジェクトや、マ

ダイ、マグロ、ノリ（アサクサノリを含む）、アサリなどの生産流通体制の確立・強化、販売戦略の

検討など産地と連携したプロジェクトを推進します。また、バイヤー等の県内招へいや大都市圏で

の試験販売等による開発商品の商品力強化、さらには、三重県６次産業化サポートセンターによる

支援、国交付金・６次産業化ファンドなどの活用による伊勢たくあん製造業者と連携した御薗大根

の生産拡大や、県内若手農業者による、みえ次世代ファーマーズ「ミエル」、県内水産物の新たな流

通に取り組む「みえ水産くらぶ」などの意欲ある生産者等の６次産業化支援などに総合的に取り組

むことで、県内農林水産業を牽引する新たな商品やサービスを創出します。 

⑫戦略的ブランド化推進事業では、平成 25年度に支援対象となった事業者を優先して必要な支援を行

います。また、みえセレクションの選定に引き続き取り組むとともに三重テラス等と連携して情報

発信に取り組んでいきます。フードコミュニケーションプロジェクトでは、研修会の開催等事業者

の商品力・営業力の向上に向けた支援を行います。 

⑬農業大学校が行うマーケティングスキル向上に向けた研修プログラムについては、新たな受講者の

確保に向け、講座を開催する各地域のニーズに応じて、開催時期や方法、内容などを見直していき

ます。また、講座修了者に対する研修後のフォローアップとして、地域農業改良普及センターによ

る、商工会等と連携した地域マッチング交流会の開催や助言、各種商談会情報の提供などに取り組

みます。 

⑭地域活性化プランについては、市町・ＪＡ等と連携し、農業者等の意欲醸成を図りつつ、策定地域

の拡大と継続的な実践支援に計画的に取り組みます。また、販路開拓等へ向けて、みえフードイノ

ベーション・ネットワークや展示・商談会等への参加促進や６次産業化事業等への誘導などビジネ

ス展開に向けた意欲醸成を進めるとともに、新たに創出された商品等の高付加価値化をめざして、

食品関連事業者等異業種からの提案に対応できる産地づくり等を支援します。 

⑮平成 25 年度までに策定済みの 23 地区における水産業・漁村振興計画の実践を支援するとともに、

紀北町紀伊長島地区等新たに 10地区での計画策定を促進していきます。また、地域リーダーの育成

を通じて地域が主体となった推進体制の構築や、実践成果の共有を図るための発表会の開催などの

活動を促進します。併せて、鳥羽市や志摩市の海女漁業を核とした活性化の取組など、漁村地域が

所得向上のための取組を定めた「浜の活力再生プラン」の策定を推進することで、漁業者の所得向

上に係る取組の実践に繋げていきます。 

⑯「いなかビジネス」の取組拡大と顧客の獲得およびリピート率向上に向け、専門家派遣やコーディ

ネーター養成講座開催などによる人材育成や、継続的な情報発信などに取り組むとともに、平成 25

年度の施設調査結果（要因分析）や利用者アンケート調査結果を踏まえ、より効果的な情報発信や

サービス改善につなげていきます。具体的には、集客力の向上に向け、体系的な選択専門研修（サ

ービス開発、トレンドセミナー、おもてなし向上、ＳＮＳ＊活用講座など）を開催し、取組団体の商

品開発や情報発信などのスキル向上を支援します。また、被災地支援の一環として、引き続き、岩

手県久慈市と県内のいなかビジネス取組地域との相互交流に取り組みます。 



緊急課題解決８  

 
 
 

【主担当部局：雇用経済部】 

プロジェクトの目標 

・県内産業の空洞化懸念を払拭し、三重のものづくり産業が、「メイド・イン・三重」として日本をリー

ドし、世界に打っていくことで、産業が活発で県内外から投資が呼び込める環境が整備されています。 
・三重のものづくり産業の強じんな基盤づくりや国内外からの企業誘致を進め、働きがいあふれる雇用

の場が増加しています。 
 

評価結果を踏まえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標は未確定（現在集計中）で

あることと、実践取組のうち、目標をわずかに達成

できなかったものがありますが、概ね目標は達成し

たことから、「ある程度進んだ」と判断しました。 

   

  

プロジェクトの数値目標     

目標項目 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 現状値 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

操業しやすい
と感じる企業
の割合の伸び
率 

 110 130 

0.98 

140 150 

100 115 127   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

三重県が国内で操業しやすい環境が整備されていると感じる企業の割合の平成 23 年度を 100 と
した場合の伸び率 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 24 年度の実績値及び平成 25 年度の目標値を踏まえ、平成 27 年度目標値の達成を見据えた
伸び率の目標値を設定しました。 

 

実践取組の目標      

実践取組 
年次計画のうち 

主なもの 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度  

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１「立地環境の魅力
低下」を解決するた
めに 

外資系企業の誘
致  1 件 1 件 

1.00 
1 件 1 件 

1 件 0 件 ３件   

２「海外展開の障害
となる課題」を解決
するために 

海外展開による
取引先の拡大 

 
 

－ 

３「ものづくり中小
企業の課題」を解決
するために 

世界に誇れるも
のづくり中小企
業の創出 

 30 社 30 社 
0.97 

30 社 30 社 

― 32 社 29 社   

 

   

       

     

 

   

       

     

日本をリードする「メイド・イン・三重」 

～ものづくり推進プロジェクト 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

４年間で 40 社以上が取引を拡大 



 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 2,476 94 181  

 

 

平成 25 年度の取組概要 

①企業誘致の推進について、研究者などの「人材」を誘致、新たな企業投資促進制度である「マイレ

ージ制度」＊を導入し、成長産業の誘致、マザー工場化 ＊につながる設備投資を支援（誘致件数 91

件） 

②多くの企業本社が立地する首都圏・関西圏を中心に集中的な企業誘致を実施、県内企業等の投資活

動を支援（首都圏での県内に立地する企業との小規模な懇談会 ４回開催） 

③金融機関等と連携した投資セミナーを開催（平成 26年３月 12日大阪市内で開催、参加者約 150人） 

④市町等が行うセミナーに延べ９回参画するなど、関係機関等とも連携しながら、本県の操業環境の

魅力などについてＰＲを実施 

⑤欧米等先進国の技術力の高い企業をターゲットとした海外ミッションの実施（８月：米国）や、外

資系企業を対象とした投資促進セミナー開催による県内操業環境情報を発信（11 月：三重テラス ＊

で開催、約 60名の外資系企業、大使館関係者参加） 

⑥国際競争力のある外資系企業の誘致に向け、外国商工会議所やグレーター・ナゴヤ・イニシアティ

ブ協議会（ＧＮＩ）＊等の事業への参加や、大使館など在日外国公館や関係機関等とのネットワーク

を活用したうえでの外資系企業の動向に関する情報交換を実施 

⑦県内の航空機関連企業による設備投資等を促進するため、国に対して国際戦略総合特区の申請を行

い、平成 25 年 10月に県内企業７社の工場が特区に指定 

⑧海外ミッションにおいて世界有数の航空機製造企業を訪問し三重の立地環境についてＰＲするなど、

航空機産業を成長分野の一つととらえ誘致活動を展開 

⑨県内中小企業等の海外展開を促進するため、日本貿易振興機構（ジェトロ）等専門機関との連携に

よる個々の企業ニーズに応じた販路開拓の支援、海外市場動向・制度に関する情報の収集・提供等

のサービスを実施 

⑩日本貿易振興機構（ジェトロ）の支援メニューを活用し、台湾との産業連携の手法に関する研究会

を立ち上げ（５月）、台湾企業とのマッチング手法を研究 

⑪ブラジルミッション（８月実施）では、大学を含む行政団、経済団、民間団の３団からなる総勢 66

名の「オール三重」でミッション団を構成してサンパウロ州を訪問し、県内各界が連携して三重県

の総合的なプロモーションを実施 

⑫三重県海外ビジネスサポートデスクにおいて、セミナー開催等による海外展開に関する情報提供、

個別相談会の実施、海外現地における商談機会を提供（相談実績：中国ビジネスサポートデスク 222

社・233件、アセアンビジネスサポートデスク 90社・131件） 

⑬県内環境関連企業等の技術・製品等の海外展開を図るため、公益財団法人国際環境技術移転センタ

ー（ＩＣＥＴＴ）において、マレーシアへの環境関連企業の展開可能性調査や、アセアンビジネス

サポートデスクと連携協力して、ビジネスマッチングを実施 

⑭県内企業がタイへの海外展開に取り組みやすくするために、タイ投資委員会（ＢＯＩ）とＭＯＵを

締結（11月） 

⑮川下企業 ＊、中小企業双方のニーズを把握し、川下企業の製造拠点又は研究開発拠点で、県内もの

 

   

       

     



づくり中小企業の技術等を紹介する出前商談会等を開催し、県内中小企業の販路拡大の機会を創出 

⑯工業研究所が中心となり商談会等で明らかになった技術課題等について支援を行い、県内中小企業

の技術力の向上を促進 

⑰自動車の軽量化に係る研究会活動を通じて、新たな取組にチャレンジする県内ものづくり企業を支    

 援 

⑱県内中小企業の課題を解決し、商品開発につなげていくため、県研究機関と産業支援機関が連携し、

ものづくり技術基盤の開発、新たな市場開拓につながる改良開発型の技術開発に加え、ニーズの高

い中小企業の予備的な研究としての「可能性試験」の３段階で企業の段階・業態に応じて支援 

⑲中小企業が出願する特許等の取得活動に係る資金を補助するとともに、県公設試験研究所等が取得

した特許権等を活用することで中小企業等の技術高度化や新商品開発を支援 

⑳中小企業連携体の自立化に向けた活動支援のため、市町の支援機関との一層の連携を図るとともに、

県内中小企業による地域を超えた交流に取り組んでいる全国的な中小企業連携体との連携を促進 

㉑三重県と北海道のそれぞれの産業の強みを生かした連携を進めるとともに、「ものづくりテクノフ

ェア 2013（札幌市）」及び「第 11 回リーディング産業展みえ（四日市市）」へ出展し、商品開発な

どの連携事例を紹介するとともに、参画メンバーの交流を促進 

㉒前年度実施した全国アンケート調査結果をもとに他府県へのベンチマーキング及び有識者へのヒア

リングを行い、いかに表彰制度の価値を生み出し、表彰者等の販路開拓に繋げるかを検討し、制度

設計を検討 

㉓県内中小企業の経営の安定を図るため、引き続きセーフティネット資金を実施するとともに、みえ

産業振興戦略 ＊の推進に向けた、中小企業の取り組みを支援するため、みえ産業振興戦略関連資金

等を創設し、中小企業における金融の円滑化を促進 

㉔地域資源を活用した取組について、ファンド活用による県内事業者の取組を支援するとともに、採

択された中小企業者等に対するフォローアップ活動などを実施（35件の取組支援） 

㉕伝統産業・地場産業事業者や地域資源活用事業者の商品開発、販路開拓への支援を行うため、首都

圏や県内外で活躍するデザイナー、クリエイター等とのマッチングを通じた商品開発（12件）や販

路開拓の具体的な仕組みづくりや、県内の集客拠点におけるテスト販売機会の創出を通じた商品の

ブラッシュアップを支援 

㉖伝統工芸に携わる技術者の人材育成や後継者育成につながる勉強会等を実施 

㉗「三重県中小企業・小規模企業振興条例」の制定に向けて、中小企業関係者や有識者などによる検

討会議（７～１月）を設置、県民の意見を聴くためのパブリックコメントを実施（11～12 月）、現

場の声を聴くための各商工会及び商工会議所単位での意見交換を実施（12月） 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①県内での投資を促進するため、成長産業における投資やマザー工場化の促進、外資系企業の誘致、

サービス産業の立地促進などを柱とする企業投資促進制度を活用し誘致活動を展開するとともに、

通常の企業訪問に加え、成長が見込まれる分野をターゲットに、多くの企業本社が立地する首都

圏・関西圏を中心に集中企業訪問を行いました。これらの取組の結果、誘致件数は 91 件と増加し

たものの、施策（321）の目標である投資額（累計）については、目標の８割程度の達成率となり

ました。今後は、関係機関等と連携した投資制度のＰＲの強化、県内事業所の操業環境の整備・向

上に向けてのニーズの把握、さらに「事業改善に向けた有識者懇話会」の意見を踏まえた新たな誘

致手法の検討などに取り組む必要があります。 

②金融機関等と連携した投資セミナーの開催や、市町等が行うセミナーへの参画など、関係機関等と



連携しながら本県の操業環境の魅力をＰＲしました。また、首都圏での県内立地企業との懇談会で

は、企業の投資動向の把握や操業環境に関する意見交換を行い、県内での再投資の働きかけや、操

業の継続・拡大などに向けた課題の把握に努めてきました。このように、企業及び関係機関の協力

も得ながら操業環境の改善に取り組み、四日市市内の半導体工場新棟建設においては、高圧ガス等

に関する規制の合理化等が進み、コスト削減に大きく寄与しました。今後、特に県南部地域におい

ては、製造業のほか地域の優れた資源を活用する企業等の誘致に向け、継続して取り組み、地域の

活性化にもつなげていく必要があります。 

③外資系企業の誘致について、「三重テラス」での投資セミナーの開催、ＧＮＩが主催する、ＣＦＫ

バレーやフラウンホーファー等の研究機関等が参加した次世代産業高度化セミナーへの参加、大使

館や米国商工会議所の訪問等さらなるネットワーク構築に向け積極的に取り組みました。こうした

取組により、６月に日本マイクロサーム（海外の高機能断熱材メーカーの日本法人）が、生産規模

の拡大に伴う津市内への工場移転と併せて本社機能を東京から津市に移転しました。また、８月の

知事ミッションによる米国訪問においては、グローバル企業を対象にトップセールスを行い、11

月にサンディスク（フラッシュメモリー開発・製造・販売メーカー）が四日市市内に単独で「イノ

ベーションセンター」を開設することが決定しました。今後は、ＧＮＩをはじめこれらの活動を通

して外資系企業の誘致活動を展開するとともに、欧米などの先進国と連携した研究開発や商品づく

りなどにも取り組み、県内へのさらなる投資を呼び込んでいく必要があります。 

④平成 26年２月に三菱重工業株式会社において、ＭＲＪ＊量産拠点の一つに松阪工場が選定され、今

後、航空部品製造に係る産業クラスターの展開が計画されています。また、航空機関連産業につい

ては、ＭＲＪ量産拠点の一つに松阪工場が選定されたことを絶好の機会と捉え、県内中小企業の航

空関連分野への参入に向けた技術の高度化などを進めるとともに、関連企業に対する積極的な誘致

活動を展開し、県内における航空機産業の集積につなげていく必要があります。 

⑤県内中小企業等の海外展開について、平成 25 年９月、三重県の強みを発揮できる分野及び国・地

域に対し、限られた資源の中で、重点的かつ集中的に国際展開を行うため、三重県が取り組むべき

方向性を定めた「みえ国際展開に関する基本方針」＊を策定しました。今後は、同方針を具体的に

推進していくため、これまで本県と連携して海外展開に取り組んできた企業だけでなく、国際展開

に関心のある幅広い県内企業等が参画し、官民一体の体制で推進する仕組みが必要です。 

⑥三重県海外ビジネスサポートデスクについて、県内中小企業における中国、アセアンへの事業展開

を支援するためのワンストップ窓口として効果的な現地サポートを実施してきました。今後は、サ

ポートデスクだけでは対応することが困難な専門的課題に対しては、｢中小企業等の海外展開支援に

係る業務協力に関する覚書｣を締結したジェトロ等と連携して県内企業の課題解決支援に取り組む

必要があります。特に、中国デスクにおいては、税制面や商標の問題など進出済企業に対するきめ

細かな支援を行う必要があり、アセアンデスクにおいては、タイ以外の周辺諸国におけるサポート

機能を充実していく必要があります。  

⑦県内環境関連企業等の技術・製品等の海外展開を図るため、アセアンビジネスサポートデスクがＩ

ＣＥＴＴと連携し、タイ・バンコクで開催された東南アジア最大級の金属加工・工作機械の国際見

本市「メタレックス 2013」の会場において、ビジネスマッチングを支援しました。今後は、ＩＣＥ

ＴＴに委託したマレーシアへの展開可能性調査の結果を生かして、同国をはじめアセアン地域への

県内環境関連企業等の海外展開の支援を行うとともに、支援モデルを検討することが必要です。 

⑧出前商談会等を 11回開催し、県内企業が延べ 265 社参加しました。合計 341 件の新たな取引に向け

た「きっかけ」が生まれ、12 件の取引が成立しています。一方で、商談が進んでいない案件や取引

成約に至らなかった案件もあることから、その理由の把握・整理、技術的課題等の解決に向けた試



験・評価及び共同研究等の技術的支援を進めていく必要があります。また、自動車の軽量化にかか

る研究会活動を通じて、新たな取組にチャレンジする県内企業が出ており、今後は、こうした活動

をより幅広い基盤技術分野で展開し、県内企業を支援する必要があります。 

⑨メイド・イン・三重ものづくり補助金事業は、採択された事業が効果的に実施されるよう関係機関

と連携して行っていくため、「町の技術医」としての工業研究所が、産業界や大学・研究機関などの

「連携窓口」としての機能を担っていくことが求められています。また、国の平成 25年度補正予算

において創設された、「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」は、これま

でより多くの中小企業・小規模企業の方が対象となったので、この制度を有効に活用し、両事業と

もに、採択されなかった事業者のフォローアップについても行う必要があります。 

⑩中小企業等による特許等の出願支援については、12件（国内９件、外国３件）の出願補助金を交付

し、特許権等の取得の支援を行いました。また、県公設試験研究所等においては５件（工業研究所

１件、農業研究所２件、林業研究所１件、松阪農林事務所１件）の特許出願を行い、特許出願中で

あった 14件のうち、９件（うち１件は外国特許を含む）の特許権を取得しました。引き続き、県内

事業者の特許戦略への支援や特許権等の有効活用を図って行く必要があります。 

⑪優れた技術等を有する県内の中小企業が連携し、取引拡大、技術力向上、新分野進出等につなげて

いく中小企業連携体の取組を支援しました（３者）が、共通する課題として、補助金終了後を見据

え組織体制のさらなる整備と受注拡大への取組を促し、活動の自立化や継続化を図る必要がありま

す。また、国の中小企業連携体支援事業の活用も図っていく必要があります。 

⑫北海道との産業連携について、本県の企業が北海道産牛乳を使用したプリンなどの商品化や、北海

道の企業が三重のものづくり技術を活用し高品質なたね油の製造・販売を行うなど具体的な取組も

出てきています。今後、連携した地域ラウンドの拡大や新たな販路開拓などにも取り組む必要があ

ります。 

⑬国や本県で実施している顕彰事業の県内受賞企業については、ものづくり及びサービス分野におい

ては、特に大企業及び規模の大きい中小企業が多くを占める状況にあります。このため、小規模企

業を主に対象とした顕彰制度の検討を進めました。今後、県内ものづくり企業について、より広く、

効果的にＰＲするための取組を検討する必要があります。 

⑭中小企業金融の円滑化の促進について、三重県信用保証協会への保証料補助と金融機関への利子補

給による低利融資によって、融資を受ける中小企業者の負担を軽減するとともに、資金供給の円滑

化により中小企業者の経営基盤の強化を図りました。今後、三重県中小企業融資制度による資金供

給をより効果的なものとするため、商工会議所、商工会、金融機関および信用保証協会との連携を

促進し、事業計画の作成から融資判断、融資後のフォローまで経営支援の充実を図ることが必要で

す。また、三重県中小企業・小規模企業振興条例やみえ産業振興戦略の具現化につながる中小企業

の前向きな事業活動への資金供給が円滑化されるよう支援する必要があります。 

⑮「地域コミュニティ応援ファンド」「農商工連携推進ファンド」の活用により、地域資源を活用し

た新商品開発や販路開拓等 35 件の取組に対して支援を行いました。今後も、国、県の様々な支援

制度の情報提供やフォローアップ等の取組を行っていくとともに、地域資源を生かした新たな取組

として、クール・ジャパンとして海外に高く評価されている「食」に着目し、県内事業者の食分野

への参入を促進していくことが必要です。 

⑯県内の伝統産業、地場産業の振興について、現在のライフスタイルに対応した新たな取組を進める

ため、首都圏、中部圏のデザイナー等とのネットワークづくり等を進めた結果、萬古焼や伊賀くみ

ひも等において、12件の新商品づくりに結びつき、「三重テラス」等で成果発表会を開催しました。

また、地域資源を活用した商品を掘り起こし、県内集客拠点等を活用したテスト販売やブラッシュ



アップを行う取組を進め、ネクスコ中日本との連携により４種類のパッケージ商品等の開発を行う

とともに、県内サービスエリア等での新商品のテスト販売の取組を行いました。今後、これらの商

品の新たな販路の開拓や、海外等も視野に入れたテストマーケティングを行っていく必要がありま

す。 

⑰伝統産業や地場産業事業者の人材育成について、「伝統産業・地場産業新たな魅力創出事業費補助

金」を活用して、萬古焼の後継者育成の取組を支援するとともに、県内各地で事業者の情報交換や

ネットワークづくりにつながる勉強会を開催しました。今後も、デザイナーとの連携を通じた商品

開発や販路開拓を促進する取組と一体的に、事業者が自らの取組をブラッシュアップする勉強会な

どを実施し、人材育成等を支援していく必要があります。 

⑱「三重県中小企業・小規模企業振興条例」については、平成 26年３月 19日に県議会において可決

されました（同年４月１日施行）。今後は、条例に基づく中小企業・小規模企業の振興について、

地域において具体的かつ計画的に取り組むことが必要です。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①県内投資の促進に向け、企業の幅広いニーズにワンストップサービスで迅速に応えるとともに、25

年度から運用している新たな企業投資促進制度の活用や規制の合理化取組などを進めます。特に、

成長が見込まれる分野の企業への集中訪問や金融機関、市町等との連携によるセミナーを実施する

など、首都圏・関西圏を中心にターゲットを絞りながら、効果的な誘致活動を展開し、県内の工場

の機能診断や産業別の立地特性に関する調査研究を行いながら新たな誘致手法を検討していきま

す。また、操業環境に関する県内事業所の生の声を聞く懇談会を地域ごとに開催し、操業環境の一

層の整備・向上につなげていきます。 

②本県の操業環境の魅力などの周知について、本県の魅力ある観光資源や豊富な食材を生かして、地

域経済への波及効果の高いサービス産業の立地を進めます。そのため、引き続き情報収集を行いな

がら関係機関や地域の様々な取組と連携し、サービス産業に関連する企業等に対する誘致活動を進

め、市町とも十分な連携を行いながら操業し易い環境を整えるなど丁寧な取組を行っていきます。 

③外資系企業の誘致について、競争力のある企業を誘致するため、欧米等の先進国における研究機関

や地域との連携を強め、そのネットワークを活かした効果的な誘致活動を進めるとともに、本県の

高度部材産業群などの強みを生かした産業連携を模索します。その際、海外の展示会への参加など、

本県単独では取り組みにくい事業は、ＧＮＩの機能を十分に活用しながら進めていきます。さらに、

国内に既に立地済みの企業の県内立地を進めるため、首都圏での投資促進セミナー等の開催など積

極的なＰＲにも取り組みます。 

④県内企業の航空関連分野への参入や取引拡大が図れるよう技術の高度化への支援や商談会の開催な

どの取組を進めるとともに、新しい投資促進制度や国の国際戦略総合特区制度を活用し、外資系も

含めて航空関連企業の誘致を進めていきます。また、特区の指定区域の追加申請を行うほか、特区

制度や地域推進協議会のネットワーク等を活用して、航空機関連の設備投資を促進していきます。 

⑤産学官と金融機関、関心のある企業が参画する「三重県企業国際展開推進協議会」を設立し、県内

企業の課題やニーズを把握するとともに、支援機関が連携して、幅広い分野での中小企業・小規模

企業の海外展開を支援していきます。また、既存の観光誘客、農林水産品の輸出促進、ライフイノ

ベーションにかかる海外展開の協議会を含めた４つの協議会の情報共有や中期戦略の協議等を行う

「みえ国際展開推進連合協議会」（仮称）を設立します。 

⑥三重県海外ビジネスサポートデスクについて、企業団体等と連携したＰＲに取り組み、県内企業の

活用頻度の向上を図るとともに、相談企業ごとに記録し、方策を整理しながら対応します。また、



「三重県企業国際展開推進協議会」の取組に対し、海外現地機関等との仲介機能を果たします。さ

らに、中国デスクにおいては、税制面や商標など専門的課題を、ジェトロをはじめ専門的機関と連

携して解決していくとともに、アセアンデスクにおいては、タイ以外のアセアン諸国への対応につ

いて、ジェトロ等の外部機関との連携や関係諸国の駐日在外公館等とのネットワークを強化して、

支援を充実していきます。 

⑦県内企業が強みを有する環境関連技術について、ＩＣＥＴＴによるネットワークを活用するととも

に、中部経済産業局とも連携して海外展開を支援していきます。 

⑧出前商談会等について、多様な産業分野の川下企業のニーズ、及び県内中小企業等の技術・製品情

報について収集・整理をすることにより、川下企業のニーズの開発要素、緊急性、地域性等に応じ

て、出前商談会の形式を検討し、効果的にマッチングする仕組を構築していきます。また、県内中

小企業等に共通する基盤技術に関する研究会を開催し、新たな取組にチャレンジする県内中小企業

等の掘り起しを行うとともに、企業の生産現場における課題解決支援を行います。 

⑨県内中小企業・小規模企業が取り組む研究開発や商品開発により付加価値を高め、販路開拓にまで

つなげていくために、メイド・イン・三重ものづくり補助金事業や国の「中小企業・小規模事業者

ものづくり・商業・サービス革新事業補助金」により支援します。また、補助金等の採択がされな

かった事業者に対して、採択に至らなかった原因をともに考え、課題を把握し、次回の補助金獲得

につながるよう支援するとともに、技術的なアドバイスを行うことで、計画内容のブラッシュアッ

プを支援し、必要に応じて職員が現場に出向いて課題解決のための共同研究の提案を行うなど、事

業者の意欲を引き出すよう取り組んでいきます。 

⑩中小企業等による特許等の出願について、出願補助金を交付することによって、県内中小企業の特

許出願をさらに促進します。また、県公設試験研究所等における研究成果を新たに知的財産として

権利化（出願・審査請求等）し、継続して権利の維持を行うことで、県内企業関係者等が県保有知

的財産を有効活用できる環境の整備に努めます。 

⑪中小企業のグループ化・ネットワーク化は中小企業単独では困難な販路開拓・拡大、技術力向上や

新分野展開等に有効であることから、平成 26年度も引き続き、県内中小企業の連携体の組成、育成

を支援し、系列関係にない、様々な強みを持つ複数の中小企業が取り組む、「成長産業」や「海外展

開」への取組を促進していきます。 

⑫北海道との産業連携について、十勝ラウンドの取組を検証し、参画メンバーや他の地域ラウンドへ

の拡大、新たな販路の開拓などについて北海道庁とも連携し取組を進めていきます。 

⑬優れたものづくり技術やサービスの高付加価値化などを実現している小規模企業をはじめとした中

小企業・小規模企業等の魅力を周知するための顕彰制度「みえ産業企業選（仮称）」の検討を進めま

す。 

⑭中小企業に対する資金供給の円滑化の促進について、商工会議所、商工会及び金融機関等の支援機

関と連携して、「三重県版経営向上計画」の認定を受けた中小企業・小規模企業や新規開業者の支援

等、企業の事業活動に必要な資金が円滑に供給されるよう金融支援制度の充実を図ります。 

⑮地域資源を活用した新商品開発や、商品の改良、販路開拓等の取組を支援していくため、「地域コ

ミュニティ応援ファンド」や「農商工連携推進ファンド」については申請様式等を簡略化し活用を

促進するとともに、国の各種支援制度の活用を図ります。また、地域資源を生かした新たな取組と

して、「和食」のユネスコ無形文化遺産登録で、世界から日本の食文化に関心が寄せられているな

か、本県の食の産業振興につなげるため、「食のサミット」を開催し、県内事業者の販路拡大と幅

広い食関連事業者のプラットフォーム構築を目指します。さらに、平成 27 年度に開催される「ミ

ラノ国際博覧会」について、出展の有効性を検証するため、事業化可能性調査を行います。 



⑯伝統産業・地場産業が、国内、海外の消費者やユーザーに価値を提供する「感性価値創造型産業」

へと展開していくために、これまでの取組を通じて構築してきたデザイナー等とのネットワークを

強化して新商品開発を促進し、「三重テラス」等との連携を通じたテストマーケティングにより、販

路開拓等の取組を支援していきます。 

⑰伝統工芸等に携わる技術者の人材育成等につなげていくため、事業者の取組をブラッシュアップす

る勉強会の開催や、展示会等の開催を支援していきます。 

⑱「三重県中小企業・小規模企業振興条例」の理念に基づき、県が先頭に立って取組み、中小企業・

小規模企業の経営の安定及び向上、新たな価値の創造や挑戦を促進していきます。具体的には、三

重県版経営向上計画の認定、人材の育成、資金供給の円滑化、創業及び事業承継、海外展開など、

中小企業・小規模企業の特性に応じた支援を行っていきます。また、地域ごとに中小企業・小規模

企業振興を推進するため、「みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会」を県内５ブロックに設置し、

三重県産業支援センター、市町、商工会、商工会議所等といった関係機関と地域での支援策を十分

協議・検討しながら、その取組を進めていきます。 

 



緊急課題解決９  

  
 
 

【主担当部局：農林水産部】 

プロジェクトの目標 

・集落ぐるみによる野生鳥獣の追い払いや侵入防止柵の整備等を行う「被害対策」と、有害鳥獣等の適

正な駆除や野生鳥獣が生息しやすい森林整備等を行う「生息管理」に取り組み、「獣害につよい三重」

づくりが進んでいます。 

・「被害対策」と「生息管理」への的確な取組とあわせ、未利用資源活用の観点での「獣肉利用」を連

係させて進めることにより、本県の野生鳥獣による農林水産被害が減少しています。 

 

 

評価結果を踏まえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標は目標値を下回りました

が、農林水産被害金額やニホンジカの捕獲頭数が前

年度から改善されたことから、「ある程度進んだ」と

判断しました。 

   

  

 

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

野 生 鳥 獣 に よ
る 農 林 水 産 被
害金額 

 
728 百万円 

以下 
(23 年度) 

698 百万円 
以下 

(24 年度) 0.99 

660 百万円 
以下 

(25 年度) 

600 百万円 
以下 

(26 年度) 

751 百万円 

(22 年度) 

821 百万円 

(23 年度) 

701 百万円 
(24 年度) 

  

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

サル、ニホンジカ、イノシシ、カモシカ、カワウ等による農林水産業の被害金額 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 27 年度目標値の達成に向け、段階的に被害を減少させることをめざして設定しました。 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１「野生鳥獣に
よる農林水産被
害」を解消する
ために 

ニホンジカの捕
獲頭数 

 17,800 頭 17,800 頭 
0.98 

17,800 頭 17,800 頭 

15,393 頭 14,790 頭 17,529 頭   

２「獣肉等の利
活用に向けた課
題」を解決する
ために 

有害鳥獣捕獲野
生獣のうち利活
用された頭数 

 1,000 頭 1,200 頭 
0.89 

1,400 頭 1,600 頭 

800 頭 1,037 頭 1,066 頭   

３ 「集落周辺
へ の 頻 繁 な 出
現」を解決する
ために 

野生鳥獣の生息
しやすい森林づ
くりに取り組む
地域数 

 ４地域 ４地域 
1.00 

４地域 ４地域 

- ９地域 ８地域   

 

   

       

     

 

   

       

     

暮らしと産業を守る獣害対策プロジェクト 

 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 607 589 750  

 
平成 25 年度の取組概要 

①獣害につよい地域づくりに向けた、地域の獣害対策を担う人材の確保や育成、地域における野生獣

の追い払い活動への支援（８市町）、侵入防止柵整備（整備延長 16市町 272km（累計 21市町、1,798km））

など市町が主体となる地域協議会の取組への支援 

②事例報告会（200名参加）や「野生鳥獣による農林水産物の被害について考える月間」（９月）に開

催するフォーラム（450名参加）、県・市町の広報誌やマスコミなどの広報媒体を通じた生産者、集

落内非農家、都市住民等への獣害対策に関する意識啓発の実施 

③捕獲効率向上に向けた、シカ専用のドロップネットなど大量捕獲わな等の技術向上研修会の開催（２

回、53 名参加）、市町やものづくり企業等と連携したニホンザルの大量捕獲技術やニホンジカ・イ

ノシシの誘導式囲いわな技術等の開発 

④捕獲力の強化に向けた、国の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業などの活用を通じた市町が行う捕獲

活動などへの支援（17 市町）、市町間や県と市町の連携強化と各市町への支援の充実を図るための

「獣害対策カルテ」の作成（24 市町） 

⑤一斉捕獲の実施（２地域で３回）など隣接する県や市町における広域捕獲体制の整備 

⑥猟友会など関係団体と連携した、野生獣捕獲のための専門的技術の普及、実施隊員等の狩猟免許を

円滑に更新させるための支援 

⑦カワウによる漁業被害の軽減に向けた、漁協等が行う捕獲などの取組への支援 

⑧獣肉の安全性や品質の確保に向けた、「『みえジビエ ＊』品質・衛生管理マニュアル ＊」研修会開催

（３地域、96名参加）、解体処理施設への金属探知機など設備の導入支援（１件）、食中毒菌等のモ

ニタリング検査 

⑨安全性や品質が確保された獣肉を提供する販売事業者等を登録する「みえジビエ登録制度 ＊」の創

設 

⑩獣肉等の需要の拡大に向けた、首都圏などの飲食店事業者や大規模な流通事業者へのＰＲなどの販

売促進活動の展開 

⑪解体処理業者と食品産業事業者等との連携・マッチングによる新商品の開発・販売の推進 

⑫野生鳥獣が生息できる森林環境創出に向けた、森林再生整備等に取り組む実施箇所の拡大と、より

効果の高い森林再生整備手法の確立と普及 

 
平成 25 年度の成果と残された課題 

①「獣害につよい地域づくり」に向け、地域の獣害対策を担う人材の育成を図ったほか、集落ぐるみ

で行う野生獣の追い払いなどの取組への支援を実施しました。「獣害対策に取り組む集落」が新た

に 64 集落増え累計 251 集落において、継続的な獣害対策が行われていますが、県内全体では、依

然として 800以上の集落で被害が発生しており、今後も「獣害対策に取り組む集落」づくりを推進

していく必要があります。また、市町や生産者等からの侵入防止柵の設置要望は多く、今後も計画

的な整備が必要です。 

②県民の皆さんの獣害対策に対する意識を啓発するため、獣害対策事例報告会および野生獣による農

林産物の被害について考えるフォーラムを開催し、獣害被害の現状や獣害対策の取組状況について

 

   

       

     



の情報を提供しました。 

③捕獲効率の向上を図るため、シカ専用のドロップネットなど大量捕獲わな等の捕獲技術の向上を図

る研修会を開催したほか、民間企業と連携し、現地実証を経て、ニホンザルの大量捕獲技術を開発

しました。ニホンザルの被害は、特に深刻であることから、今後、開発した大量捕獲技術を現場に

普及させていくとともに、新たな捕獲技術について研究・開発を進めていくことが必要です。 

④地域の捕獲力強化に向け、国の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業などを活用して、市町等が行う捕

獲活動や鳥獣被害対策実施隊等の活動強化を支援しました。獣害被害の軽減に向け、さらなる捕獲

力の強化と捕獲後の処分体制の構築が課題です。また、市町間や県と市町の連携強化、各市町への

支援の充実を図るため、獣害対策に関する施策や統計データを市町単位でとりまとめた「獣害対策

カルテ」の作成を進めました。今後は、このカルテを活用して、市町との連携を強化し、獣害対策

を加速させる必要があります。 

⑤関係する県や市町、猟友会などと連携し、シカ及びイノシシの広域一斉捕獲を実施しました。今後

も行政境界での広域連携による捕獲体制の整備等を進めていく必要があります。 

⑥捕獲者の確保に向け、チラシの配布等により狩猟免許取得を広く呼びかけ、今年度の狩猟免許試験

合格者数は、215 名（わな･網 178 名、銃 37名）と昨年度を３名上回りました。引き続き、捕獲者

の確保に取り組む必要があります。 

⑦カワウによるアユ等の漁業被害については、内水面の漁協関係者を対象に案山子（かかし）やロケ

ット花火を用いた飛来防止策等、防除対策の研修を行うほか、国の事業なども活用し、漁協等が行

う捕獲などの取組を支援しましたが、依然として被害が減少していません。 

⑧獣肉等の利活用を促進するため、「『みえジビエ』品質・衛生管理マニュアル」の普及や解体処理施

設への金属探知機など設備の導入支援、食中毒菌等のモニタリング検査など、安全性や品質の確保

に向けた取組を進めました。「みえジビエ」の普及に向け、安全性や品質の確保をさらに進めるこ

とが必要です。 

⑨安全性や品質が確保された獣肉を提供する販売事業者等であることを証明する「みえジビエ登録制

度」を創設しました。今後、制度の普及を図っていく必要があります。 

⑩獣肉等の需要の拡大に向け、県内の飲食店７店舗において、ジビエ料理フェアの開催などに取り組

んだほか、東京の百貨店における期間限定のジビエ販売企画に参画し、鹿肉を活用した惣菜を販売

する取組を進めました。マニュアルを遵守した県産獣肉等の取扱飲食店は８店舗増えて 10店舗とな

りましたが、さらに取扱店舗を拡大する必要があります。また、消費者に獣肉をＰＲするため、県

生活協同組合連合会との共催で鹿肉を使った料理講習会や、猪肉を使った料理教室を開催しました。 

⑪「みえフードイノベーション・ネットワーク ＊」を活用した企業等とのマッチングにより、外食チ

ェーンにおいて期間限定の鹿肉メニューが提供されたほか、食肉加工業者と獣肉解体処理事業者の

連携により新商品（鹿肉の調味生肉）が開発され、量販店の県内５店舗での販売や飲食店１店舗で

の提供につながりました。引き続き、獣肉等の需要拡大に向け新商品の開発に取り組む必要があり

ます。 

⑫森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業については、新たに８市町８地域において事業計画が

策定され、138ha において人と野生鳥獣の共存に向けた森林整備が進められました。事業効果のＰ

Ｒを通じて、他の市町への事業導入を促進するとともに、地域の鳥獣害防止に向けた取組意識の醸

成を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 



 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向  

①「獣害対策に取り組む集落」づくりに向け、引き続き、集落アンケートによる実態調査や座談会等

を実施しながら、集落住民の意欲の醸成や、集落リーダーの育成に取り組むほか、野生獣の追い払

いなど、地域ぐるみの活動に対する支援や侵入防止柵の計画的な整備を推進します。 

②獣害対策に対する理解を促進するため、広く県民の皆さまに参加を呼びかけて、フォーラムや事例

報告会を開催します。 

③捕獲効率の向上に向け、大量捕獲わな等の技術実証・改良等を重ねるとともに、技術の確立した大

量捕獲わな等の普及や集落における捕獲技術の向上に取り組みます。特に、ニホンザルの被害対策に

ついては、平成 26 年４月から平成 29 年３月を計画期間とした特定鳥獣保護管理計画 ＊（ニホンザル）

に基づき、群れの加害レベルに応じて、集落ぐるみでの追い払いや侵入防止柵の整備、大量捕獲技術を

活用した適正な捕獲などを的確に進めるとともに、産学官の連携による新たな大量捕獲技術の開発等に

取り組みます。また、被害軽減に向けて、産学官が連携し、ＩＣＴ＊技術を用いたニホンザル、ニホンジ

カ、イノシシの防除、捕獲、処理の一貫体系技術の構築に向けた現地実証に取り組みます。 
④地域の捕獲力の強化に向け、「獣害対策カルテ」の活用により、市町間や県と市町の連携強化を図る

とともに、共同捕獲隊や集落捕獲隊などの捕獲体制整備等に対する支援に新たに取り組むほか、捕

獲後の処分体制の構築等に向けた市町等の取組を支援していきます。また、鳥獣保護法の改正に伴

い、法律の目的に「鳥獣の管理」が追加されたことを踏まえ、国や県、市町との役割分担を明確に

するなど、今後の捕獲体制のあり方等について検討します。 

⑤隣接する県や市町等の広域連携体制の整備に向け、関係する市町等や猟友会との連携により、行政

境界近辺における一斉捕獲を実施します。 

⑥捕獲者の増加を図るため、猟友会と連携し、狩猟免許取得促進のためのＰＲに取り組みます。 

⑦カワウによる漁業被害の軽減に向け、新たな防除策の情報収集とその提供、国の「獣害被害防止総

合対策交付金」や県単事業の「内水面域振興活動推進事業」の活用などにより、漁協等が行う捕獲

などの取組を支援します。また、行動範囲の広いカワウを効果的に駆除するため、平成 26年４月か

ら５月にかけ全国内水面漁業協同組合連合会が実施するカワウ全国一斉対策に、県内の内水面漁協

が参加します。 

⑧安全で高品質な獣肉の安定的な供給を図るため、「『みえジビエ』品質・衛生管理マニュアル」を遵

守した解体処理施設の整備を引き続き推進していきます。 

⑨安全性や品質が確保された獣肉を提供する販売事業者等であることを証明する「みえジビエ登録制

度」の説明会を開催するなど、登録制度の普及を図るとともに、みえジビエの普及や新たな商品の

開発等をめざし、業種を越えた事業者が参画する、「みえジビエ協議会（仮称）」の設立を検討しま

す。 

⑩獣肉等の需要を拡大するため、首都圏営業拠点「三重テラス」＊を活用した販売促進や「みえジビ  

エ」取扱店舗の拡大、ジビエ料理フェアや料理教室の開催等による「みえジビエ」の普及啓発など

に取り組みます。 

⑪「みえフードイノベーション・ネットワーク」を活用した企業等とのマッチングにより、新商品の

開発・販路開拓を進めます。 

⑫森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業については、既に事業を実施した箇所における効果等

もＰＲしながら、実施箇所の拡大に取り組みます。 
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【主担当部局：環境生活部廃棄物対策局】 

プロジェクトの目標 

恒久的な対策が必要な不適正処理事案について、生活環境保全上の支障除去等に早期着手するとと

もに、継続的なモニタリングが必要な事案については、引き続き安全性を確認し、県民の皆さんの暮

らしの安全・安心が高まっています。 

また、こうした不適正処理事案の発生を未然に防止し、産業廃棄物の適正な処理を推進するため、

排出事業者に対し処理責任を果たす取組を進め、不法投棄を許さない社会づくりが進んでいます。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ａ 

（進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標である４事案全てについ

て行政代執行に着手したことから「進んだ」と判断

しました。 

   

  

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

不 適 正 処 理 事
案 に お け る 支
障 除 去 の 着 手
件数 

 3 件 4 件 
1.00 

4 件 4 件 

1 件 2 件 4 件   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

過去の不適正処理４事案（四日市市大矢知・平津、桑名市源十郎新田、桑名市五反田、四日
市市内山）について、国の支援を得て、行政代執行による環境修復に着手した件数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 25 年度までに４件全て着手しました。今後とも、着実な事業の進捗をはかります。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「不適正処理
事案」を早期に
解決するために 

不適正処理事案
における支障除
去の着手件数 

 3 件 4 件 

1.00 
4 件 4 件 

1 件 2 件 4 件   

２ 「新たな不適
正処理事案の発
生」を防止する
ために 

処理責任の徹底
に取り組む多量
排出事業者の割
合 

 
3％ 

(23 年度) 
10％ 

(24 年度) 
1.00 

33％ 
(25 年度) 

33％ 
(26 年度) 

0％ 
(22 年度) 

9％ 
(23 年度) 

25％ 
(24 年度) 

  

 

 

   

       

     

 

   

       

     

地域を守る産業廃棄物の不適正処理是正プロジェクト 

 

 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



 
 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 336 476 3,391  

 
平成 25 年度の取組概要 

①産業廃棄物が不適正処理され、生活環境保全上の支障等のある以下の４事案全てについて、産廃特

措法に基づく国の支援を得て恒久対策に着手 

・四日市市大矢知・平津事案については、廃棄物の飛散流出や雨水浸透の防止のため、覆土及び排

水対策を実施する計画 

平成 25 年度は処分場入口側の調整池や処分場天端部への進入路の設置工事に着手 

・桑名市源十郎新田事案については、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）やＶＯＣ（揮発性有機化合物）

を含む廃油の拡散防止を図りつつ、一部掘削を伴う廃油の回収・処理を実施する計画 

平成 25 年度は鋼矢板による囲い込み工に一部着手し、集油管等による廃油の回収は引き続き実施 

・桑名市五反田事案については、地下水の浄化措置を継続しつつ、1,4-ジオキサン等の高濃度箇所

の掘削・除去を実施する計画 

平成 25 年度は対策区域への工事用車両進入用の仮橋設置及び掘削廃棄物等の選別・ストックヤー

ドの造成工事の実施、続いて、掘削・除去の本体工事に着手 

・四日市市内山事案については、霧状酸化剤（過酸化水素水）注入により硫化水素の発生抑制を図

ったうえで、雨水浸透や廃棄物の飛散流出防止のため整形覆土工等を実施する計画 

平成 25 年度は霧状酸化剤の注入対策を引き続き実施するとともに、第二段階である整形覆土工の

準備を実施 

②継続的なモニタリングが必要な他の事案について水質等の分析を実施 
③行政代執行費用の徴収及び排出事業者等の責任追及を引き続き実施 
④不適正処理を未然に防止するため、環境技術指導員がマニフェスト発行件数の多い事業者や電子マ

ニフェスト ＊の導入が進んでいない事業者を重点的に訪問し、効率的・効果的な方法により電子マ

ニフェストと優良認定処理業者の活用を促進（訪問対象事業者 408社はすべて訪問済） 

⑤産業廃棄物排出事業者団体（三重県産業廃棄物対策推進協議会）への働きかけを行い、自主的な取

組を求めるとともに、電子マニフェストの加入料助成の継続と操作体験研修会および運用相談会の

開催により、さらなる普及促進を実施（加入料助成：助成対象 98 件、操作研修会：全 20 回開催、

運用相談会：全３回開催） 

⑥産廃処理業者においても電子マニフェストや優良産廃処理業者認定制度の取組が必要であるため、

三重県産業廃棄物協会と緊密に連携して優良認定処理業者の育成に取り組むことに加え、産廃処理

業者を対象としたセミナーを開催 

⑦産廃処理業者が優良認定を取得する際のインセンティブとなるような仕組みづくりについて、環境

配慮契約法上の国の優良業者活用方策を把握しつつ関係部局と検討 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①産業廃棄物が不適正処理された４事案全てについて、恒久対策に着手しました。産廃特措法の期限

である平成 34年度までに完了させる必要があります。各事案の状況は以下のとおりです。 

・四日市市大矢知・平津事案については、処分場入口側の調整池および処分場天端部への進入路の

設置工事に着手し、他の工事で発生した残土の受け入れを実施しました。今後の施工に係る土地

 

   

       

     



 
 

について、用地買収等を行っていく必要があります。 

・桑名市源十郎新田事案については、集油管等による廃油回収を実施するとともに、廃油の滲出リ

スクの高い箇所について、囲い込み工を一部先行して実施しました。当該事案は河川区域内であ

り、原則的に非出水期の施工に限定されるため、適切な工事進捗を図っていく必要があります。 

・桑名市五反田事案については、選別・ストックヤードの造成工事等が完了し、廃棄物等の掘削・

除去の本体工事に着手しました。対策区域に民家が隣接するため、施工時には周辺環境対策に留

意していく必要があります。 

・四日市市内山事案については、霧状酸化剤（過酸化水素水）の注入対策により、硫化水素の濃度

は低下しています。今後、霧状酸化剤の注入対策から整形覆土工へ移行する時期を適切に判断す

る必要があります。 

②継続的なモニタリングが必要な他の事案について、水質等の分析を実施しました。 

③行政代執行費用の徴収は国税滞納処分の例によることとなっており、原因者の財産調査等を随時実

施しました。なお、四日市市大矢知・平津事案については 4,300万円余を収納しました。また、排

出事業者等の責任追及を引き続き実施していく必要があります。 

④環境技術指導員がマニフェスト発行件数の多い事業者等を優先的に訪問した結果、平成 25 年４月

から平成 26 年３月末の期間に、電子マニフェストと優良認定処理業者を利活用している多量排出

事業者等が 95 事業者増加し、全体で 238 事業者となりました。事業者の理解を得るために、県内

の電子マニフェストを活用している事業者の事例集を作成して未利用事業者への普及促進ツール

として活用しました。一方で、複数回訪問して説明をしても理解が進まない事業者もあります。 

⑤排出事業者団体の三重県産業廃棄物対策推進協議会で利活用について働きかけを行うとともに、電

子マニフェスト操作体験研修会、運用相談会および加入料助成を実施（国等への要望の結果、平成

26 年１月１日から無料化）することにより、電子マニフェストの普及促進に繋がったところであり、

引き続き取組が必要です。 

⑥三重県産業廃棄物協会に設置された優良事業者評価推進専門部会と、優良認定の取得促進に向けた

今後の取組方向や課題について協議を行いました。また、国に対して優良産廃処理業者認定制度の

申請が随時可能となるよう要望してきたところ、平成 25 年８月末に、許可更新を待たずに申請が

可能となる制度に改善されました。さらに、業界とともに優良認定の促進を働きかけるためのセミ

ナーを開催しました。 

⑦県自らが優良認定処理業者を活用する仕組みづくりについては、環境配慮契約法上の優良認定処理

業者活用方策の検討に着手しました。現状、優良認定処理業者数が少ない状況にあり、今後、優良

認定処理業者数の増加状況を見据えつつ、活用の検討を進める必要があります。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①産業廃棄物が不適正処理された４事案全てについて、地域の暮らしの安全・安心を確保するため、

実施計画に基づいて着実に恒久対策を実施します。各事案の取組内容は以下のとおりです。 

・四日市市大矢知・平津事案については、用地の確保を行い、中溜池側の調整池及び管理用道路の

設置工事に着手します。 

・桑名市源十郎新田事案については、鋼矢板の追加設置及び一部掘削を伴う廃油の回収・処理の

本体工事に本格着手します。限られた施工期間に対応できるよう、適切な進捗管理に努めます。 

・桑名市五反田事案については、周辺環境対策に十分留意し、廃棄物等の掘削・除去の本体工事

を引き続き実施していきます。 



 
 

・四日市市内山事案については、第２段階の整形覆土工に着手します。整形覆土工の着手に当た

っては、霧状酸化剤の注入による硫化水素発生抑制対策の効果を十分考慮して時期を判断しま

す。 

②継続的なモニタリングが必要な他の事案について、引き続き水質等の分析を実施します。 

③代執行費用の徴収については、原因者の財産調査等を引き続き実施します。また、排出事業者等の

責任追及についても引き続き取り組みます。 

④電子マニフェストと優良認定処理業者の利活用が進んでいない業界を中心に環境技術指導員が個

別訪問し、電子マニフェストの利用事例集やタブレット端末を使用するなど、理解を得やすい方法

により、電子マニフェスト等の利活用を一層促進します。 

⑤電子マニフェスト利用の操作体験研修会や運用相談会を実施するなど、事業者への電子マニフェス

ト制度の導入を促進します。 

⑥業界団体と連携し、産廃処理業者を対象として優良認定取得に関する説明会を開催するなど優良認

定の取得を促進します。 

⑦県自らが優良認定処理業者を活用する仕組みづくりについて、優良認定処理業者数をふまえながら

関係部局と引き続き検討を進めます。 

 

 



【主担当部局：教育委員会】 

新しい豊かさ協創１ 未来を築く子どもの学力向上協創プロジェクト 

 

 
 
 
 

プロジェクトの目標 

子どもたちが、自らの夢の実現をめざし、主体的に学び、自信と意欲、高い志を持って輝く未来を切り

拓
ひ ら

いていく力とともに、他者との関わりの中で、共に支え合い、新しい社会を創造していく力を身につけ

ています。 

この実現に向け、４年後には、学校・家庭・地域が一体となって、県民総参加で子どもたちの学力

向上を支援する取組が進められるとともに、各学校では、教職員の授業力の向上などにより継続的な

授業改善が行われ、子どもたちがわかる喜びや学ぶ意義を実感して学習できる環境づくりが進んでい

ます。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

目標を下回る実践取組があるものの、プロジェクト

の数値目標を達成したことから、「ある程度進んだ」

と判断しました。 

   
 

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

授 業 内 容 を 理
解 し て い る 子
ど も た ち の 割
合 

 82.0％ 83.0％ 

1.00 

84.0％ 85.0％ 

81.2％ 80.6％ 83.1％   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県内の公立小学校５年生、中学校２年生、高等学校２年生で学校の授業内容が「よくわかる」
「だいたいわかる」と回答した子どもたちの割合 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 25 年度は目標値を達成しました。平成 27 年度の目標値（85.0％）の達成を目指して、
平成 26 年度の目標値を 84.0％に設定しました。 

 
実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

「県民総参加に
よ る 学 力 の 向
上」に挑戦しま
す 

子どもたちの学
力や学習・生活
の状況を客観的
に把握し、教育
指導の改善に生
かしている公立
小中学校の割合 

 70.0% 90.0% 

1.00 

95.0% 100% 

― 87.0% 92.7%   

「地域に開かれ
た学校づくり」
に挑戦します 

地域住民等によ
る学校支援に取
り組んでいる市
町数 

 8 市町 27 市町 
1.00 

29 市町 29 市町 

― 26 市町 29 市町   

 

   

       

     

 

   

       

     

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



 

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

「教職員の授業
力向上」に挑戦
します 

研修内容を「自
らの実践に活用
できる」とする
教職員の割合 

 91.0% 99.0% 

0.99 

99.5% 100% 

87.8% 98.1% 98.2％   

「安心して学べ
る環境づくり」
に挑戦します 

1,000 人あたり
の不登校児童生
徒数 

 11.4 人 11.2 人 

0.93 

11.0 人 10.8 人 

11.7 人 11.4 人 
12.1 人 
（速報値） 

  

  

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 1,413 1,478 1,538  

 
 

平成 25 年度の取組概要 

①「みえの学力向上県民運動推進会議」を開催（2 回）するとともに、みえの学力向上県民運動アク

ションプラン」を策定（10 月）、家庭での読書習慣や生活習慣等を身につけさせるためのチェック

シートを作成・配付（2 月）。さらに、推進会議委員を地域で開催される研修会等に派遣するほか、

リーフレットの配付、ホームページの活用等による県民運動の周知・啓発を推進（推進会議委員の

研修会への派遣 7回実施） 

②まなびのコーディネーター*(52人)を活用し、子どもたちの学びを地域で支える「みえの学び場」づ

くりを推進（195ヶ所の「みえの学び場」で取組） 

③民間委託による専門性の高い図書館司書有資格者を小中学校（6 市町、10 校）に派遣し、学校図書

館を活用した効果的な授業実践の取組に対し支援するとともに、ファミリー読書の取組を推進 

④実践推進校(100 校)に対して、非常勤講師の配置や授業改善の指導助言を行う学力向上アドバイザ

ー（5名）の派遣を実施 

⑤中学生が対象となる「科学の甲子園ジュニア」三重県予選大会の開催（10月） 

⑥高等学校における基礎的・基本的な学力の定着・向上に向けて研究校を指定（6 校）し、生徒の学

力や学習状況の把握・分析、課題の洗い出し、効果的な指導方法の研究を実施（高校生の基礎学力

定着のための検討会を 5月及び 7月に開催） 

⑦市町教育委員会からの要望を受け、土曜日の授業についての基本的な考え方等をまとめ、市町や学

校に通知（2月、3月） 

⑧Mie SSH（Super Science High School）（5校）を指定し、大学等と連携した講習会やセミナー、最

先端技術の研究を行う施設・研究室等での研修、小学校向け理科教室を実施 

⑨高校生科学オリンピック大会を開催（12 月） 

⑩Mie SELHi（Super English Language High School）（8 校）を指定し、三重県高校生英語キャンプ

や高校生英語スピーチ・スキット・英作文コンテスト等高校生が英語を使う機会を提供、英語教育

のリーダーシップを取れる教員を育成（三重県高校生英語キャンプを 8月に実施） 

⑪専門高校（6 校）を指定し、大学や企業等との連携、高い専門技術の指導、学科間連携による共同

研究、知的財産に関する指導方法の研究を実施 

 

   

       

     



⑫社会経済のグローバル化が進展する中、子どもたちがグローバル社会で主体的に活躍し、他者と共

に生きていく基盤を確立するための具体的な方向性を示すため、全庁で「グローバル三重教育プラ

ン」を策定（2月）。また、三重県におけるグローバル人材の育成等に寄与することを目的に、レゴ

ジャパン株式会社と「三重県における教育振興のための研究等に関する包括協定」を締結（2 月）。 

⑬小学校 1、2 年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校 1 年生での 35人学級（下限 25 人）を継続す

るとともに、国の加配定数を活用し、引き続き小学校 2年生の 36人以上学級を解消 

⑭コミュニティ・スクールを導入した学校数は 55校（小学校 38校、中学校 15校、高等学校 2校）

となり、前年度より 4校増加 

⑮学校支援地域本部事業 *を実施している学校数は 198 校（小学校 133 校、中学校 37 校、幼稚園 28

園）となり、前年度より 54校増加 

⑯市町教育委員会と連携し、地域の状況に応じた開かれた学校づくりを促進するため、県内４地域に

設置する「開かれた学校づくり推進協議会」における協議を実施（各地域年間 1回） 

⑰コミュニティ・スクール等の実践経験を持つ退職校長、学校運営協議会委員等、開かれた学校づく

りサポーターを学校の研修会等に派遣（26 回） 

⑱地域とともにある学校づくりを、指定した市町全体で推進する実践的研究をモデル的に実施し、研

究の成果を他の市町に普及・啓発（研究委託 1市町） 

⑲学校関係者評価の質を高めるため、学校関係者評価研修会を実施（3会場） 

⑳すべての県立学校で行われる学校関係者評価等に基づく改善活動に対して、組織的・継続的な支援

を実施（25校） 

㉑市町が実施する地域による学力向上の取組を支援するため、学校と地域住民等をつなぐコーディネ

ーターの育成等を支援（年間 1回） 

㉒地域人材を活用した学習支援活動について、すべての市町での実施・定着に向け、取組成果に係る

報告会等の取組を実施（10市町） 

㉓経験年数の異なる教職員（初任者、5 年・10 年経験者 830 名）が、校種別、教科別の研修班を構成

し、授業研究を通じて相互に学び合う「授業実践研修」を実施（年間 4回） 

㉔11市町の小中学校 16校を重点推進校に指定し、「授業研究担当者育成研修」を実施（集合研修 3回、

研究協力校研修 1回、実践交流会 1回、学校支援は随時） 

㉕県内 4地域において、授業研究担当者を対象とした地域別研修を実施（年間 2回） 

㉖教職員の学校・学級づくりの力を向上するために中核となって取組を進める人材を養成する集合研

修を実施（年間延べ 9回） 

㉗学校現場の教員や学識経験者等を委員とする「フューチャー・カリキュラム実践研究委員会」を設

置・開催し、「授業改善モデル」の作成に当たっての指針を策定 

㉘基礎的な知識・技能の定着と向上を図りつつ、思考力・判断力・表現力を育む「授業改善モデル」

の作成及び実践研究の実施（教科別プロジェクトチームを設置し、協議や授業研究を 9 チームで計

92 回実施） 

㉙中学校区を単位とする重点的に取り組む地域にスクールカウンセラーを配置し、小中学校間のスム

ーズな連携と教育相談体制の充実・活性化（15中学校区） 

㉚いじめを許さない「絆」プロジェクトの事業推進校を指定するとともに、プロジェクト会議を開催

（5回）し、学級満足度調査を活用した児童生徒の問題解決能力の育成を推進 

㉛子ども支援ネットワーク *を構築し、相互が連携を密にしながら安心して学べる環境づくりを推進

（11中学校区） 

 



平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①「みえの学力向上県民運動推進会議」を開催（8月、3月）し、県民運動について、具体的な取組の

報告や今後の方向性を審議しました。今後は、審議結果を基に県民運動をより広く周知・啓発する

とともに、アクションプランをもとに県民運動のさらなる充実を図る必要があります。 

②学び場の活動の様子等を紹介する「学び場通信」の作成や、各地の学び場の資料をホームページに

掲載しました。さらに、みえの学び場推進会議でコーディネーター等の研修や情報交換を行い、コ

ーディネーター同士の連携を深めました。しかし、地域によっては学校現場に学び場の情報が浸透

していないため、今後、全ての学校に学び場の活動について周知を図る必要があります。 

③読書活動の推進については、モデル小中学校において継続的な読書指導に取り組み、学校図書館を

活用した授業が推進されるなど、学校全体で効果的に学校図書館の活用機運が醸成されました。ま

た、専門的人材の必要性が認識され、司書配置の事業化や公立図書館司書との連携など、本事業を

次年度からの新たな取組の契機とした市町教育委員会がありました。一方、「ファミリー読書」の推

進には、保護者へのチラシ配布や、読書教室、講演会の実施などの啓発に努めたものの、実践的取

組の普及に課題が残りました。さらに、学校段階が上がるにつれて読書離れが進む傾向があること

から、今後は高校生の読書機会を拡充する新たな取組が必要です。 

④全国学力・学習状況調査結果では、小中学校の全ての教科において平均正答率が全国と比較して低

く、基礎的・基本的な知識・技能の定着とそれらを活用する力に課題が見られます。また、授業の

進め方や、家庭での復習など学習習慣についての課題も明らかになっています。このため、全国学

力・学習状況調査の有効活用や具体的な授業改善の取組等について一層啓発を図るとともに、今後

さらに、市町教育委員会等の関係機関と連携・協力して、結果の公表や説明をすることで情報を共

有するなど、家庭や地域の協力を得ながら、子どもたちの学力向上に向けて取り組む必要がありま

す。 
⑤学力向上アドバイザーを実践推進校等へ派遣するとともに、全国学力・学習状況調査結果等を踏ま

えた効果的な取組の共有を進めるため、実践推進校等の教員が参加する地域別学力向上推進会議等

を開催しました。その結果、「三重県教育ビジョン」の目標指標の進捗状況に関する調査では、「全

国学力・学習状況調査や学校で活用している学力の到達度検査の結果等を、子どもたちの学力や学

習・生活の状況を客観的に把握し、教育活動の改善に生かしている」とした小中学校の割合が伸び

ています。〔平成 25 年度 92.7％（前年度比＋5.6）〕今後は、特に課題を抱える市町教育委員会や

学校に対して重点的な支援を行う必要があります。 
⑥これまでの全国学力・学習状況調査結果から、中学生になると、科学に関する興味・関心、意欲、

理解度等が低下する傾向があり、科学を学ぶことの意義を実感できる場を提供する必要があります。 
⑦学校、家庭、地域住民等の連携の下で、土曜日を有効に活用し、子どもたちの教育環境の充実を図

る取組を一層充実する必要があることから、土曜日の授業についての基本的な考え方等をまとめ、

市町や学校に示しました。今後は、県内の公立小中学校において、土曜日の授業が効果的に実施さ

れるよう、市町教育委員会を支援していく必要があります。 
⑧高校生の義務教育段階の学習内容も含めた基礎学力定着を図るため、研究校（6 校）において生徒

の学力等に係る状況把握・分析を進めるとともに、課題に対応する効果的な指導のあり方を研究し

ています。今後は、各研究校で研究を深めるとともに、成果を他の高等学校に普及する必要があり

ます。 

⑨Mie SSH指定校（5 校）では、連携する企業・大学で研修を実施するとともに、理科教室の開催など、

小中学校と連携した取組を進めました。また、Mie SELHi 指定校（8校）では、それぞれのテーマに

基づく研究の実施や、小中学校との連携や公開授業等の取組を進めました。今後は、理数教育や英



語教育に係る小中高が連携した教育モデルを作成するとともに、他の高等学校等に普及していく必

要があります。 

⑩若き「匠」育成プロジェクトにおいては、平成 24年度からの指定校（3 校）に加え、新たに 3校を

追加指定し、各校が定めたテーマに沿った研究に取り組んでいますが、職業教育を引き続き充実さ

せていくためには、若手教員の技術力向上や学科間のさらなる連携が求められています。 

⑪理数教育や職業教育の充実に努めた結果、県立伊勢高等学校が「第 3 回科学の甲子園全国大会」で

総合優勝（3月）、県立相可高等学校が「高校生国際料理コンクール 2013」で 1位を獲得（9月）す

るなど、優れた成果を収めました。 

⑫子どもたちがグローバル社会で主体的に活躍し、他者と共に生きていく基盤を確立するため、「グロ

ーバル三重教育プラン」に基づき、チャレンジ精神、課題解決力、日本人・三重県人としてのアイ

デンティティー、英語によるコミュニケーション力等の育成が必要です。 

⑬小学校 1、2 年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校 1 年生での 35人学級（下限 25 人）を継続す

ることで、平成 25年 4月 1日現在、小学校１年生では 89.7％、２年生では 87.9％の学級が 30人以

下となり、中学校１年生では 91.6％の学級が 35 人以下となりました。また、国の加配定数を活用

し、引き続き小学校２年生の 36人以上学級を解消しました。少人数での授業を実施した学校からは、

「児童生徒が意欲的に学習する姿が見られた」などの効果が報告されています。また、保護者から

は少人数学級の継続や拡充への期待が寄せられています。基本的な生活習慣や確かな学力の定着・

向上を図るため、引き続き、子どもたちの実態や各学校の課題に応じた教員定数の配置に努める必

要があります。 

⑭市町教育委員会と連携し、各地域における取組状況についての情報交換や今後の推進に向けた課題

の解決方策について協議を行いました。各地域における開かれた学校づくりの推進を図るためには、

今後も、地域別の「開かれた学校づくり推進協議会」を開催し、課題の解決に取り組む必要があり

ます。また、学校や保護者に対してコミュニティ・スクールについての理解を深め、今後更にコミ

ュニティ・スクールの導入が図られるよう働きかけを継続していく必要があります。 

⑮開かれた学校づくりサポーターを学校や教育委員会等に派遣し、開かれた学校づくりの推進に向け

た助言を行いました。今後は、サポーターのさらなる活用に向けて各市町教育委員会に働きかけて

いく必要があります。 

⑯多くの学校で、学校関係者評価委員会が開催されています。また、県立学校が地域の関係者ととも

に進める改善活動に対する財政的支援を行いました。引き続き、各学校における学校関係者評価を

活用した学校運営や教育活動の取組を支援する必要があります。 

⑰学校関係者評価研修会を実施し、学校関係者や教職員の学校関係者評価についての理解を深めまし

た。より多くの学校関係者や教職員の理解を深め、各校の学校関係者評価の質を高めるよう、今後

も継続的に研修を実施する必要があります。 

⑱地域人材を活用した学習支援活動を先進的に行っている市町の取組について、情報共有を図りまし

た。今後は、土曜日や放課後等に地域人材を活用した学習支援活動の促進を図るとともに、仕組み

づくりが十分ではない地域に対し、働きかけを継続していくことが必要です。 

⑲「授業実践研修」をとおして、若手教員一人ひとりが授業実践の基礎・基本を身につけることがで

きました。今後は、若手教員が相互に学び合いながら、実践的指導力を高めることができるよう、

研修内容の充実を図るとともに、研修を体系的に実施していく必要があります。 

⑳「授業研究担当者育成研修」をとおして、重点推進校における校内研修の改善や活性化を図ること

ができました。より教員一人ひとりの授業改善につながるよう、外部講師の活用など学校支援の充

実を図るとともに、県内全ての市町に重点推進校を広げていく必要があります。 



㉑学校・学級づくりのための中核的な人材養成講座において、アクションプランの作成（演習）をと

おして、組織マネジメントの基礎的な知識・スキルの向上を図りました。今後は、受講者の企画立

案力や実行力がより向上するよう、受講者を支援する必要があります。また、研修内容と受講者の

所属校での実践がよりつながるよう、研修プログラムの充実を図る必要があります。 

㉒平成 25年度は「授業改善モデル」（指導案）を作成し、授業改善を進めてきました。今後、基礎的・

基本的な知識・技能の習得とそれを活用する力の育成に向け、授業や家庭学習等で活用できる教科

別・学年別の領域ごとの「ワークシート」の作成を進める必要があります。 

㉓学級満足度調査を用いて児童生徒の実態把握を行い、児童生徒自身の課題解決能力を高める取組を

積み重ね、その情報をプロジェクト会議等で県全体に共有することで、学級の満足群が増加し、い

じめの未然防止に関して一定の成果が見られました。特に、人間関係づくりのための取組として、

エンカウンターやソーシャルスキルトレーニング、ピア・サポート等を取り入れたところ、児童生

徒の自己肯定感や自己有用感を高めることが、未然防止に効果的であることがわかりました。一方、

学習意欲に課題が見られるため、わかる授業をめざし、学級の実態を把握したうえでの授業改善に

取り組む必要があります。また、暴力行為の発生件数が増加しました。暴力行為の背景には、児童

生徒の特性や生活環境など、さまざまな要因があることから、スクールソーシャルワーカーや生徒

指導特別指導員などの効果的な活用を図り、学校や市町教育委員会における早期対応の取組への支

援を行う必要があります。 

㉔県内 15 中学校区（中学校 15 校、小学校 45 校、計 60 校）において、校区ごとに同一のスクールカ

ウンセラーを配置し、小学校から中学校への途切れのない支援を行うことで、それぞれの学校及び

中学校区の教育相談体制の充実を図ることができました。一方、中学校区への配当時間数の弾力的、

効果的な活用を進めていますが、小学校でのスクールカウンセラーの活用が進むにつれて、時間数

の確保が難しくなっています。 

㉕11中学校区の子ども支援ネットワークが「保幼小中親子学習会」、「大学・職業体験」等、教育的に

不利な環境のもとにある子どもを支援する活動に取り組み、学習や学校生活への意欲を高めること

ができました。今後は、指定中学校区以外にもその成果を広げていくことが必要です。 
 

①少人数教育も大切だが、少人数のクラスであっても学力に幅があると対応に苦慮する。学力向上の

ためには、指導方法を工夫した習熟度別で授業が行えるようにすることも効果があると考える。 

②学校と地域の連携を進めている中で、地域住民からの要望に学校側が対応できないことが多い。要

望に応えていくことで連携が進んでいくことも考えられるので、継続的に対応できる体制を構築す

ることが必要である。 
③国や地域の歴史や文化など、語る中身がなければどれだけ英語が話せたとしてもグローバル人材と

は言えない。グローバル人材像をより明確にし、事業を進めてもらいたい。 

④「わかる」感覚を味わえば、勉強は楽しくなる。英語教育においても、児童生徒が楽しめる雰囲気

を作っていくことが重要だと考える。 

⑤県立新博物館について、学校教育の中に取り込んでもらい、しっかりと活用してもらいたい。 
 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①みえの学力向上県民運動のさらなる浸透を図るため、「フォローアップイベント」を開催するほか、

広報の充実やホームページの活用・充実等を進めます。また家庭における取組を推進するため、チ

新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議における主な意見 



ェックシートが活用されるよう、関係団体と連携して取り組みます。 

②子どもに、自己肯定感を醸成し、学ぶことへの意欲を引き出すために、みえの学び場推進会議での

優良事例の発表等や、コーディネーター間の情報交換の充実を図り、学び場の活動を促進します。

また、県内小中学校に「学び場通信」を配布し、学校現場に学び場での活動の周知を行います。 

③学校における読書活動の推進に向けて、学校全体で効果的に学校図書館が活用されるよう、適切な

進捗管理を行います。「ファミリー読書」における実践的取組の普及などの充実を図ります。また、

小中学校図書館の人的体制が充実するよう引き続き働きかけを行います。さらに、高校生の「思考

力・判断力・表現力等」を育成するため、県立高等学校へビブリオバトル（書評合戦）を普及させ、

大学や企業等と連携した大会を開催するなど、高校生の読書活動を推進します。 

④全国学力・学習状況調査を活用した学力の定着状況の検証（小６・中３）に加え、対象学年以外（小

５・中２等）における調査問題の実施を通じて、学校全体での授業改善を促進します。また、全国

学力・学習状況調査結果に係る公表のためのモデル様式の作成等に取り組み、市町教育委員会や学

校における保護者や地域への主体的な公表・説明の促進を図るとともに、すべての教員が改善方策

や計画の策定に携わることにより、各学校において、授業改善が着実に実践され、学力向上に向け

て組織的に取り組む体制の確立を図ります。特に課題を抱える市町教育委員会や学校に対しては、

学力向上アドバイザーや指導主事の派遣などの重点的な支援を行います。 

⑤基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれを活用する力の定着状況を児童生徒及び教員が確認でき

る「ワークシート」の作成・活用や、「授業改善モデル」（平成 25年度作成）の普及を図ります。ま

た、学期ごとに児童生徒の学習状況をきめ細かく把握できる「みえスタディ・チェック」を実施し、

教員が授業改善や個に応じたきめ細かな指導につなげ、児童生徒が目標を持って意欲的に学習に取

り組めるようにします。これらの取組を通じて、児童生徒の活用力や応用力等を重視した学力の質

の向上を図ります。 

⑥科学好きの裾野を広げるとともに、未知の分野に挑戦する探求心や創造性に優れた人材を育成する

ため、中学生が対象となる「科学の甲子園ジュニア」三重県予選大会を開催します。 

⑦高校生の学力定着を図るため、研究校における研究実践結果の分析を踏まえ、進路指導と関連付け

た効果的な指導のあり方を検討し、その指導実践例の県内高等学校への共有を図ります。 

⑧土曜日の授業について、各市町における取組状況等を把握するとともに成果や課題を収集しながら、

県教育委員会が示した基本的な考え方等に基づき、土曜日の効果的な活用について支援していきま

す。 

⑨高等学校における理数教育、英語教育の充実を図るため、Mie SSH や Mie SELHi 指定校で、研究実

践を進めるほか、小中高等学校の連携教育モデルを作成し、その成果を県内に普及します。 

⑩若き「匠」育成プロジェクトにおける指定校を Mie SPH（Super Professional High School）と称

し、職業教育の充実を図るため、学科間連携による商品開発、知的財産等に関する手引書の作成、

若手教員の技術力向上へ向けた研修を進めます。 

⑪「グローバル三重教育プラン」に基づき、将来のグローバルリーダーとして主体的に行動する力の

育成や英語コミュニケーション力の向上を図るため、小学校段階からの英語教育の充実や英語使用

環境の創出等に取り組むとともに、高等学校においては、大学・産業界と連携したテーマ別ワーク

ショップ等の実施、留学促進、英語キャンプの開催、SGH（Super Global High School）指定校にお

ける教育課程の研究開発・実践、ＩＣＴ機器を活用した双方向授業の研究などの取組を進めます。

また、中学校・高等学校英語教員の英語指導力や、小学校外国語活動担当教員の外国語活動指導力

を向上させるため、教職員研修を実施します。さらに、レゴ社との包括協定に基づき、効果的な学

習指導方法及び教材の研究・開発に取り組みます。 



⑫少人数学級と少人数授業との両面による、きめ細かな少人数教育を継続するとともに、多人数とな

る学級の実態を踏まえた教員定数の配置に努めます。少人数教育をより推進するため、小学校 2 年

生以降の学級編制標準の引き下げについて、引き続き国に要望します。 

⑬学校や保護者に対してコミュニティ・スクールについての理解を深め、今後更にコミュニティ・ス

クールの導入が図られるよう働きかけを行うなど、開かれた学校づくりを推進するため、市町と連

携して、開かれた学校づくり推進協議会を開催し、それぞれが抱える課題の解決に向けて取り組み

ます。 

⑭学校や地域の状況に応じた開かれた学校づくりを支援するため、学校や教育委員会等に、開かれた

学校づくりサポーターを派遣し、適切な助言等を行います。 

⑮各県立学校の改善活動が、地域や他校種との協創活動として有効なものとなるよう、助言するとと

もに、優れた取組や成果を県立学校に還流します。 

⑯より多くの学校関係者や教職員が、学校関係者評価の目的や実施内容について理解を深め、各校の

学校関係者評価が効果的に実施され、学校経営に生かされるよう、学校関係者評価研修会の内容の

充実を図ります。 

⑰土曜日や放課後等に地域人材を活用した学習支援活動がさらに多くの学校で取り組まれるよう、開

かれた学校づくりの推進に向けた啓発を進めるとともに、学校と地域住民等をつなぐコーディネー

ターの育成など、地域の教育力の活用に向けた支援を進めます。 

⑱若手教員の教育課題に応じた複数年にわたる学びの機会を設定し、実践的指導力の向上を図ります。 

⑲「授業実践研修」をより効果的に実施するため、経験に応じて求められる力を明らかにし、研修内

容の充実を図ります。 
⑳学校の組織的な取組により教職員の授業力向上を図るため、「授業研究担当者育成研修」をより実践

的な研修プログラムに改善するとともに、引き続き、校内研修担当者を対象とした研修を各地域で

実施し、県内の学校に研修成果を普及します。 
㉑学校・学級づくりのための中核的な人材を養成するために、受講者の企画立案力や実行力がより向

上するよう、研修プログラムの改善を図ります。 
㉒基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれを活用する力の定着状況を児童生徒及び教員が確認でき

る「ワークシート」の作成・活用を進めるとともに、「授業改善モデル」（平成 25年度作成）の普及

を図ります。 

㉓いじめの未然防止には、学校いじめ防止基本方針に基づき学校全体で組織的に取り組む必要がある

ことから、各学校が児童生徒の実態把握に取り組み、課題解決のために、調査・計画、実践、評価、

改善のサイクルの構築を更に進めていくよう支援していきます。また、学期に１回程度の児童生徒

へのアンケート調査を引き続き実施します。 

㉔教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラーの増員を図りつつ、事案の内容に応じて中

学校区の配置時間数を調整したりするなど、より効果的な運用を図ります。また、いじめや暴力行

為等に対しては、自律性や対人関係性を育成する予防教育など未然防止の取組を進めるとともに、

スクールソーシャルワーカーや生徒指導特別指導員を効果的に活用して、早期対応に向けた支援を

進めます。 

㉕新たに 10 中学校区に子ども支援ネットワークを構築し、学校・家庭・地域が連携を密にしながら教

育的に不利な環境のもとにある子どもを支援する活動を行います。さらに市町教育委員会と連携し、

指定中学校区の優れた取組をもとに他中学校区における子ども支援ネットワークの普及を図ります。 

 



【主担当部局：地域連携部スポーツ推進局】 

新しい豊かさ協創２ 夢と感動のスポーツ推進協創プロジェクト 

 
 
 
 

プロジェクトの目標 

  地域のスポーツ活動が活性化し、スポーツを通じて産業や観光の振興が図られるとともに、本県の選

手がオリンピックやパラリンピックなどの国際大会や国民体育大会などで一層活躍し、県民の皆さんが、

その姿に夢と感動、郷土の誇りを感じることで、地域の一体感が醸成され、活力に満ちた元気な三重と

なっています。 

  そのため、４年後には、スポーツを地域経済の発展等につなげる市町の取組が推進され、また、次代

を担うジュニア競技者の育成や、障がい者スポーツの充実などによって、県民の皆さんのスポーツへの

関心が高まっています。 

 

評価結果をふまえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ａ 

（進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標及び４つの実践取組のいず

れも目標値を達成することができたため、「進んだ」

と判断しました。 

   
 

プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

県内スポーツ
大会・イベント
の参加者数 

 187,410 人 192,417 人 

1.00 
202,700 人 202,700 人 

182,509 人 240,989 人 222,169 人   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県、市町が主体となって実施するスポーツ大会・スポーツイベントの参加者数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 25 年度の実績値が平成 27 年度の目標を達成できたため、平成 27 年度の目標値と同数
を目標値として設定しました。 

 
実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

1「スポーツによ
る 地 域 の 活 性
化」に挑戦しま
す！ 

「スポーツボラ
ン テ ィ ア バ ン
ク」の登録人数 

 250 人 400 人 
1.00 

550 人 600 人 

― 95 人 523 人   

スポーツによる
地域経済の活性
化に取り組む市
町数（累計） 

 ２市町 ４市町 
1.00 

6 市町 ８市町 

― ２市町 ４市町   

 

 

 

   

       

     

 

   

       

     

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

2「みえのスポー
ツを支える人づ
くり」に挑戦し
ます！ 

強化指定する高
校運動部活動数 

 ６部 10 部 
1.00 

20 部 20 部 

― ８部 21 部   

県障がい者スポ
ーツ大会参加者
数 

 1,450 人 1,500 人 
1.00 

1,550 人 1,600 人 

1,373 人 1,300 人 1,501 人   

 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 49 48 61  

 
平成 25 年度の取組概要 

①スポーツを通した地域の活性化を推進するため、「みえのスポーツ・まちづくり会議」を２回開催

（７月 23日、12 月 14日）し、幅広い分野の方から意見を聴取 

②「みえのスポーツ応援隊（スポーツボランティアバンク）」の登録者拡大のための普及啓発（登録

者数 523名）や登録者への講習会・研修会を開催するとともに、市町等が開催するスポーツイベン

ト等へ派遣（延べ 187人） 

③スポーツを地域の経済や観光の振興につなげるため、スポーツコミッションの推進に向けた市町の

取組に対して支援（鳥羽市、志摩市、菰野町、紀北町） 

④市町等が開催する大会やスポーツイベント等へメディカルサポート（スポーツ医科学に関する支援）

の実施（亀山市、名張市、志摩市、菰野町） 

⑤市町が開催するスポーツ教室やイベント等への県内トップチームの派遣（亀山市、津市、名張市、

志摩市、菰野町） 

⑥競技経験の少ない小中学生を対象とした競技者の発掘・育成（６競技） 

⑦中学校及び高等学校運動部の指導者の資質向上のため、指導者研修会の開催（高等学校 20名、中学

校７名を指定）及びみえスポーツアドバイザーの派遣（月 16回派遣） 

⑧中学校及び高等学校の運動部活動の充実を図るため、外部指導者の活用（中学校 100 名、高等学校

70 名）やスポーツ特別選考による教員採用（３競技（ホッケー、アーチェリー、ヨット）等による

指導者の確保 

⑨高等学校運動部の強化指定による高等学校運動部活動の支援（15校 21部） 

⑩障がい者スポーツ普及のため、新たな障がい者スポーツ競技団体結成を支援（１団体結成） 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①「みえのスポーツ応援隊（スポーツボランティアバンク）」の登録者数が目標の 400 人を上回る 523

名となりました。今後は、登録者の確保に加えて、資質向上にも努め、スポーツを支える人材の育

成と活用の拡大を図っていく必要があります。 

②みえのスポーツ地域づくり推進事業（スポーツコミッション事業、トップチーム派遣事業、メディ

カルサポート活用事業）については、未実施市町への働きかけを行い、取組市町の拡充を図ってい

く必要があります。 

③ジュニア選手の育成のため、ウェイトリフティング、なぎなた、ヨット、カヌー、山岳（クライミ

ング）、水球の６競技団体において、ジュニア発掘に取り組み、新たな参加者を確保できました。 

 一方で、将来国内外で活躍できるようなトップジュニア選手のさらなる競技力向上に向けた取組を

 

   

       

     



図る必要があります。 

④各競技団体の指導者や強化担当者、ジュニア選手や中学校及び高等学校運動部の指導者を対象に研

修会を開催し、指導者のニーズに応じた指導技術やメンタルトレーニング、コンディショニングの

方法など多様な指導技術を提供できました。本県の競技力向上を図るうえで、引き続き、指導者の

資質向上に取り組む必要があります。 

⑤高校運動部強化指定事業については、全国トップレベルにある運動部及び女子に特化した運動部を

強化指定し、合宿や遠征等の強化活動を支援しました。今後は、強化指定の対象範囲や支援内容な

ど制度の拡充を検討していく必要があります。  

⑥平成 33年に本県で開催される全国障害者スポーツ大会に向けて、競技団体の育成に取り組み、１競

技団体が結成されました。今後、残る競技団体の結成を図るとともに、平成 24、25年度に結成した

競技団体を含め、既存の障がい者スポーツ競技団体の強化や障害者スポーツ指導員の育成が必要で

す。 

 

①スポーツ合宿で誘致した方を、リピーターとして熊野古道などの観光で再度訪れてくれるような取

組を進めることで、交流人口が増加し、地域の活性化につながっている。 

②オリンピックの事前キャンプ地誘致も、スポーツによる地域の活性化には有効である。インターハ

イ、オリンピック、国体を迎えるにあたって、スポーツを「みる人」「支える人」の養成が重要で

あり、今後の三重県のスポーツ文化の醸成に関わってくる。 

③県高体連の調査によると、高校で運動部に所属していない生徒の割合が、男子よりも女子のほうが

高くなっているが、その理由として「体力に自信がない」という理由が多数となっており、幼少期

の体力づくりが重要になる。 

④学校の運動部活動は、指導者に惹かれて入部する事例が多いように聞いているので、子どもたちを

惹きつける力量のある指導者の確保が大事である。 

⑤スポーツとは関わりのない人に訴えかける仕掛けが必要であり、ケーブルテレビやテレビなどを通

して、アスリートの活動実態について幅広く紹介していくべきである。 

⑥ボランティアなどで、幅広い人が障がい者スポーツに関われるようになるのが理想である。 

⑦障がい者スポーツの指導は、健常者スポーツの指導者であっても、有益な指導をいただける場合が

あることから、障がい者スポーツの指導者を幅広く確保する必要がある。 

 
平成 26 年度の改善のポイントと取組方向  

①「みえのスポーツ応援隊」のさらなる加入促進と登録者の資質向上に取り組むとともに、活躍の機

会の拡大を図っていきます。 

②スポーツ地域づくり推進事業（スポーツコミッション事業、トップチーム派遣事業、メディカルサ

ポート活用事業）について、未実施の市町での事業実施を働きかけ、スポーツを通した地域の活性

化を推進していきます。 

③各競技団体と連携し、ジュニア選手の発掘・育成を計画的に進めるとともに、新たに中学校運動部

の強化指定を行います。あわせて、国内外で活躍できるトップジュニア選手の育成のために、トッ

プアスリート応援募金を活用して個々の活動を支援します。 

④アスレティックトレーナー等を派遣する競技団体を拡充するとともに、指導者のニーズに応じた研

修会を計画的に開催するなど指導者の資質向上に取り組みます。また、新たに、全国トップアスリ

新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議における主な意見 



ートを指導者として配置するとともに、オリンピック選手や国内外で活躍する優秀な指導者を競技

団体等へ派遣します。 
⑤高等学校運動部の強化指定については、これまでの指定に加え、新たに、今後の活躍が期待できる

運動部も強化指定の対象とするなど、高等学校運動部の強化指定を拡充していきます。 

⑥中学校や高等学校の運動部活動の充実を図るため、外部指導者の有効活用やスポーツ特別選考によ

る教員採用等を進めていきます。 

⑦引き続き、全国障害者スポーツ大会の競技団体の結成に努めるとともに、平成 24、25年度に結成し

た競技団体を含め、県内全域で活動する障がい者スポーツ競技団体の活動支援や、中級障害者スポ

ーツ指導員養成のための講習会を実施し、競技スポーツの充実を図ります。 



【主担当部局：雇用経済部】 

新しい豊かさ協創３  

 
 
 
 

プロジェクトの目標 

  二歩先を見据えて、環境・エネルギー関連分野の技術の活用やエネルギーの効率的な利用を図りなが

ら、ライフスタイルや生産プロセスなどあらゆるシーンで変革を促す取組を進め、４年後には、環境負

荷を減らしながら、県民の皆さんが豊かさを実感できる「スマートライフ」への転換が進んでいます。 

 

評価結果を踏まえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ａ 

（進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標を達成するとともに、全て

の実践取組において目標値を達成していることか

ら、「進んだ」と判断しました。 

   
 

プロジェクトの数値目標     

目標項目 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 現状値 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

県民の皆さん
や企業をはじ
めとしたさま
ざまな主体が
連携して取り
組むプロジェ
クト数（累計） 

 7 件 13 件 

1.00 

19 件 25 件 

― 7 件 16 件   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「みえグリーンイノベーション構想」＊などの中で取り組むプロジェクト数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 24 年度の実績値及び平成 25 年度の目標値を踏まえ、平成 26 年度も引き続き同程度（６件）
のプロジェクト創出をめざすための目標値を設定しました。 

 

実践取組の目標      

実践取組 
年次計画のうち 

主なもの 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度  

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「環境・エネル
ギー関連産業の集
積と育成」に挑戦し
ます！ 

クリーンエネル
ギー関連に取り
組む企業のネッ
トワーク化 

 20 社 20 社 
1.00 

20 社 20 社 

― 113 社 43 社   

自 動 車 の 軽 量
化・省エネ化に
取り組む企業の
支援（累計） 

 18 社 27 社 
1.00 

33 社 33 社 

13 社 22 社 30 社   

２ 「地域資源を生
かした安全で安心
な新エネルギーの
導入」に挑戦しま
す！ 

大規模な新エネ
ルギー施設の導
入 

 １施設 １施設 

1.00 

１施設 １施設 

― １施設 ２施設   

 

   

       

     

 

   

       

     

スマートライフ推進協創プロジェクト 

 

  

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



実践取組 
年次計画のうち 

主なもの 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度  

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

３ 「県民の皆さん
や企業と取り組む
省エネをはじめと
した地域づくりの
推進」に挑戦しま
す！ 

協 議 会 で の 検
討・取組数  ５件 ５件 

1.00 
５件 ５件 

― ５件 ７件   

企業の省エネル
ギーにつながる
取組促進 

 ５社 ５社 

1.00 

５社 ５社 

― ３社 ８社   

 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 85 156 260  

 
平成 25 年度の取組概要 

①企業・大学・経済団体・市町等産学官で構成する「みえスマートライフ推進協議会」を核として、環

境・エネルギー関連産業の育成及び集積を目的とした「グリーンイノベーション推進部会」、地域資

源を生かした新エネルギーの導入促進を目的とした「新エネルギー導入部会」、環境・エネルギー技

術の活用によるまちづくりを目的とした「地域モデル検討部会」の３部会を設けて、研究会やプロジ

ェクトを運営して具体的な取組を推進 

②「エネルギー関連技術研究会」において、４つの分科会（燃料電池、太陽エネルギー、二次電池、

省エネ・システム）を開催するとともに、県内中小企業と工業研究所が燃料電池や太陽電池等にか

かる創エネ・省エネに関する共同研究開発を実施 

③再エネ・省エネ技術を活用した新たな商品やビジネスを創出するため、環境省の「地域の技術シー

ズを活用した再エネ・省エネ対策フィージビリティー調査」の採択を受け、県内企業に対してシー

ズ・ニーズ調査を実施して、低炭素社会の実現につながる商品開発の方向性を検討 

④バイオリファイナリー＊、バイオケミカル分野での産業創生をめざし、四日市コンビナート企業など

と「みえバイオリファイナリー研究会」を設立するとともに、国内外のバイオマス資源の賦存量や

バイオリファイナリーに関する技術等の調査やセミナーなどを実施（平成 25 年５月 27 日研究会設

立） 

⑤企業や大学等が主体となった「未利用柑橘類を活用したバイオ燃料生産技術開発（熊野地域）」、「未

利用工場排熱の農業生産システムへの展開事業（松阪市）」及び「固体水素源型燃料電池を用いた充

電機能付き非常用電源の開発と実証実験（熊野市、鳥羽市）」のプロジェクトを構築 

⑥自動車の共通課題である軽量化・省エネ化を背景にして、自動車の軽量化等に向けた研究会を昨年

度に引き続き開催（開催実績：金属材料研究会（２回開催、22 社）、複合プラスチック研究会（２

回開催、51社）、接合・複合技術研究会（３回開催、58社）、ＣＡＥ活用研究会（３回、73社）、電

装・電動部品研究会（１回、４社） 計 11回 延べ 208社の参加） 

⑦平成 25 年２月 21 日に設置した「三重県・北海道」産業連携推進会議のもと、三重県のものづくり

技術と北海道の未利用資源を含む地域資源を、県域を越えた人と人、モノがつながることにより、

新たなビジネスの創出、地域経済の活性化をめざす取組を推進 

⑧「メガソーラー＊地域活性化研究会」を開催し、木曽岬干拓地メガソーラーの整備を周辺地域の産業

 

   

       

     



振興などに結びつけるため、事業者や関係市町等と協議 

⑨「メタンハイドレート ＊地域活性化研究会」を開催し、メタンハイドレートに関する、国や（独）

石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）の調査研究の動向を、市町や経済団体等と情報

共有するとともに、将来的に地域活性化につながる取組方策を検討 

⑩市町や地域コミュニティ単位で取り組む新エネルギーを活用したまちづくり・地域づくりを促進す

るため、バイオマス活用推進計画策定への支援や、家庭・事業者の木質バイオマス熱利用など新エ

ネルギー設備の導入を支援 

⑪メガソーラー事業に関する相談を実施、また、メガソーラーの整備とともに行う環境教育や防災対

策などの地域貢献策を支援 

⑫「三重県木質バイオマスエネルギー利用推進協議会」を活用した関係者間の連携強化、木質チップ

原料を供給する事業者の収集・運搬機械等の導入を支援（５事業体） 

⑬農業用水を活用した小水力発電施設の導入に向けた中勢用水地区における実施設計を策定するとと

もに、小水力発電の普及に向けた地域の小水力発電量の賦存量調査、市町及び水路管理者への情報

提供や説明会の実施 

⑭桑名市の「陽だまりの丘」をフィールドに、地域の安全・安心、子育て環境等の課題に対応するた

め、電気自動車（ＥＶ）等のシェア事業、住居等へのＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジメン

ト・システム）導入等、環境・エネルギー技術を活用したモデル提案を地元関係者と協議 

⑮熊野市をフィールドに、地域産業の振興、雇用の場の創出等の課題に対応するため、電気自動車（Ｅ

Ｖ）等の観光周遊手段としての活用や木質バイオマスの地産地消システム等、環境・エネルギー技

術を活用したモデル提案を地元関係者と協議 

⑯鳥羽市の離島（答志島）をフィールドに、地域の安全・安心や観光振興等の課題に対応するため、

島内の周遊性向上を図る超小型電動車両や災害時に利用可能な太陽光発電等の導入等、環境・エネ

ルギー技術を活用したモデル提案を地元関係者と協議 

⑰ＩＣＴ＊を活用して、住民・観光客の満足度向上や産業振興、地域活性化につなげていくため、「み

えＩＣＴを活用した産業活性化推進協議会」を設立し、新たなビジネスモデル・社会モデルを検討

（平成 25年７月 17日設立、37社・団体が参画） 

⑱低炭素なまちづくりを進めるため、伊勢市における電気自動車（ＥＶ）等を活用した低炭素社会モ

デル事業において、平成 24年度に策定した協議会の取組や各主体の役割等を定めた行動計画（おか

げさまＡｃｔｉｏｎ）に基づき、小型電気自動車の導入等、その環境整備の実施 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①「エネルギー関連技術研究会」の参加者の増加を図るとともに、県内中小企業と工業研究所が環境・

エネルギーに関する共同研究開発に取り組み、県内企業の環境・エネルギー関連分野への展開を促

進しました。今後、オープンイノベーション ＊を推進・加速させ、さらなる創エネ、蓄エネ、省エ

ネに関するプロジェクトの形成を図るため、産学官のネットワークを拡充し、研究開発を促進して

いく必要があります。  

②環境省の「地域の技術シーズを活用した再エネ・省エネ対策フィージビリティー調査」によるニー

ズとシーズのマッチングの取組を、低炭素化に資する商品化やビジネス化に結びつけていくことが

必要です。 

③「みえバイオリファイナリー研究会」を設立し、セミナーでの議論を通じて、県内企業や大学等と

のネットワークを構築し、研究開発プロジェクト化に向けた検討や情報交換を行いました。今後は、

本県の強みである資源の種類・量・転換技術等のポテンシャルを生かしたバイオマスのマテリアル



利用やエネルギー利用等、新たな連携テーマについて、企業や大学などが役割分担をしながら技術

開発を進めるためのアクションプランを明らかにすることや、新たなプレーヤーを呼び込むことが

必要です。 

④未利用柑橘類を活用したバイオ燃料生産技術開発等、企業等が主体となったプロジェクトを国等の

支援を受けて構築し、新たな環境・エネルギー分野における取組の育成を図りました。今後とも、

このようなプロジェクトを産学官が連携して構築できるよう国等の支援等の活用や「みえスマート

ライフ推進協議会」のネットワークの活用を通じて支援していくことが必要です。 

⑤自動車の軽量化について、金属材料等の５テーマについて研究会を計 11回開催し、延べ 208社 292

名の参加につながりました。このうち、８社が研究会活動をきっかけとして、新たな取組にチャレ

ンジしました（金属材料研究会からアルミ溶湯清浄化に取り組む企業３社、ＣＡＥ活用研究会から

構造解析に取り組む企業６社（重複１社））。今後、本事業で培われたネットワークを生かし、多様

な分野の県内ものづくり中小企業に共通する基盤技術の高度化を図る等、さらに発展的な取組につ

なげていくことが必要です。 

⑥三重県・北海道の産業連携について、札幌市での「ものづくりテクノフェア 2013」及び本県での「リ

ーディング産業展」等の情報発信の機会を活用し、三重のものづくり中小企業が持つ技術を活用し

た新製品の開発や、両地域の農畜産品のコラボレーションによる商品開発など企業間連携による取

組事例を紹介するとともに、参画メンバーの交流・連携を図りました。民間での連携が進む中で、

新商品につながる取組も出てきています。今後、両地域の一層のコラボレーションを促進するため、

新たなプロジェクトの創出をめざすネットワークの拡充や、販路開拓等の取組での連携のあり方も

検討していく必要があります。 

⑦木曽岬干拓地メガソーラーについて、５月に地元に特別目的会社（木曽岬メガソーラー株式会社）

が設立され、平成 27年１月の運転開始をめざして工事が進められています。今後も、メガソーラー

等の新エネルギー導入を産業振興など周辺地域の活性化に結びつけられるよう「メガソーラー地域

活性化研究会」において検討していくことが必要です。 

⑧メタンハイドレートについて、国や（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）の調

査研究の動向を注視するとともに、エネルギー関連企業のニーズを把握し、漁業との共生や環境・

エネルギー関連産業の創出など地域経済への波及効果が高まるような取組を「メタンハイドレート

地域活性化研究会」において検討していくことが必要です。 

⑨地域資源や地域特性を生かした太陽光発電や木質バイオマス利用等、新エネルギーの導入は着実に

進んでいます。今後、さらなる普及を促進するには、市町や企業等と連携し、環境教育や防災対策

等、特色あるまちづくり・地域づくりの観点で取り組むことが必要です。 

⑩木質チップ原料の供給事業者に対し収集・運搬機械等の導入支援を行う等、木質バイオマスの安定

供給体制づくりに取り組みました。今後も、さらに関係者間の連携を強化するとともに、供給事業

者に対する支援を通じて木質バイオマスの安定供給体制を構築することが必要です。 

⑪農業用水を活用した小水力発電について、中勢用水地区において小水力発電施設整備のための実施

設計や、小水力発電量の賦存量調査及び情報提供等を行いました。施設整備に向け、引き続き関係

機関との具体的な協議や諸手続き並びに小水力発電の導入に向けたさらなる普及啓発が必要です。 

⑫桑名市の「陽だまりの丘」では、桑名市と大手ハウスメーカーが、まち全体のネットゼロエネルギ

ー化、ＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）や超小型電動モビリティのシェ

アシステム導入等、スマートタウンの整備に係る基本協定を締結しました。また、熊野市では、新

鹿小中学校周辺の農業用水路で、持ち運び可能なマイクロ水力発電装置の商品開発に向けた課題抽

出をねらいとした実証試験を開始するとともに、未利用木質バイオマスの地産地消型熱利用検討分



科会を設置し、プロジェクト化に向けた検討を開始しました。さらに、鳥羽市（答志島）及び熊野

市では、企業、大学等が新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）から採択を受けた「固

体水素源型燃料電池を用いた充電機能付き非常用電源の開発と実証実験」と連携し、小型燃料電池

を活用した非常用電源確保のユーザーニーズの把握等、製品開発に向けた調査を進めました。引き

続き、桑名、熊野、鳥羽の３つの地域モデル検討会では、産学官民参加による分科会を設置・運営

し、課題・制約条件等を整理するとともに、地域ニーズをビジネスへ展開しようとする積極的な企

業の参加を促進し、プロジェクト化を進めていくことが必要です。 

⑬７月に設立した「みえＩＣＴを活用した産業活性化推進協議会」について、37社の企業、団体等が

参画し、キックオフセミナーを開催するとともに、ＩＣＴ・ビッグデータ ＊を活用して産業活性化

をめざすネットワークづくりを行いました。また、協議会の方向性を議論する運営委員会を３回開

催し、具体的なテーマ（観光、健康、共通基盤）ごとにワーキンググループを設置し、新たなビジ

ネスモデル構築の検討を行いました。今後、取組を推進していくためには、アグリ（農業関連）等

新たなワーキンググループ設置の検討に加え、積極的な企業や県内自治体の協議会への参加促進を

促す必要があるとともに、行政が保有する情報のオープンデータ化に取り組むことが必要です。 

⑭低炭素なまちづくりを進めていくためには、電気自動車（ＥＶ）等で走れるインフラ整備（充電施

設の設置）が必要です。 

 

①桑名市のスマートタウンの整備や熊野市のマイクロ水力発電の実証試験等、いくつかがプロジェク

ト化されてきている。平成 26年度に向けてさらに取組を推進してほしい。 

②サイエンスやテクノロジーの力を借りながら、心のエコロジーと呼ばれる時代に向けて、日本人の

心のよりどころとなる伊勢神宮を有する本県ならではの、ハードが中心ではなく、人の創造力や五

感を大事にした人が中心となるスマートライフの構想を進めていってほしい。 

③防災施設・避難施設における再エネ・蓄エネの整備を契機として産業振興につなげていくといいの

ではないか。 

④地域住民の参画を促進するため、地域住民にとって、どのような利点があるのか等、昨年度実施し

た住民アンケート結果のほか、検討会の取り組み方向をフィードバックすべきではないか。 

⑤三重県のスマートライフの取組について、他県との連携・意見交換等を通じて、先進性のある取組

をさらにブラッシュアップしてより良い三重発のビジネスモデルを提案すべきではないか。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①企業の環境・エネルギー関連分野への展開促進について、「エネルギー関連技術研究会」において、

引き続き４つの分科会を運営し、ネットワークの拡充を図るとともに共同研究に向けた技術支援や

モデルプロジェクトの構築等、企業ニーズに沿った研究開発を促進していきます。 

②引き続き、環境省の「地域の技術シーズを活用した再エネ・省エネ対策フィージビリティー調査」

により、ニーズとシーズをマッチングしたテーマについて事業化に向けた課題抽出等に取り組み、

環境・エネルギー関連産業の育成につなげます。 

③「みえバイオリファイナリー研究会」において、県内外から新たなプレーヤーを呼び込むため、バ

イオリファイナリーの動向を把握するとともに、産学官が役割分担をしながら技術開発を進めるた

め、基礎研究・モデルプラント実証試験など、フェーズごとに重要な課題を調査分析し、研究開発

プロジェクト化の目標達成に向けたロードマップを作成します。 

新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議における主な意見 



④未利用柑橘類を活用したバイオ燃料生産技術開発等のプロジェクトの着実な推進を図るとともに、

「みえスマートライフ推進協議会」を核に、オープンイノベーションを推進・加速させ、さらなる

プロジェクト化を形成するため、産学官のネットワークを拡充していきます。また、現在支援して

いる各プロジェクトにおいて、ビジネスモデルとして実現化をめざすとともに、関連する新たな製

品開発に向け、県内ものづくり企業間での連携を促進していきます。 

⑤自動車の軽量化に向けた研究会について、平成 25年度後半から国（厚生労働省）の補助事業を活用

した「戦略産業雇用創造プロジェクト」がスタートしたことから、平成 26年度は、これまでに培わ

れたネットワークを戦略産業雇用創造プロジェクトのメニューを通じて発展させていきます。 

⑥三重県・北海道の産業連携について、十勝ラウンドでの取組の検証を行うなかで、地域の課題解決

につながるプロジェクトの創出を支援するとともに、「リーディング産業展」への出展を通じ新たに

参画を希望する県内の事業者も出てきていることから、今後も情報発信の機会を積極的に活用し、

企業間の交流・連携を推進していきます。北海道庁等関係者と取組の方向性による連携のあり方や

他の地域ラウンドへの拡大をはじめ、販路開拓などの取組についても検討していきます。 

⑦メガソーラーの整備を契機として産業振興などを周辺地域の活性化に結びつけるため、「メガソーラ

ー地域活性化研究会」において、事業者や市町等と連携しながら取り組みます。 

⑧次世代のエネルギー資源として開発が期待されるメタンハイドレートに関しては、「メタンハイドレ

ート地域活性化研究会」において、その実用化に向けた技術開発に関する最新情報の把握に努める

とともに、将来的にエネルギー関連産業の誘致等、地域の活性化に結びつけられる取組方策につい

て検討します。 

⑨市町と連携した新エネルギーを活用したまちづくりの取組や家庭・事業者の木質バイオマス熱利用

などの新エネルギー設備導入への支援をはじめ、メガソーラー等を活用した地域貢献策への支援を

通じ、新エネルギーの導入を促進します。 

⑩平成 26年秋に本格稼動予定の県内初の木質バイオマス発電事業に向けて、木質チップ原料の供給事

業者に対し収集・運搬機械等の導入支援を行う等、木質バイオマスを安定供給できる体制づくりに

取り組みます。 

⑪農業用水を活用した小水力発電について、中勢用水地区において、実施設計に基づき発電施設の整

備に着手します。また、農業用水における発電量の賦存量調査結果をもとに、小水力発電の導入に

向けた普及啓発に取り組みます。 

⑫桑名市・熊野市・鳥羽市（答志島）のプロジェクト検討会を引き続き運営するとともに、テーマご

とに分科会を設置・運営し、さまざまなステークホルダーの参加促進を図りながら、国等の支援策

を活用しつつ、プロジェクト化に向けて取組を進めます。 

⑬企業や県内自治体に対し、みえＩＣＴを活用した産業活性化推進協議会への参画促進を図るととも

に、県庁内で保有する行政情報のオープンデータ化に向けた検討を行います。また、ワーキンググ

ループで検討したビジネスモデルの実証試験に取り組みます。さらにアグリ関連では、農地や植物

工場にセンサを配置した農作物の栽培や、農業経営等に係る各種データを集積するプラットフォー

ムの構築など、地域に賦存するデータの集積を活用した農業ビジネス創出の検討に取り組みます。 

⑭電気自動車（ＥＶ）等を活用した低炭素なまちづくりを行うため、さらに、電気自動車（ＥＶ）等

の導入を図るとともに、大規模集客施設や宿泊施設を中心に充電施設の普及を行います。 



【主担当部局：雇用経済部 観光・国際局】 

新しい豊かさ協創４  

 
 
 
 

プロジェクトの目標 

三重県観光の「予感」（三重へ行ってみたい）・「体感」（三重で旅行を満喫）・「実感」（三重

は楽しかった、また行きたい）のサイクルが築かれ、観光産業が本県の経済をけん引する産業の一

つとして確立されています。そのため、観光旅行者の多様なニーズに対応するさまざまな観光振

興の取組を、県民の皆さん、市町、観光事業者、観光関係団体等と連携して進めます。４年後に

は、観光の基盤づくりが進み、観光旅行者の満足度が向上し、式年遷宮 ＊後も観光入込客数が持続

的に確保されています。 
 

評価結果を踏まえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 
Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標は達成しました。実践取組に

ついても、５項目中４項目で目標を達成したことから、

「ある程度進んだ」と判断しました。 

   
 

プロジェクトの数値目標     

目標項目 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 現状値 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

観光レクリエ
ーション入込
客数 

 3,650 万人 4,000 万人 

1.00 
4,000 万人 4,000 万人 

3,565 万人 3,787 万人 4,080 万人   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

１年間に観光レクリエーション等の目的で県内の観光地を訪れた人数について、全国観光統計基
準に基づき集計した推計値 

26 年度目標 
値の考え方 

遷宮効果により、誘客が順調に進んでいることから、最終目標値 4,000 万人を前倒しし、高い水
準での維持を図っていくこととします。 

 

実践取組の目標      

実践取組 
年次計画のうち 

主なもの 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度  

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達
成 

状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１「さまざまな
主体との連携に
よる観光ＰＲ・
誘客」に挑戦し
ます！ 

延べ宿泊者数 
 770 万人 800 万人 

1.00 

800 万人 800 万人 

756 万人 833 万人 
982 万人 
（暫定） 

  

リピート意向率 
 82.0％ 88.0％ 

0.96 

94,0％ 100.0％ 

77.8％ 83.9％ 84.5％   

 

   

       

     

 

   

       

     

世界の人びとを呼び込む観光協創プロジェクト 

 

  

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



 

実践取組の目標      

実践取組 
年次計画のうち 

主なもの 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度  

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達
成 

状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

２「海外での認
知度アップによ
る 来 訪 者 の 増
加」に挑戦しま
す！ 

県内の外国人延
べ宿泊者数  

100,000
人 

120,000
人 

1.00 

135,000
人 

150,000
人 

90,990
人 

94,660
人 

121,680
人（暫定） 

  

海外の自治体等
との連携事業数
（累計） 

 ２件 ５件 

1.00 
(達成済) 10 件 

― ３件 10 件   

３「来訪を促進
する観光の基盤
づくり」に挑戦
します！ 

受講生が取り組
んだ地域活動数
（累計） 

 10 件 20 件 

1.00 
35 件 40 件 

― 13 件 29 件   

 

（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 52 251 207  

 
平成 25 年度の取組概要 

①式年遷宮や世界遺産登録 10 周年などの好機を捉え、三重の認知度向上、周遊性・滞在性の向上、

おもてなしの向上をめざす官民一体となった三重県観光キャンペーンを実施 

三重県観光キャンペーンの核となる、「みえ旅パスポート」（発給数：205,976件）、「みえ旅案内所」

（68 施設⇒87 施設）、「みえ旅おもてなし施設」（640 施設⇒820 施設）の構築を行うとともに、地

域部会の活用やテーマ性・ストーリー性を持った情報発信、ＳＮＳ＊を利用した三重の観光情報発

信の強化により、キャンペーン終了後も持続する魅力的な観光地づくりを推進 

②「遷宮」や「古事記」など共通テーマを持つ他県や東大和西三重観光連盟、西美濃北伊勢観光サミ

ットなど近隣地域との県境を越えた地域間連携により効果的な情報発信を推進 

③「2013 日台観光サミット in 三重」の開催を契機として、継続的に台湾からの誘客促進を図るとと

もに、国際戦略の指針を策定し、「選択と集中」によりターゲットを明確にした海外誘客戦略を展

開 

④「昇龍道プロジェクト」など広域連携によるスケールメリットを活かした海外誘客を推進 

⑤外国人が多く訪れる県内観光地を対象に、外国人観光客受入環境の整備を促進 

⑥本県が世界に誇る観光資源である「海女」や「忍者」を積極的に活用し、国内外への情報発信及び

誘客を促進 

⑦ロケツーリズムやエコツーリズム、スポーツツーリズム ＊、産業観光など地域資源を生かしたニュ

ーツーリズムを支援 

⑧バリアフリー観光に先進的に取り組む特定非営利法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター等と

の連携により、日本一のバリアフリー観光県づくりを推進 

⑨観光事業者等を対象とした観光面での防災対策の啓発と三重県新地震・津波対策行動計画における

観光防災に関する取組のとりまとめ 

 

   

       

     



⑩産学官の連携による「ＩＣＴ＊を活用した産業活性化協議会」の観光分野での検討の実施 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①観光キャンペーンでは、官民連携して「みえ旅パスポート」の発給促進、「みえ旅案内所」及び「み

え旅おもてなし施設」の充実を図りました。観光客実態調査において、主要観光地への立寄地点数

が県内すべての地域で上昇（北勢：1.13→1.32、中南勢：1.20→1.45、伊勢志摩：2.78→3.20、伊

賀：1.48→1.49、東紀州：1.96→2.10）していることから周遊性が向上したものと思われます。こ

れらの結果を踏まえ、今後とも効果的な情報発信や誘客促進につなげていく必要があります。 

また、県内全市町に５つの地域部会の参画を得て、県内各地の地域の魅力発見や情報発信、地域連

携事業の実施など、地域と一体となった取組を進めました。 

情報発信については、オフィシャルガイドブック（各 30万部発行）やエリアパンフレットを半年ご

とにテーマを更新して発行し、県内各地の旬の情報やキャンペーン企画の情報を提供しました。ま 

た、オフィシャルホームページを 11月にはスマートフォン対応にするととともに、観光連盟と連携

して、フェイスブックやツイッター、ＬＩＮＥを利用した観光情報発信に取り組みました。 

首都圏等大都市圏においては、三重テラス ＊、名古屋桜通りカフェや雑誌媒体を活用した女性、シ

ニア等に狙いを絞った情報発信やメディア等を対象にした企画提案、情報発信を行うとともに、地

方では、百貨店の物産展などでＰＲを行いました。（メディア掲載件数 159回 うち新聞 115回、雑

誌 25 回、ＴＶ19回） 

民間事業者等との連携では、75 社を超える企業等に協力いただき、商品開発、ロゴマークの活用、

ポスターの掲出など、官民が一体となった三重県の認知度向上に取り組みました。また、県ゆかり

の著名人８人を新たに「みえの国観光大使」に任命し、イベントやメディアを通じて、三重県のＰ

Ｒを行いました。 

引き続き、地域部会や民間企業等と連携した取組を実施することで、官民が一体となった継続的な

観光誘客や周遊性、滞在性の向上を進めていく必要があります。 

②「遷宮」や「古事記」などの共通テーマを持つ他県と連携し情報発信を行いました。これらの取組

により、日経トレンディの 2013 ヒット商品ベスト 30 の５位に「伊勢・出雲」が選ばれるなど、全

国的に認知度が向上しました。また、東大和西三重観光連盟や西美濃北伊勢観光サミットなど近隣

地域が県境を越えて情報発信することで、誘客の促進や周遊性の向上に努めました。今後とも、共

通テーマを持つ他県や近隣地域との県境を越えた広域連携により、効果的な情報発信を行い、認知

度を高めていく必要があります。 

③「2013 日台観光サミット in 三重」を契機に、継続的な誘客促進を図るため、サミット終了直後に

台湾にミッション団を派遣し、台北、台中、高雄で説明会や商談会を開催するとともに、三重県に

協力的な旅行会社による「三重県観光アドバイザリー会議」を開催するなど、台湾との取組を集中

的に実施しました。その結果、三重区のある台湾新北市との観光交流協定締結（10 月）、天灯祭に

おける新北市との交流、台湾ランタン祭への出展など日台双方の観光文化交流促進が評価され、２

月には台湾交通部観光局から「2014台湾観光貢献賞」を受賞しました。これら取組の結果、平成 25

年の台湾から三重県への延べ宿泊者数は 27,360 人となり、目標としていた 25,000 人を上回り過去

最高を記録しました。また、海外から三重県への誘客を促進するために「三重県海外観光特使」制

度を創設し、平成 26年３月に、マレーシアからの誘客を進めるため、マレーシアの旅行会社のトッ

プに初めて委嘱しました。国際戦略の指針となる「みえ国際展開の基本方針」＊を昨年９月に策定し

たことから、今後とも海外誘客については、同方針に基づき、ターゲットとする国・地域を絞り込

んで展開していく必要があります。 



④海外でのＰＲについては、「昇龍道プロジェクト」など広域連携による取組を中部運輸局や中部広域

観光推進協議会と一体となって進めていく必要があります。 

⑤外国人観光客の受入環境の向上を図るため、外国人観光客が訪れるみえ旅案内所等に指さし案内や、

Ｗｉ－Ｆｉ整備（平成 25 年度までに 73 ヵ所整備予定）を行いました。今後とも、引き続き、整備

を進めていく必要があります。 

⑥本県が世界に誇る観光資源である「海女」や「忍者」については、海外のプレスを招いてプレスツ

アー開催など、地域が中心となった協議会が実施するイベントや情報発信等への支援が必要です。 

平成 26 年度は、全国海女サミットが志摩市で予定されており、サミット成功に向けて地域と連携し

ていく必要があります。 

⑦ＪＦＣ（ジャパンフィルムコミッション）の総会を９月に伊勢市に誘致し開催しました。また、県

内９つのフィルムコミッションにおいて、映画やドラマ、ＣＭ等、年間 200 件を越える取材協力や

撮影支援を行うとともに、テーマを絞ったロケ地巡り用の冊子「映画旅文学旅みえ」の作成や今年

５月公開の映画「ＷＯＯＤＪＯＢ」の全国公開に併せて、ロケ地マップを作成しました。今後、映

画配給会社とタイアップしたＰＲなど、関係市町と連携しロケツーリズムを推進する必要がありま

す。また、周年事業や県内各地域の取組等と連携しながらエコツーリズムやスポーツツーリズムを

推進するなど地域資源を生かしたニューツーリズムが地域に定着するよう、取組を進める必要があ

ります。 

⑧６月の「バリアフリー観光全国フォーラム伊勢大会」において、「日本一のバリアフリー観光県推進

宣言」を行い、研修会や高齢者、障がい者を対象としたモニターツアーを実施しました。今後、県

内全域でバリアフリー観光を推進することを通じて、おもてなしの向上にもつなげていく必要があ

ります。 

⑨観光事業者を対象とした観光地の防災に関する啓発活動を２回実施しました。今後、三重県新地震・

津波対策行動計画に基づき、観光地の防災対策を進めていく必要があります。 

⑩「みえＩＣＴを活用した産業活性化推進協議会」に観光ワーキンググループを設置し検討をはじめ

ました。 

 

 新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議における主な意見 

①式年遷宮 ＊を生かした国内誘客については、交通渋滞対策を含め、概ねうまくいったのではないか。

初めて伊勢（三重）に来た観光客が増えており、この人たちがリピーターとなって再び訪れていた

だけるかが今後の課題である。現場では、多くのお客さんの対応に追われ、充分なおもてなしがで

きなかったという心配の声も聞こえるが、20年前のような悪い評判（二度と来たくない）は聞いて

いない。 

②今後、団体客より個人客が中心となってくる。公共交通機関で来県した個人客が、行きたい場所に

周遊できるようにするためには二次交通の整備が重要である。伊賀地域では、今年４月から、レン

タカー会社と連携し、レンタカープランを実施する予定である。また、荷物がネックとなり、公共

交通機関の利用が敬遠されるケースが多い。荷物を置くスペースの確保や搬送サービスのシステム

があれば行動範囲が広がり、公共交通機関利用増も見込まれる。 

③三重県には、海女や忍者など本物の観光資源があるが、観光メニューがないと観光客を呼ぶことは

できない。「忍者」については、伊賀でも十数年前まではなかったが、忍者ショーや体験施設などの

メニューが整ってきて、最近では、忍者体験が企業研修（精神修行）として取り入れられるケース

も出てきた。「海女」については、世界遺産登録は海外誘客にとっても効果があるが、現地でもなか

なか本物の海女を見ることはできないので、しろんご祭りや御潜（みかつき）神事など伝統的な祭



りを通じて見える形でＰＲすることが重要である。 

④外国人誘客を推進するためには、外国人が判断するための観光品質認証を研究する必要がある。 

また、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備は不可欠である。 

⑤これから建物の耐震規制がおこなわれる。耐震規制は防災上大切であるが、今後、小規模な旅館も

対象となることを懸念している。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①式年遷宮「おかげ年」の機運を持続させるとともに、平成 26 年の熊野古道世界遺産登録 10 周年等

の好機を最大限活用し、引き続き、みえ旅パスポートの発給促進、みえ旅案内所、みえ旅おもてな

し施設の充実を図るとともに、地域部会や民間事業者等幅広い主体と連携した取組を進めることで、

官民一体となった誘客促進を図ります。三重テラスを活用した首都圏等での情報発信、みえ旅パス

ポート八十八ヵ所めぐりスタンプ帳の配布、全国規模の観光展である「ツーリズムＥＸＰＯ2014」

への出展、熊野古道世界遺産登録 10周年を記念したドライブプランの実施、おもてなし施設ガイド

マップの作成、旅行商品造成の働きかけ等展開することで、本県への誘客促進、来訪者の周遊性・

滞在性の向上に取り組みます。 

②別宮の遷宮、古事記、歴史街道などテーマやストーリーづくりを重視し、神話や古事記等を通じて

共通の話題を有する島根県、奈良県、和歌山県等との連携や県境を越えた連携を強化し、旅こころ

をひきつける、テーマ性、ストーリー性を有した情報発信を実施し、誘客の促進と周遊性の向上を

図ります。 

③「みえ国際展開に関する基本方針」に基づき、台湾、タイ、マレーシアについて、集中的なセール

スや「三重県海外観光特使」の委嘱等により、効果的、重点的にプロモーションを実施します。台

湾については、台北だけでなく、台中や南部の高雄での取組を強化し、台湾全域からの誘客を促進

します。 

④観光誘客のみならず、産業や物産と一体となり三重県の魅力を総合的にＰＲし、ビジネス客も含め

た海外来県者全体の増加を目指します。また、「昇龍道プロジェクト」など広域連携を進め、中部地

域全体での知名度向上を行います。 

⑤Ｗｉ－Ｆｉ、案内表示等の外国人観光客の受入環境整備について、みえ旅案内所等への整備を促進

します。 

⑥本県が世界に誇る観光資源である「海女」や「忍者」について、引き続き、地域の協議会での取り

組みを支援することで、地域全体の連携を促すとともに、モデルコースの設定やイベント・祭りを

通じて、国内外への発信を強化します。 

⑦ロケ地マップやテーマを絞った冊子、周年事業等を活用し、ロケツーリズム、スポーツツーリズム、

エコツーリズムなどの地域資源を生かしたニューツーリズムの取組について、情報発信を中心に連

携して取り組みます。 

⑧障がい者、高齢者など移動に困難を伴う方に、県内のバリアフリー観光情報を発信するとともに、

受け入れ側の情報提供機能や相談機能を高めることで、地域におけるコンシェルジュ機能を充実し

ます。 

⑨三重県新地震・津波対策行動計画にもとづき、防災対策部と連携して観光防災にかかる人材育成、

課題検討の場づくり、避難訓練の実施などに取り組みます。 

⑩ＩＣＴについては、産学官連携による観光ワーキンググループにおいて、引き続き、観光客の利便

性向上や観光産業の振興につながる実証事業の実施に向けた取組を進めます。 

 



⑪交通対策については、地域協議会の一員として、関係機関と連携しながら交通渋滞の緩和などの課

題解決に取り組むとともに、引き続き二次交通対策についても地域と連携して検討します。 



新しい豊かさ協創５ 県民力を高める絆づくり協創プロジェクト 

 
【主担当部局：戦略企画部】 

 
 
 
 

プロジェクトの目標 

 さまざまな分野において、多くの県民の皆さんが、アクティブ・シチズンとして自らの個性や能力を

発揮しながら、地域の課題解決に主体的に取り組み、成果を上げるとともに、充実した生活を送って

います。 

  このような社会をめざして、子どもや若者をはじめ、外国人住民や障がい者など、さまざまな主体

の参画を促進するための支援や場づくり、連携の仕組みづくりに取り組むことにより、４年後には、

より幅広い層の県民の皆さんが、自らの能力を発揮しながら積極的に社会に参画したり、地域づくり

の担い手として、地域の課題解決に取り組んだりしています。 

 

評価結果を踏まえたプロジェクトの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 
Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

プロジェクトの数値目標の達成はありませんでした

が、実践取組では 5 項目中４項目で目標を達成して

いることから、総合的に「ある程度進んだ」と判断

しました。 

   
プロジェクトの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

地 域 活 動 に 参
画 し て い る 学
生の割合 

 
 15.0％ 21.0％ 

0.99 
 24.0％  27.0％ 

 13.4％ 18.4％ 20.7％   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県内高等教育機関の学生のうち、地域活動へ参画している学生の割合 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 25 年度の実績値は目標値をやや下回ったものの順調に推移しています。引き続き、「学
生」×「地域」カフェを開催するなど、平成 27 年度目標値の着実な達成に向けて、平成 26
年度目標値を 24.0％と設定しました。 

 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

パ ー ト ナ ー グ
ル ー プ ネ ッ ト
ワ ー ク 構 築 数
（累計） 

 2,100 2,700 
0.88 

3,000    3,000 

     388 1,455 2,549   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

地域をよりよくしていこうとするパートナーグループのネットワーク構築数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 26 年度においては、パートナーグループ登録数（累計）の目標値を 1,000 グループと
設定しており、１パートナーグループにつき３つのネットワークが構築されるとして 3,000
と設定しました。 ※「美し国おこし・三重」基本計画（改訂版）により設定 

 

 

   

       

     

 

   

       

     

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 



 

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

認 定 Ｎ Ｐ Ｏ 法
人数 

 
 ５法人 10 法人 

0.40 
20 法人 30 法人 

１法人 ３法人 ４法人   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

県内の特定非営利活動法人のうち、その運営組織および事業活動が適正であり、公益の増進
に資するものとして、認定を受けた特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）の数 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 26 年度は、導入２年目となるＮＰＯ法人条例指定制度について、啓発や申請手続きの助
言等を行うことにより、認定ＮＰＯ法人数の増加が見込まれることから、20 法人と設定しま
した。 

 

実践取組 
年次計画のうち 

主なもの 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標
達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

１ 「次代を担う
子ども・若者の
県民力を高める
仕組みづくり」
に挑戦します 

学生と地域のさ
まざまな主体と
の交流フォーラ
ムの開催回数 

 ５回 ５回 

1.00 

５回 ５回 

０回 ５回 12 回   

２「さまざまな
事情で支援が必
要な県民の皆さ
んの能力発揮・
参画の支援」に
挑戦します 

県の取り組む多
文化共生社会づ
くり事業に参画
した主体数 
（累計） 

 28 団体 32 団体 

1.00 

36 団体 40 団体 

25 団体 29 団体 34 団体   

パーキングパー
ミット制度 ＊に
おける利用証の
保有者数（累計） 

 
8,500 

人 
11,200 

人 
1.00 

(達成済) 
11,500

人 

― 
10,201

人 
19,061 

人 
  

３「『美し国おこ
し・三重』の新
たな展開」に挑
戦します 

パートナーグル
ープ登録数 
（累計） 

 
700 

グループ 
900 

グループ 
0.43 

1,000 
グループ 

1,000 
グループ 

342    
グループ 

513 
グループ 

681 
グループ 

  

４「NPO の活動
を支える仕組み
づくり」に挑戦
します 

NPO の提案から
取り組んだ「協
創」の実践活動
数（累計） 

 10 事業 15 事業 
1.00 

20 事業 25 事業 

 ５事業 11 事業 19 事業   

（単位：百万円） 
 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 490 350 689  

 
平成 25 年度の取組概要 

①県内高等教育機関と連携し、地域の皆さんと大学生等が地域の課題について意見交換等を行う「学

生」×「地域」カフェ（交流フォーラム）を 12テーマで開催（参加学生数 154 名）。学生団体の地

域貢献活動やその成果を県民の皆さんと共有することを目的とする「『学生』×『地域』の取組事

 

   

       

     



例発表会 ベストプラクティスコンテスト」（発表・展示団体数 19団体）と、学生と地域が連携す

る優良事例を紹介し、参加者のノウハウを醸成することを目的とするパネルディスカッション形式

の「大学・地域連携シンポジウム」を３月に同時開催（参加者数約 150名） 

②将来の地域の担い手となる子どもたちの農村における地域活動への参画を促進するため、子どもた

ちの参加による農地・農業用施設の保全活動や農業体験活動、自然観察会などの取組を支援 

③大学生 50 人を少年警察ボランティアに委嘱し、当該ボランティア等の参画を得て、非行少年等の立

ち直りを目的とした「少年の居場所づくり」を 10回実施（平成 25年度実績：10回実施） 

④社会全体で犯罪被害者等を支援する機運を醸成するため、関係機関・団体と連携した各種広報・啓

発を実施（「命の大切さを学ぶ教室」を 16回開催、平成 25年 11月 23日「犯罪被害者支援を考える

集い」を開催、平成 25年 11月 14日「犯罪被害者支援キャラバン隊」が南伊勢町、大紀町、大台町

の３町を訪問）                

⑤日本語指導ボランティア研修（入門研修、ブラッシュアップ研修）を開催するとともに、多言語ホ

ームページ（ポルトガル語、スペイン語、英語、日本語）で外国人住民に必要な行政や制度に関す

る情報を提供（①情報掲載数：ビデオ情報 24 件、文字情報 122 件 ②ページビュー数 月平均約

10,000） 

⑥多言語相談窓口の設置、医療・災害時等のサポート体制の充実などに取り組み、外国人住民の地域

社会への参画を支援（相談窓口等相談件数 1,045件、医療通訳育成研修（１回）、災害時外国人サポ

ーター研修（鳥羽市、伊賀市）、外国人を主な対象とした避難所訓練（鳥羽市、伊賀市）） 

⑦ＮＰＯ、経済団体、行政等のさまざまな主体が連携して、多文化共生の啓発イベントを開催（ヒュ

ーマンフェスタｉｎ亀山との同時開催 参加者数 150 名） 

⑧日本語指導が必要な外国人児童生徒に対し、外国人児童生徒巡回相談員（12名）による日本語指導

や、学校生活への適応指導の充実、日本語で学ぶ力の育成を目指したカリキュラム（ＪＳＬカリキ

ュラム ＊）の実践研究を実施 

⑨外国人児童生徒のための教科指導研究推進会議を２回開催し、日本語で学ぶ力の育成をめざしたカ

リキュラム（ＪＳＬカリキュラム）を活用したわかりやすい授業づくりに向けた取組について協議

を実施                

⑩小・中・高等学校の外国人児童生徒教育担当者を対象とした会議の開催（６回） 

⑪市町教育委員会が行う外国人の子どもの就学支援及び「初期適応指導教室」＊の取組を支援（７市 

町） 

⑫保護者向け連絡文書例（ビザイヤ語版）のホームページ掲載及び、外国人児童生徒支援コミュニケ

ーションハンドブック（ビザイヤ語版）の作成               

⑬芸術文化活動に取り組む障がい者が作品等を発表する「障がい者芸術文化祭」を開催（平成 25 年

12 月開催：ステージ発表（25組、285人）、作品展示（231点） 入場者数 1,820人） 

⑭「三重おもいやり駐車場利用証」の申請受付及び交付事務を行うとともに、市町、ユニバーサルデ

ザインアドバイザー、社会福祉協議会などと連携し「三重おもいやり駐車場利用証制度」の普及啓

発を実施するほか、さまざまな施設へ「おもいやり駐車場」の登録について事業者等に協力を依頼 

（「三重おもいやり駐車場利用証制度」の利用証交付者数 19,061人、「おもいやり駐車場」の登録届

出数 1,889施設、3,781区画 ※累計） 

⑮「美し国おこし・三重」の拡大座談会を 36か所で開催し、2,431人が参加するとともに、専門家派

遣を 22 件（延べ 60回（日））実施 パートナーグループに合計 681 グループが登録                      

⑯ 平成 26年の県民力拡大プロジェクトのプレイベントとして、「プレ 縁
え ん

博
ぱ く

みえ」を９月～12月に実

施し、422件の地域づくりイベントが展開されるとともに、「プレ三重県民 大縁会
だいえんかい

」を 12 月に開催



し、約 8,180人の参加・来場者数を記録        

⑰ 平成 24年度に策定した「夢をかたちにするまちづくり～『新しい公共』のヒント集～」（以下「ヒ

ント集」という。）を活用し、ＮＰＯ活動の現状と課題を聴き取るため、平成 25年６～８月に県内

の全ＮＰＯ法人（641 法人）と面談。また、ＮＰＯの新たなパートナー開拓の方策について、ＮＰ

Ｏと企業、大学、行政によるワーキンググループを実施（20回）。 

⑱県民のＮＰＯ活動への理解を深めるため、「市民活動・ＮＰＯ月間」(12 月)を新たに設け、多様な

主体と協働して県内 9 地域で 18 件のイベントやセミナーを集中的に実施。また、１月には集大成

イベントとして「協創シンポジウム」を開催（200 人参加）｡   

⑲「みえ災害ボランティア支援センター」では、25年９月まで、東日本大震災の被災地にボランティ

アバスを派遣（８便、175 人参加）。「災害ボランティアシンポジウム」（12 月、103 人参加）など

災害の教訓や活動の成果を今後につなげる取組を行い、12月末閉所。閉所以降は、県が平常時の事

務局を担うとともに、市町、市町社協、ＮＰＯ等を対象に、現地災害ボランティアセンターの準備

態勢の重要性について理解を深めるための研修を実施。 
 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①「学生」×「地域」カフェ（交流フォーラム）の開催テーマ数、参加学生数ともに、前年度に比べ

て増加したことで、学生に対し地域活動へ参画する場を提供することができました。参加学生や受

入団体等を対象にしたアンケート等を通じて、大学生等に地域活動への参画を促すための課題やノ

ウハウを得ることができました。また、「『学生』×『地域』の取組事例発表会 ベストプラクティ

スコンテスト」と「大学・地域連携シンポジウム」の開催を通じて、参加した県民の皆さんや学生

間で取組の共有やノウハウの醸成を行うことができました。平成 24 年度からの取組の成果と課題

を踏まえて、県内高等教育機関等と地域との連携の仕組みづくりの検討に着手する必要があります。 

②農地・農業用施設・景観の保全活動については、地域の子どもたちも参加し、地域一体となった取

組が進んでいます。活動の継続に向け、地域の人材育成や持続的に活動を支える体制づくりにより、

地域コミュニティ活動として定着させていく必要があります。 

③大学生 50 人を少年警察学生ボランティアに委嘱し、その参画を得て、農業体験等の居場所づくり

活動を実施するなど、少年の立ち直り支援活動等を推進しました。今後とも更なる活動の推進を図

っていくことが必要です。   

④「命の大切さを学ぶ教室」の受講者 5,630人からアンケート調査を実施した結果、約 64％が「被害

者や遺族の人たちは、大変な思いをしていると思った」、約 83％が「命を大切にしなければならな

い」と回答しており、被害者支援の重要性に対する理解が深まり、規範意識の高揚が図られました。

引き続き「命の大切さを学ぶ教室」を開催し、次代を担うより多くの若者が被害者支援に対する理

解を深めるよう働き掛けていく必要があります。 

⑤平成 25 年度から「犯罪被害者支援を考える集い」、「犯罪被害者支援キャラバン隊」等のイベント

運営に大学生ボランティアが参加したところです。引き続き大学生を始めとする多くの若者に対し、

支援活動への参加を呼び掛けていくとともに、社会全体で犯罪被害者を支える機運を醸成するため、

行政機関、民間支援団体、事業者等と一体となった広報啓発活動を推進していく必要があります。                                

⑥平成 25年 7月に施行された「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例」及び平成 26年３月に策定した同基

本計画に基づき、規範意識の定着のため、教育機関による飲酒運転０
ゼロ

をめざした教育をはじめとし

た飲酒運転根絶の取組を、多くの県民の皆さんと連携して推進する必要があります。 

⑦多言語ホームページ（ポルトガル語、スペイン語、英語、日本語）では、防災講座「台風について」 

  を映像で提供して外国人住民の防災に関する意識啓発を行うとともに、学校教育に関する映像情報



「教育シリーズ①～⑨」を提供することで外国人住民に教育の大切さについての理解を深めてもら

うことができました。今後も外国人住民の関心が高い話題を取り上げていくとともに、ホームペー

ジ閲覧者を増やしていく必要があります。  

⑧外国人住民向け防災セミナー及び災害時外国人サポーター研修では「避難所情報伝達キット」を活

用し、外国人とサポーターが合同で実践的な研修を行うことができました。また、大規模災害を想

定した多言語情報提供に特化した図上訓練では、併せて「みえ災害時多言語支援センター」の設置・

運営訓練を行うことで、より実践的な訓練にすることができました。 

外国人住民が災害時要援護者の立場から、地域社会を支える側へと活動の場を広げることができる

環境を作る必要があります。また、大規模災害時には、ＮＰＯ等の中核的支援機関をはじめとする

さまざまな主体と一体となって、「みえ災害時多言語支援センター」を設置・運営していく必要があ

ります。                

⑨外国人児童生徒教育担当者会議において、「外国人児童生徒の在籍学級における教科指導の方法」

「小・中・高等学校の円滑な引継ぎ」について協議を行い、共有を図ることができました。小・中・

高等学校において、日本語能力の育成に向けた指導方法やＪＳＬカリキュラムに係る効果的な指導

事例について調査研究、情報共有を深める必要があります。 

⑩学校・家庭・地域が一体となった日本語支援体制づくりに取り組むとともに、外国人生徒支援専門

員を活用してＪＳＬカリキュラムの実践研究を進め、効果的な指導事例の収集に努めていますが、

その成果を県内高等学校へ普及・拡大する必要があります。 

⑪「障がい者芸術文化祭」については、特別支援学校特設コーナーの設置、コンビニエンスストアで

のポスター掲示などにより、展示作品等の応募数や入場者数が平成 24年度実績を上回りました。平

成 26 年度は、引き続きより多くの方に参加してもらえるような取組が必要です。                

⑫「三重おもいやり駐車場利用証制度」の利用証交付者数及び「おもいやり駐車場」の登録届出数が

増加するなど、着実に当制度が定着しつつあるほか、利用証の取得者に対するアンケートで、８割

近くの方が「制度の導入により車をとめやすくなった」と回答し、制度の導入効果が認められまし

た。一方、依然として「おもいやり駐車場」で利用証を掲示していない車が多く見られることから、

引き続き利用証を持たない方に対する啓発を進める必要があります。        

⑬「美し国おこし・三重」については、パートナーグループに、170 グループが新たに登録し、合計

681 グループとなるとともに、複数のグループが連携した取組事例も増えているなど、地域の皆さん

が地域づくりに自発的に取り組む機運も向上しています。しかし、この取組があと１年であるとい

うことを勘案すると、取組が終了した後も自立・持続可能で元気な地域づくりが続けられるよう、

県内の中間支援組織・機能との連携を一層密にし、グループ同士の広域的なネットワークづくりな

どの支援を地域の実情に応じた形でさらに進めていく必要があります。 

⑭「県民力拡大プロジェクトプレイベント」では、地域づくりの博覧会「プレ 縁
え ん

博
ぱ く

みえ」に、パー

トナーグループ等が実施する 422 のイベントがエントリーされ、「プレ三重県民 大縁会
だいえんかい

」の参加・

来場者も前年に比べて約 2.2倍の 8,180人となるなど、「美し国おこし・三重」の取組に広がりが見

られるようになってきました。平成 26 年の「県民力拡大プロジェクト」については、単なるイベン

トで終わらせることなく、グループ活動の自立・持続につながるようなものにする必要があります。                      

⑮「ヒント集」を活用した法人との面談で、活動の現状と課題を把握できました。この情報を、ＮＰ

Ｏが自立し活動しやすい環境整備に向けた今後の施策に生かしていく必要があります。協働事業提

案の取組や「協創」の人材育成については手法の定着等の成果があったため廃止し、企業等との連

携促進については中間支援団体の行う市民活動促進事業の中で取り組むこととしました。人材育成

やＮＰＯと企業との相互理解を進める取組は、中間支援団体と役割分担するなかで進めていく必要



があります。また、ＮＰＯの財政基盤強化のあり方について、寄附など多様な資金調達の観点から

見直していく必要があります。 

⑯「市民活動・ＮＰＯ月間」期間中に、みえＮＰＯネットワークセンターや地域の市民活動センター

などが連携してイベント等を実施しました。今後は関係機関相互の連携を深め、より効果的な情報

発信を図る必要があります。  

⑰「みえ災害ボランティア支援センター」では、平成 23 年４月から２年半にわたりボランティアバ

スを派遣し、72 便、延べ 1,290 人のボランティアの機会を提供しました。また、研修では平常時

からのネットワークの構築や連携強化の必要性を参加者が改めて認識しましたが、地域での取組

はあまり進んでいません。災害発生時に速やかに活動を開始できるよう、平常時の「みえ災害ボ

ランティア支援センター」事務局のあり方を検討するとともに、地域における関係者の「顔の見

える関係づくり」が必要です。        

 

①県民力を「養成」するには、市民活動も、専門性を持つことが必要である。各組織・市民団体は、

「専門分野の養成」・「組織の経緯」・「力」でコーディネイト機能や場を備えることが大切であり、 

県があって、県民があって、市民団体・協会等があり、そのあいだの組織（中間支援）の人が足り

ない気がする。 

②ＮＰＯでも地域によって中間組織の組織やあり方は違う。地域の中間支援組織に差があるので情報

受発信等でバラツキを全県的に均一にできる仕組みを三重県が考えてほしい。 

③障がい者芸術文化祭は、絆、協創の意味では、障がい者団体との連携もとれ、事業展開も良かった

が、三重県が行う「県展」に障がい者が入っていけるような部門ができないだろうか。 

  ④「美し国おこし・三重」も来年度で６年目で一定の区切り、役割を終える。まさにこの取組は、情

報の受発信であり、地域を良くしていこうとの取組である。地域の絆づくりを応援していこうとい

うとてもシンプルな取組である。県内のＮＰＯとの連携がこの「美し国おこし・三重」を進めるう

えで不可欠だと思っている。 

  ⑤企業の社会貢献、ボランティアも地域を想う方々が集うべき時代なのかと思う。多様な方々が集ま

る場所は何処にあるのかを考えた場合、拡大座談会もそうだし、フューチャーセンターもそうであ

る。このような場を各課が活用し、色んな方々が集まる場に入っていくような感覚は持ってほしい。 

 

平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①県内高等教育機関で地域を志向した教育や社会貢献の取組が広まっていることから、県内高等教

育機関との意見交換の場である「大学サロンみえ」において、県内高等教育機関と地域との連携

の仕組みづくりについて具体的な協議を進めます。 

②平成 26年度から創設される「日本型直接支払制度（多面的機能支払）」を活用し、農地・農業用施 

設・景観の保全活動への学校や自治会、ＮＰＯなどさまざまな主体の参画を促進することにより、

これらの活動を地域の子どもたちや若者が参加する地域コミュニティ活動として定着します。 

③県内各地の大学生等 60人を少年警察学生ボランティアに委嘱し、その参画を得て、12回の非行少

年等の立ち直りを目的とした「少年の居場所づくり」に取り組み、三重県版コネクションズや少

年非行防止活動を含むセーフコミュニティ対策の核となる人材育成への効果も視野に入れ、子ど

も・若者の県民力の向上を目指します。 

④社会全体で犯罪被害者等を支える機運を醸成し、自分や他人の命を大切にする意識、罪を犯して

はいけないという規範意識の高揚を図るため、「命の大切さを学ぶ教室」を開催するほか、行政機

新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議における主な意見 



関、民間支援団体、事業者等との連携を深め、若者を始めとする多くの県民に対して犯罪被害者

支援活動への参加促進を図った上で、「犯罪被害者支援を考える集い」、「犯罪被害者支援キャラバ

ン隊」等の広報啓発活動を実施します。       

⑤「三重県飲酒運転 ０
ゼロ

をめざす条例」の施行及び同基本計画を踏まえ、多くの県民の皆さんと連携

して、飲酒運転 ０
ゼロ

をめざした教育及び知識の普及・啓発を行います。その一環として、大学等に

おいて、飲酒を始める時期である若者への啓発を展開します。また、アルコール依存症に関する

診断の受診義務通知などの再発防止の取組を推進します。 

⑥多言語ホームページでは、外国人住民を支援するさまざまな団体の活動や、外国人住民に参加・参

画を期待する地域の各種活動（消防団等）を紹介する新たな映像情報を制作し、地域社会への積極

的な参加・参画を進めていきます。また、ホームページの閲覧者を増やすため、外国人住民の関心

が高い話題（防災・在留管理制度など）を取り上げていきます。 

⑦大規模災害発生時に外国人住民の支援等を行うための各種事業に取り組むほか、外国人住民等を

円滑に支援するため「みえ災害時多言語支援センター」の設置・運営について関係機関と十分な

協議を行い、さまざまな主体と連携して外国人住民の支援に取り組みます。 

⑧ＪＳＬカリキュラムの三重県モデルの確立に向け、ＪＳＬカリキュラムに係る事例収集について対

象となる教科を拡大し、研究を進めます。また、すでに収集した事例について授業における活用を

通じて検証を進め、ＪＳＬカリキュラムの普及・拡大を図ります。さらに、小・中・高等学校にお

いて、それぞれの外国人児童生徒への指導の状況を円滑に引き継ぐための効果的な方法について検

討します。 

⑨「障がい者芸術文化祭」への参加者、入場者がより一層増加するよう、開催方法や広報等について

検討し、開催地と連携して開催します。  

⑩企業も含めたさまざまな主体と連携し「三重おもいやり駐車場利用証制度」の普及啓発を行うと

ともに、「おもいやり駐車場」の設置について事業者等に協力を依頼します。 

⑪「美し国おこし・三重」の取組終了後の姿を見据えつつ、プロデューサーの助言や専門家派遣、

広報支援、ネットワーク化支援、財政的支援など、「地域での美し国おこし」に引き続き取り組み

ます。                    

⑫県民力拡大プロジェクト（縁
えん

博
ぱく

みえ２０１４、三重県民大縁会
だいえんかい

、第32回地域づくり団体全国研修交

流会三重大会）を通して、グループ内の取りまとめやイベントの企画・運営を行っていく中心的な

役割を担う人材の育成、ならびに他グループとの交流を進めていくことにより、グループ活動の自

立・持続につなげていきます。             

⑬ＮＰＯの活動基盤の強化と自立に向けて、企業等との連携・協働や寄附の活用促進に係る研修等

を、みえ県民交流センター指定管理事業の中で集約して実施するとともに、資金調達の仕組みに

ついて関係部局や中間支援団体と連携して検討していきます。 

⑭12 月の「市民活動・ＮＰＯ月間」において、みえＮＰＯネットワークセンターや地域の市民活動

センターとの連携・協働をさらに進め、集中的に取り組みます。 

⑮平常時の「みえ災害ボランティア支援センター」について、幹事団体と連携して事務局のあり方

を検討します。また、東日本大震災等の災害に学び、ＮＰＯの主体的な活動・交流を促進すると

ともに、県社会福祉協議会と連携して、市町・市町社会福祉協議会、ＮＰＯ等が、平常時から緊

密な関係づくりに取り組むよう働きかけます。              

 



南部地域活性化  

 
 
 

【主担当部局：地域連携部南部地域活性化局】 

プログラムの目標 

南部地域において、あらゆる世代の人びとが生まれ育った地域に住み続けたいという思いがかなう

ように、若者の働く場が確保され、安心して住み続けることのできる地域社会が形成されています。 

めざす姿の実現に向けて、4 年後には、市町と連携して若者の雇用の確保や、定住の促進などの取

組を進めるための仕組みが構築されています。 

 

評価結果をふまえたプログラムの進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

数値目標は若干目標値を下回りましたが、南部地域

の課題解決や活性化に向けた取組が順調に進んでい

ることから、「ある程度進んだ」と判断しました。 

   

  

プログラムの数値目標     

目標項目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

若者の定住率 

 62.4％ 62.4％ 
0.93 

62.4％ 62.4％ 

62.4％ 60.1％ 57.8％   

目標項目の説明と平成 26 年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

南部地域の市町における 25 歳～34 歳人口を 20 年前の５歳～14 歳人口で除した値 

26 年度目標 
値の考え方 

平成 25 年度から南部地域活性化基金を活用した複数市町の取組等が本格化しており、平成
26 年度においても、平成２年と平成 22 年の国勢調査による確定値を基に算出した若者の定
住率（62.4%）を維持することをめざすこととしました。 

 

実践取組の目標      

実践取組 実践取組の目標 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

1 若者の働く場
の確保、定住を
進めます！ 

集落を維持する
モデル的な取組
を行っている地
域数（累計） 

 3 地域 6 地域 
1.00 

8 地域 10 地域 

－ 2 地域 6 地域   

2 東紀州地域の
紀伊半島大水害
からの復興を進
めます！ 

東紀州地域に係
る 1 人あたりの
観光消費額 

 25,853 円 26,629 円 
0.99 

27,428 円 28,936 円 

25,100 円 25,956 円 26,333 円   

3 総合的・横断
的な事業推進を
します！ 

南部地域活性化
局 に よ る 総 合
的・横断的な事
業の推進 

 

南 部 地 域
活 性 化 局
を設置     

 

 

   

       

     

 

   

       

     

南部地域活性化プログラム 

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

関係部局間の事業調整、市町間連携の推進 



（単位：百万円） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

予算額等 505 445 530  

 
平成 25 年度の取組概要 

①南部地域活性化基金（以下「基金」という。）を活用して市町が実施する若者の働く場の確保や定

住の促進に向けた取組の着実な進捗を図るとともに、これらから得られたノウハウの蓄積・共有等、

活性化に向けた取組が地域で継続していけるよう市町等を支援 

②13市町・有識者・県で構成する「南部地域活性化推進協議会」（以下「協議会」という。）や市町と

の個別協議において、南部地域の活性化に関する各種取組の情報共有や基金を活用した事業化等、

課題解決に向けた検討を実施 

③三大都市圏における移住相談会やセミナーの開催等、効果的な情報発信を行うとともに、空き家バ

ンクの整備や田舎暮らし体験の実施など、市町と連携しながら移住者の受入体制を充実 

④市町・大学と連携した集落機能を維持するための取組を、これまでの尾鷲市と志摩市の２地域に加

えて、新たに南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町の４つのモデル地域において実施するとともに、

他の市町や市町内の他地域への波及に向けてノウハウ等の蓄積・共有 

⑤地域資源を活用して新たな事業展開や事業拡大を行う事業者に対し、基金を活用して雇用の創出を

支援 

⑥紀伊半島大水害からの復興を確実なものとしていくため、関係者と連携して地域の資源や魅力を生

かした観光振興、産業振興などの取組の推進 

⑦地域のコーディネーターとしての役割を担う東紀州地域振興公社が実施する観光振興、産業振興な

どの取組への支援 
⑧熊野古道センターでの地域と連携した企画展や交流イベント等の開催による情報収集、情報発信、

集客交流の機能の充実および紀南中核的交流施設での魅力的な宿泊プラン等の設定、地域資源を活

用した体験プログラムの実施や地域と連携したイベント等の開催による集客交流機能の充実 
⑨平成 25 年は式年遷宮や高速道路の延伸に加え、熊野古道世界遺産登録 10 周年の前年にあたること

から、地域と連携した熊野古道セミナーの開催やモデルウォークの実施など誘客促進に向けた取組

と 10 周年事業の検討・準備 

⑩情報誌の発行等による東紀州地域の観光・産業の情報発信の充実と地域産品の販路拡大を図るため、

商品の付加価値を高める取組や通販事業者等へのセールスの実施 
⑪木質バイオマスを安定的に供給できる体制の構築に向けた「東紀州木質バイオマス利用協議会」お

よび「くまの地域林業活性化協議会」への未利用間伐材等の搬出に対する支援 

⑫南部地域の市町が抱える課題等について関係部局と情報共有を図り、活性化に向けた取組を関係部

局の施策や基金を有効に活用しながら実施 

 

平成 25 年度の成果と残された課題（評価結果） 

①基金を活用して若者の働く場の確保や定住の促進に向けた複数市町の主体的な取組が平成 25 年度

から本格的に動き出しており、地域活性化局とともに各取組に積極的に参画し、事業内容の充実を

図るための助言等協力・支援を行いました。市町が連携して取り組むことで、スケールメリットや

資源、ノウハウの活用など効率的で効果的な事業実施が可能なだけでなく、市町間における一体感

の醸成が図られています。今後は、各取組をさらに発展させていくとともに、連携による枠組みを

強固なものにしていく必要があります。 

 

   

       

     



なお、基金を活用した複数市町による取組は次のとおりです。 

・第一次産業の担い手確保対策事業 

熊野市、御浜町、紀宝町、ＪＡ三重南紀が連携して、柑橘関連の就農希望者と産地のマッチン

グを図るため、就農研修や各地の就業フェアへの出展などを実施。また、尾鷲市、志摩市が実施

する漁業の担い手育成事業に関して副収入対策を支援。 

・移住交流推進事業 

地域を体験してもらうことで移住につなげる取組として、熊野市、大紀町、紀北町が田舎暮ら

し体験ツアーを実施。３市町合同で案内チラシを作成してＰＲ。また、尾鷲市、志摩市、大紀町

が空き家調査事業を実施し、志摩市では今回の調査を基に新たに空き家バンク制度の運用を開始。 

・幹線道路を活用した誘客促進事業 

玉城町、度会町、南伊勢町でサニーロードに係る取組を、大台町、大紀町、紀北町でＲ42 号に

係る取組をそれぞれ実施。いずれも合同情報紙を作成し、道の駅等の情報発信拠点や高速道路の

サービスエリアで配布。また、サニーロードの取組では３町交流による物産市「サニー市」を計

４回開催。 

・子どもの地域学習推進事業 

宮川小学校（大台町）、七保小学校（大紀町）の総合学習で、地域の魅力を発見し、地域への愛

着を育む授業を実施。また、昴学園高等学校（大台町）、南伊勢高等学校（南伊勢町）において、

地域の次代を担う人材を育成するカリキュラムを実施。 

・企業立地セミナー開催事業 

伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町が連携して大阪で企業誘致を目的とした

セミナーを開催。参加者に対して地域の操業環境、生活環境等をＰＲするとともに、企業とのネ

ットワークを構築。 

・婚活支援事業 

鳥羽市、南伊勢町、大台町、玉城町、熊野市、紀宝町で婚活イベントを実施。 

・東紀州地域資源魅力発信事業 

東紀州地域の５市町が連携して、熊野古道を核とする地域資源の魅力を発信。 

②協議会において、基金事業や集落維持に向けた取組の進捗状況等について関係市町と情報共有を図

るとともに、基金の在り方について意見交換を行いました。基金については、市町からの評価は高

まっており、取組の成果や新たなニーズも出始めていることから、平成 26 年度も引き続き市町が

事業に取り組む財源とするため、積み増しを行うこととしました。 

③市町や他県と共同で東京、大阪、名古屋において、計８回移住相談会やセミナーを開催するととも

に、希望者へのメールマガジンの発行やホームページの充実など効果的な情報発信を行いました。

併せて、ワークショップや先進地視察などを実施することで市町職員の移住の取組に対するノウハ

ウの習得や意識の醸成を図りました。引き続き、市町とともに移住施策についての議論等を深め、

地域の受入体制の充実と効果的な情報発信を行っていく必要があります。 

④集落機能を維持する取組を尾鷲市、志摩市、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町の６市町のモデル

地域において実施しました。取組を始めて２年目となる尾鷲市と志摩市では、住民と学生の話し合

いを通じて、交流施設での手作り弁当販売、アンテナショップ開設、フェイスブックページの立ち

上げなど、それぞれ地域の魅力を発信する具体的な取組が動き出しています。これらについては３

月に開催した「三重発！地域と大学のイキイキ連携フォーラム」で発表し、成果の共有を行いまし

た。また、話し合いを通じて多様な住民の意見をまとめていくスキルを身に付けるため、大学と連

携して市町職員等を対象に人材育成講座を開催しました。モデル地域での取組をより充実した内容

にするため、今後さらにサポート人材のスキルアップとノウハウの蓄積・共有を進めていく必要が



あります。 

⑤地域資源を活用した事業者への支援については、新規雇用を伴う事業拡大を行う３事業者を採択し、

３名の雇用創出につなげました。採択した事業の円滑な進捗とさらなる拡大に向けて、関連施策の

情報提供等、事業者に対して継続的な支援を行っていく必要があります。 

⑥熊野古道等への年間来訪者数が過去最多の 30 万８千人（対前年比 12.7％増）となるなど紀伊半島

大水害からの観光面での復興が着実に進んでいます。引き続き地域や関係機関等と連携し、地域の

魅力の発信や来訪者の利便性の向上に取り組み、東紀州地域への誘客促進を図る必要があります。 

⑦東紀州地域振興公社では、熊野古道伊勢路を核として、県外での観光展等への出展やホームページ

などを活用した情報発信、旅行商品の企画やエージェントセールスを行うとともに、県外での物産

販売への支援や商談会等への出展支援を行いました。今後も東紀州地域振興公社が東紀州の観光振

興、産業振興などの取組を総合的に推進する役割を果たすよう支援することが必要です。 

⑧熊野古道センターでは、東紀州地域の自然、歴史、文化に関する魅力ある企画展や地域と連携した

交流イベントを開催しました。紀南中核的交流施設では、伊勢志摩の宿泊施設と連携したプランや

「蘇りの地熊野の自然と歴史を堪能する連泊プラン」など魅力的な宿泊プランを展開しました。引

き続き魅力的な企画等を実施することで、さらなる集客交流を図るよう支援していく必要がありま

す。 

⑨熊野古道世界遺産登録 10 周年に向けて機運を高めるため、神宮来訪者等への情報発信や三重テラ

スにおける伊勢と熊野の歴史的なつながりを紹介する熊野古道セミナーの開催、熊野古道伊勢路沿

いの霊場を巡るモデルウォークなどを実施しました。併せて、市町や東紀州地域振興公社と連携し

て 10 周年キャンペーンのキャッチコピーやロゴマークを活用したポスター、ダイジェスト版ガイ

ドブック、ホームページにより情報発信を行いました。引き続き、10周年に関して効果的な情報発

信を行うとともに、市町や関係団体等と連携してさまざまな記念事業等を実施することで、熊野古

道への関心を高め、地域の賑わいを創出する必要があります。また、10周年を契機として、古道の

価値を次世代に守り伝えていくことが必要です。 

⑩旬の情報を発信する季刊情報誌「みよら東紀州」を発行することで、東紀州地域の観光・産業の情

報発信を行ったほか、通販カタログに東紀州産品を掲載することにより地域産品の販路拡大を図り

ました。引き続き、通販事業者等へのセールスを行うとともに、新たな販路開拓につなげるため既

存商品の付加価値を高める必要があります。 

⑪東紀州地域での木質バイオマスの安定供給体制を構築するため、「東紀州木質バイオマス利用協議

会」および「くまの地域林業活性化協議会」に対して、高性能林業機械のリース費用や流通経費の

支援を行いました。今後の自立した供給体制の構築に向けて、運搬などコスト面の課題があること

から、引き続き、木質バイオマスを安定供給できる体制づくりに取り組む必要があります。 

⑫関係部局と情報共有を図るとともに、南部地域の活性化に向けた取組を促進するため、８月と３月に知

事を本部長とする部局横断組織「南部地域活性化推進本部」本部員会議を開催しました。今後も引き続

き、関係部局との連携を密にしていく必要があります。 

 
平成 26 年度の改善のポイントと取組方向 

①めざす姿を実現するためには、各市町を中心とする「地域」が主体的に考え、取組を進めていくこ

とが重要であり、協議会や基金を軸として、そのための「仕組みづくり」を進めます。基金を活用

した複数市町による主体的な取組がさまざまな枠組みで平成 25年度から本格的に動き出しており、

これらを継続、発展させていくため、基金の積み増しを行うとともに、地域活性化局と連携して、

助言、協力等引き続き積極的に関わることで市町を支援していきます。また、他市町への波及を目

的として、これらの取組の成果を協議会等において共有していきます。 



なお、基金を活用した複数市町による平成 26年度の取組は次のとおりです。 

・第一次産業の担い手確保対策事業 

・移住交流推進事業 

・幹線道路を活用した誘客促進事業 

・子どもの地域学習推進事業 

高校生の地域人材育成事業について、これまでの２校に加えて新たに尾鷲高等学校（尾鷲市）

で実施。 

・企業立地セミナー開催事業 

・出逢い・結婚支援事業（旧：婚活支援事業） 

・熊野古道世界遺産登録 10周年キャンペーン事業 

東紀州地域の５市町が連携して、10 周年のキャッチコピーやロゴマークを効果的に活用し、

地域の魅力やイベント情報を発信する等、10周年キャンペーンを展開。 

・伊勢から熊野へ～熊野古道伊勢路魅力発信事業 

伊勢市、玉城町、多気町、大台町、大紀町が連携して、伊勢から始まる熊野古道伊勢路の魅力

を発信。 

②引き続き、市町と共同で三大都市圏における移住相談会やセミナー等を開催します。他県との共同

開催で得たノウハウも取り入れながら、内容を充実させていきます。また、希望者へのメールマガ

ジン配信やホームページの充実など、地域の情報をより効果的に発信します。さらに、移住者を交

えたワークショップを開催するなど、市町と連携して移住者の受入体制の充実を進めます。 

③市町・大学と連携した集落機能を維持するための取組を、平成 25 年度から実施している 4 つの地

域に加えて、新たなモデル地域において実施します。これらの取組を推進するためには「人づくり」

が不可欠であり、地域のリーダー的な役割を担う人材の育成や成果発表の場づくりなど、大学と市

町・地域が連携した「人づくり」の取組を進め、ノウハウ等の蓄積・共有を図っていきます。 

④南部地域における就労支援については、引き続き、地域資源を活用した新たな事業展開や事業拡大

を行う事業者に対し、基金を活用して雇用の創出を支援します。また、採択事業が順調に推移する

よう進捗状況を把握し、関連施策の情報提供や関連部局の窓口紹介等、事業者に対して支援を行い

ます。 

⑤関係者と連携し、観光振興や産業振興などの取組を進め、紀伊半島大水害からの復興をより確実な

ものにしていきます。 

⑥東紀州地域振興公社が、東紀州の観光振興、産業振興などの取組を総合的に推進する地域のコーデ

ィネーターとしての役割を果たし、10周年を契機として熊野古道の保全と活用を一層推進するよう

引き続き支援します。 

⑦熊野古道センターでは、地域との連携を図りながら世界遺産登録 10 周年関連の魅力ある企画展や

交流イベント等を開催することにより、情報収集、情報発信、集客交流の機能を充実させていきま

す。紀南中核的交流施設では、魅力的な宿泊プラン等の設定、地域資源を活用した体験プログラム

の実施や地域と連携したイベントの開催等により、集客交流の機能が充実するよう支援していきま

す。 

⑧平成 26年は熊野古道世界遺産登録 10周年を迎えることから、熊野古道伊勢路を「幸
さ ち

結びの路」と

して積極的に情報発信するとともに、新たなファンやリピーターを増やすさまざまな事業を市町、

地域と一体となって実施することにより、賑わいの創出と地域経済の活性化を図ります。また、熊

野古道サポーターズクラブの立ち上げなど古道の価値を次世代に伝えていくための体制づくりや伊

勢と熊野を結ぶための歩きやすい環境づくりなどに取り組むことで、10周年を契機として、古道の



保全意識やホスピタリティの向上を図り、地域の人びとが地域に愛着を持ち、主体的に活性化に取

り組むことにつなげていきます。 

⑨平成 26 年秋に本格稼働予定の県内初の木質バイオマス発電事業に向けて、地域林業活性化協議会

等と連携し、木質チップ原料の供給事業者に対し収集・運搬機械等の導入支援を行うなど、木質バ

イオマスを安定的かつ自立的に供給できる体制づくりに取り組みます。 

⑩引き続き、「南部地域活性化推進本部」本部員会議での協議等を通じて、市町の課題に対応する県関係

部局の事業や基金を有効に活用できるよう、調整を図っていきます。また、地域活性化局と一体となっ

て積極的に市町や集落に出向き、基金事業を始めとする各種取組の着実な進捗を図るとともに、関係部

局と課題を共有し、その解決に努めることで、総合調整機能を果たしていきます。 
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